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はじめに 

 

１ 本研究会開催の経緯等 

我が国の商法が明治３２年（１８９９年）に制定されてから，既に１世紀が経過し

た。 

商法のうち，第２編第８章及び第３編（運送・海商）については，片仮名文語体の

ままである上，実質的な改正もなく，時代遅れであるとの指摘があり，国内航空運送

に関する規定もない。数十年前からの物流の発展には，目を見張るものがあるが，商

法においても，陸上・海上・航空の各運送やこれらの複合運送について，規律の現代

化がされなければならない。 

古く昭和１０年（１９３５年）には，法制審議会において，「商法商行為編及海商

編中ノ改正ノ要綱」が取りまとめられたが，その後の大戦の影響もあり，立法作業は

行われなかった。国際的な運送の分野では様々な国際条約が成立しているが，我が国

も，昭和３０年頃以後，国際海上・航空運送に関する条約に加盟することとなり，現

在では，国際海上運送については，１９７９年議定書による改正後の１９２４年船荷

証券統一条約（以下「ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ」という。）の国内法である国

際海上物品運送法の適用を，国際航空運送については，国際航空運送についてのある

規則の統一に関する条約（以下「モントリオール条約」という。）等の適用を受ける

に至っている。 

さらに，この十数年は，民法，会社法等を始め，社会・経済情勢の変化に対応すべ

く，民事基本法の改正が相次いでいる。折しも，平成１３年（２００１年）の司法制

度改革審議会意見書において，「基本的な法令は，可能な限り分かりやすく，一般に

も参照が容易で，予測可能性が高く，内外の社会・経済情勢に即した適切なものとす

べきである」旨の指摘がされている。 

このような観点から，運送・海商法制の将来の立法に向けた基礎的研究として，平

成２３年１０月から平成２４年２月にかけて，藤田友敬東京大学大学院法学政治学研

究科教授を中心に，研究者による諸外国の法制調査を目的とした「商事法（運送関

係）勉強会」が開催され，ドイツ，フランス，イギリス及びアメリカの運送法制等の

調査が行われたところであるが，その成果を踏まえ，運送・海商に関する商法の規定

の現代化について論点の洗い出しや整理等を行うことを目的として，本研究会が開催

された。 

本研究会は，山下友信東京大学大学院法学政治学研究科教授を座長として，平成２

４年８月から平成２５年１１月まで合計１６回開催され，研究者，陸上・海上・航空

の各運送人，荷主側の団体，フレイト・フォワーダー，保険会社等の関係者を委員と

して検討が行われた。このほかにも，参加者名簿のとおり，関係する団体等から多数

のオブザーバーが参加され，近時の実務の紹介や意見の発表があり，さらに，法務省

からの調査委託研究として実施された「運送取引の実態についての調査研究業務報告

書」の作成に関与された研究者から，その紹介も行われた（http://www.moj.go.jp/ 

MINJI/minji07_00126.html）。 
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本報告書は，これらの検討の結果をまとめたものである。 

２ 検討に際しての基本的な視点 

⑴ 本研究会においては，主に国内の運送手段を規律する商法の規定の現代化に向け

て，論点の洗い出し等を中心とした検討を行っているが，これは，上記１に述べた

経緯に加え，特に国際海上物品運送については，平成２０年（２００８年）に，全

部又は一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国際連合条約（以下「ロッ

テルダム・ルールズ」という。）が成立し，主要海運国を中心とした今後の動向が

不透明であるという事情にもよるものである。ただし，商法の規定は，多く国際海

上物品運送法において準用されており，その見直しの影響が大きく及び得ることに

注意する必要がある。本研究会では，基本的に，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズに

よる現行の実務を前提とした上で，商法の規律の見直しの要否を検討しており，ロ

ッテルダム・ルールズの批准の当否を論じているものではないが，その成立過程で

された多くの重要な議論については，これを参考にしつつ検討を行っている。 

⑵ また，商法に規律されるべき国内の運送手段について，その規律内容を合わせる

べきであるという議論や，むしろ，海上運送及び航空運送のそれぞれにつき国内運

送と国際運送の規律内容を合わせるべきであるという議論がされることがある。 

しかし，例えば，運送と密接に関連する保険実務を見ると，①陸上運送では，大

規模の荷主は自ら貨物保険を付するが，運送を自己の子会社や取引先に委託するこ

とが多く，貨物保険において保険会社からの求償権の放棄条項が約定されるのが通

常であり，他方，中小規模の荷主は貨物保険を付さずに，運送人に損害賠償責任を

追及し，運送人の賠償責任保険により損害が補塡されるため，結果として，貨物の

損害のうち半分程度しか貨物保険により塡補されていないという。これに対し，②

国際海上運送では，ほぼ全ての貨物につき貨物保険が付される一方で，運送人の責

任について免責事由や責任限度額の規律があるため，運送人が貨物の損害に対して

責任を負う部分は数％であるといわれ，実務上は，まず，貨物の損害のほぼ全てを

貨物保険により補塡した後に，保険代位により運送人やそのＰ＆Ｉ保険に係る保険

者に求償することになる。さらに，③国内海上運送では，ロール紙や鋼板のような

製品に近い貨物については貨物保険が付されるが，重量に比べて価格の低廉なもの

（石炭，砂利，石油化学品等）を運送する場合や，フェリーのように，トラックご

と輸送するために海上運送という意識が低い場合には，貨物保険が付されていない

ケースも相当にあるという。 

目を転じて，航空運送の実務を見ると，現状のように国内運送と国際運送の規律

が異なることは，国際的には珍しいものの，現在では，コードシェアが広く行われ

ているため，同一便の搭乗者の中に異なる約款が適用されるケースは珍しくないと

いわれる。そして，航空運送についても，ＬＣＣ（low cost carrier）の利用の拡大

等を踏まえ，様々な事業者の取引の在り方に配慮する必要がある。 

確かに，国内の運送手段は，経済的な競争関係にはあるものの，現実には，目的

地までの距離，迅速性の要否，運送賃の多寡，大量輸送か否か等の観点から役割が

異なっているといわれ，必ずしも，国内の運送手段における運送人の責任の在り方
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を統一する必要はない。しかし，他方で，国際条約の規律の内容は複雑な変遷を経

て発展してきたものであるところ，現実の姿として，国際運送及び国内運送におけ

る運送人の責任の在り方を統一すべき実態があるかどうかも，また十分に議論され

るべきである。 

本研究会では，このように，必ずしもいずれかの立場に立つものではなく，実態

を直視し，それぞれの運送手段の特色を踏まえながら，論点ごとにどのような規律

の在り方が適当であるかを検討するものである。 

商法の規律には任意規定が多いことから，結果として，陸上運送，国内海上運送

及び国内航空運送に共通の総則的な規律を設けることを提案する箇所が多くなって

はいるが，必要に応じ，運送手段の特色を踏まえた特例を設けるべき局面もあると

考えられるのであり，今後も，そのような検討がされるべきである。 

⑶ 商法の運送・海商分野の見直しに当たっては，まずは，現在の実務の正確な把握

の上で，時代遅れと批判されている規律の現代化を図るという視点が必要である。

規律の現代化の際には，ある規律について，法律に当該規律を設けるべき必要性が

あるか，又は当事者間の契約に委ねることが相当かという視点も必要となる。さら

に，運送契約の国際性に照らすと，諸外国の法制との関係にも十分留意する必要が

あるし，運送契約には多数の利害関係人が関与することに照らすと，関係者の利害

調整という視点も必要となる。その際には，運送に関する保険実務に与える影響も，

忘れてはならない。 

本研究会は，先に述べたとおり，多くの方々に御参加いただいている。しかしな

がら，運送・海商をめぐる問題は多岐にわたり，複雑かつ専門的である。今後の商

法の運送・海商分野の見直しに当たっては，更に多くの方々の御意見を踏まえつつ，

多角的な視点から検討が進められるべきものと考えられる。 
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第１部 運送 

 

第１ 物品運送 

１ 運送人の責任 

⑴ 責任原則 

過失推定責任（運送人は，運送品の受取から引渡しまでの間に生じた

当該運送品の滅失，損傷及び延着につき責任を負うが，自己に過失がな

いことを証明したときは，その責任を免れるというもの）による現行法

の規律（商法第５７７条，第７６６条）を維持し，当該規律を国内航空

運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 運送品の滅失，損傷及び延着に関する責任原則については，現行法上，陸上運送・

海上運送のいずれも，本文のような過失推定責任を採用している（商法第５７７条，

第７６６条，国際海上物品運送法第３条，第４条第１項）。 

２ 本研究会において，運送人の責任原則の在り方につき検討を行ったところ，実務で

は，我が国の航空会社の国内運送に関する約款を含め，いずれの運送手段でも過失推

定責任によっていた。 

この点について，例えば，欧州における国際道路貨物輸送に関する運送契約につい

ての協定（以下「ＣＭＲ」という。）第１７条は，運送人にとって回避することので

きない事情による場合など一定の事由が存する場合に運送人が免責されると規定し，

また，ドイツ商法第４２６条は， 大限の注意によっても避けられず，かつ，結果を

防止することができない場合に運送人が免責されると規定しているが，現状では，本

文のような商法上の過失推定責任を変更する必要はないとの意見が大勢であった。 

（注１）国際航空運送における責任原則を規定するモントリオール条約第１８条では，過失

の有無を問うことなく，同条第２項に掲げる事由以外に運送人を免責することができな

いとして，運送人により厳格な責任を定めている。 

（注２）なお，国内航空運送全般に関して，商法には規律がなく，航空法第１０６条の認可

を受けた運送約款によって規律されているところ，現在の状況においても実務上の支障

はないが，トラブルが生じたときに約款の正当性が争われることがあり得るとの指摘が

あった。 

３ 以上によれば，商法上の責任原則については，過失推定責任の規律を維持し，これ

を国内航空運送にも及ぼすことが相当であると考えられる。 

（注）本研究会においては，運送契約に基づく債務は，運送人が荷送人からある物を受け取

りこれを運送して荷受人に引き渡すことをその内容とする結果債務であるため，商法第

５７７条の責任は，民法第４１５条の債務不履行責任の要件事実と変わりがなく，これ

を「過失推定責任」と呼ぶのは適切でないとの指摘があった。ただし，運送法の領域で

は，従来から，運送人が無過失の立証をすることにより責任を免れるという原則を過失

推定責任と呼んできたようであるので，本報告書では，この表現を用いることとする。 

 



- 2 - 

⑵ 免責事由 

運送人の免責事由（天災その他の事由）については，運送人の無過失

の有無の評価に委ね，商法には多様な免責事由を列挙する規定を設けな

いこととしてはどうか。 

（注）航海過失免責及び火災免責については，後記３⑵参照 

（補足説明） 

１ 商法は，過失推定責任を定めるだけであり，免責事由を列挙していない。 

これに対し，国際海上物品運送法第４条第２項各号は，海上等に特有の危険，天災，

戦争，海賊行為，裁判上の差押え，荷送人の行為，同盟罷業，海上における人命救助

行為，運送品の特殊な性質，運送品の荷造りの不完全，起重機の隠れた欠陥等の免責

事由をリスト化して列挙し，運送人は，運送品に関する損害がこれらの事由により通

常生ずべきものであることを証明したときは，責任を免れるとして，無過失の立証の

負担を軽減している。 

２ 本研究会において，商法上，上記１の意義を有する免責事由の規律がないことによ

り不都合が生じているかどうかにつき，検討を行ったところ，次のような指摘があっ

た。 

・ 実際に運送人から主張される免責事由としては，荒天遭遇の主張が多く，運送品

の盗難の主張もみられるが，その他の主張は少ない。 

・ 陸上運送について，荒天遭遇の主張はあり得るものの，輸送期間が長くないため

運送品が劣化するケースは少ない。また，運送品の盗難の主張もあり得るものの，

完全な盗難防止措置を講じていたことを立証するのは事実上困難である。 

・ 標準貨物自動車運送約款第１１条では，荷造りの不完全は，必要な荷造りの要求

や運送の引受拒否によって対応すべき事項とされ，免責事由とされていない上，運

送人にとって，荷造りの状況に関する立証は困難である。 

・ 陸上運送において，コンテナに運送品を詰めるのは運送人であることが多い。 

・ 国内海上運送について，例えば，荒天時にハッチカバーから海水が浸入した事案

につき，荒天遭遇が原因なのか，堪航能力の欠如や航海を強行したことが原因なの

かが争点となるが，輸送期間が長くないため，荒天にもかかわらず航海を強行した

ことが運送人の過失とされる可能性も高く，強く荒天遭遇の主張をすることは困難

である。 

３ 以上のとおり，①国内運送では輸送期間が長くないこと，②仮に，荒天遭遇等の事

由を免責事由として立法化しても，実務上，上記２のとおり，運送品に関する損害が

当該免責事由により通常生ずべきものであることを証明することが容易になるわけで

はないこと等を踏まえると，免責事由をリスト化して立法する必要性が高いとはいえ

ないから，現在の取扱いを維持し，無過失の評価に委ねることが考えられる。 

 

⑶ 責任限度額 

運送品の滅失・損傷の場合の責任限度額に関する規律については，当

事者間の契約に委ね，商法に規定を設けない方向で，引き続き検討して
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はどうか。 

ただし，国内海上運送について，国際海上物品運送法を参考にして責

任限度額に関する規律を設けるべきであるとの意見があるほか，陸上運

送について同様の意見もあり，今後，より広い関係者間において議論を

継続すべきである。 

（補足説明） 

１ 商法には，責任限度額に関する規定はなく，標準貨物自動車運送約款や日本海運集

会所作成の内航運送基本契約書にも，責任限度額の定めはない（なお，標準貨物自動

車運送約款第９条及び第４５条では，１㎏当たり２万円を超える運送品を高価品とし，

明告がなければ賠償責任を負わないとしている。）。 

これに対し，国際海上運送については国際海上物品運送法第１３条に，国際航空運

送についてはモントリオール条約第２２条に，それぞれ責任限度額に関する規定があ

り，国内航空運送については約款に責任限度額の定めがあるものが多い。 

（注）鉄道運輸規程第７３条第２号には，高価品につき，１㎏までごとに４万円（１口４０

０万円）を 高額とする責任限度額に関する規定がある。 

２ 現行商法においても，約款により責任限度額の定めを設けることは可能であるが，

本研究会においては，法律上の規定を設けるべきかにつき，検討を行った。 

⑴ まず，実務の現状については，次のような指摘があった。 

ア 運送品が高価な場合には，荷送人は自ら貨物保険を付しているため，運送人に

運送品の価額を申告することはなく，他方，運送人も特に高額な運送賃を受領

してはいない。そのため，基本的に，運送品の価額によって，運送賃に差異が

生じているわけではない。 

（注）ただし，国内航空運送では，一定の貴重品の運送につき超過料金を受領している

との指摘があった。 

イ 陸上運送について，約款上の高価品に該当する１㎏当たり２万円を超える損害

が生ずる事例はそれほどない（運送人と荷主との関係により，これを超える支払

をすることはある。）。 

国際海上運送については，受渡し時のリマークの有無の確認等により，責任の

有無から争われることが多い。 

国内航空運送については，１口３万円を責任限度額とする実務が定着しており，

問題が生ずることは少ない。 

ウ 貨物保険については，陸上運送や国内海上運送では，運送品の種類によって付

保の有無が分かれるが，国際海上運送では，ほぼ全ての運送品につき荷主が貨物

保険を付している。また，陸上運送や国内海上運送では，伝統的に，特定の荷

主・運送人間の関係が継続的で密接な場合が多く，荷主が貨物保険を付すときは，

運送人に対する求償権放棄条項が付されることが多い。 

賠償責任保険については，トラックによる個品運送では，そのまま自走して船

舶に乗り込むことが多く，このようなＲＯＲＯ船等による国内海上運送部分を含

めて，陸上運送保険で付保されていることが多い。 
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⑵ア 責任限度額に関する規律を設けるべきか否かについては，これに肯定的な立場

から，約款における責任限度額の定めについて法的根拠が明確になり望ましいと

の意見があったが，他方，これに否定的な立場から，次のような指摘があった。 

・ 運送人の責任を任意規定とする商法の規律を維持するときは，責任限度額に

関する規律を設ける必要はない。 

・ 現在の標準貨物自動車運送約款では，１㎏当たり２万円を超える運送品を高

価品としており，相当高額な貨物まで運送人が責任を負っているところ，新た

に設ける責任限度額が低額であるときは，特に中小規模の荷主において，新た

に貨物保険を付する負担が生ずる。 

・ 絵画のように，重量を基準にしては適切な責任限度額を導くことができない

場合があり，法律上適切な責任限度額を規定することが困難である。 

・ そもそも責任限度額に関する規律を設けたとしても，取引関係上の観点等か

ら，運送人がそれを主張することになるのか疑問である。 

・ 本研究会においては，商法第７３９条のうち「自己ノ過失，船員其他ノ使用

人ノ悪意若クハ重大ナル過失」による損害についての免責約款を無効としない

方向で検討されており（後記本文３⑷参照），責任限度額に関する規律を望む

者は，その旨の約定をすれば足りる。 

・ 仮に，責任限度額に関する規律を強行規定とするのであれば，法律上適切な

責任限度額を規定することが困難であるとの問題が一層顕在化する。 

イ もっとも，特に，国内海上運送により個品運送を行う場合について，次のよう

な指摘があった。 

・ ＲＯＲＯ船やフェリー船が大型化し，重量に応じた運賃設定から車両１台当

たりの運賃設定に移行する中で，産業構造の変化に伴い，光ファイバー等の高

価品が申告なしに積載されることもあり，運送人のリスクは拡大している。 

・ 個品運送について，近時は，上記⑴ウの求償権放棄条項の付されない貨物保

険が増加し，運送人のリスクが増加傾向にある。 

・ これらの事情や，内航船においても外航船と同等以上の危険があること等を

背景にすると，①国内海上運送に係る個品運送についても，国際海上運送と同

様に，責任限度額に関する規律を設けるべきであるし，そのような法律がない

まま約款に責任限度額の定めを置くことは，免責約款を制限する商法第７３９

条との関係で無効となる危険がある，②具体的な責任限度額としては，ヘー

グ・ヴィスビー・ルールズ又は我が国が批准していないハンブルク・ルールズ

（１９７８年の海上物品運送に関する国際連合条約をいう。以下同じ。）によ

る責任限度額と，１車両当たり８００万円～１０００万円程度のいずれか高い

額とすべきである。 

このほか，陸上運送についても，様々な運送事業者が存することを踏まえると，

法律上，責任限度額に関する規律を設ける必要がないとはいい難いとの指摘があ

った。 

なお，国内航空運送については，１口３万円を責任限度額とする実務が定着し
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ており，国際航空運送における責任限度額と同額の責任限度額の規律を商法に設

けるべきであるとの要望はなかった。 

ウ さらに，運送手段間の責任限度額に関する規律の在り方については，陸上運送，

国内海上運送及び国内航空運送との間で差異を設けることはバランスが悪く，特

にトラックをＲＯＲＯ船で運送する場合を念頭に置くと，これらの規律を統一す

べきであるとの指摘や，国内海上運送と国際海上運送とで差異を設けたとしても，

事業者が異なることもあり違和感はないとの指摘があった。 

エ 責任制限制度の正当化根拠については，これは，運送人保護のための制度とい

うより，むしろ荷主間の公平の問題であるとの指摘があった。すなわち，運送人

の責任に限度がないとすると，高価な運送品の運送に伴う危険によって他の高価

ではない運送品の運送賃が高くなる。仮に，運送人の責任が任意規定であり，運

送人が適切な額に責任を限定し得るのであれば，問題は生じないが，運送人の責

任が強行規定であり，運送人が自由に責任を限定し得ないのであれば，運送人の

責任制限制度が存在しないと，高価な運送品以外の荷主の負担で，高価な運送品

の荷主が賠償を受ける現象が生ずるというのである。このような立場からは，運

送人の責任制限制度は，運送人の責任の強行法規性と論理的な関係を有すること

になるとの指摘があった。 

３ 以上によれば，上記２⑵アの指摘等を踏まえると，基本的には，責任限度額に関す

る規律については，当事者間の契約に委ねることが考えられるが，他方で，国内海上

運送や陸上運送について，上記２⑵イのような指摘もあり，今後，保険料の負担や運

送賃への影響も踏まえた適切な責任限度額について社会的なコンセンサスが得られる

かどうかに留意しつつ，より広い関係者間において議論を継続すべきである。 

 

⑷ 高価品免責 

高価品免責に関する現行法の規律（商法第５７８条，第７６６条）を

維持し，当該規律を国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（注）あわせて，荷送人が運送品の価額を申告した場合につき，モントリオー

ル条約第２２条第３項後段及び国際海上物品運送法第１３条第６項から第

８項までと同様に，運送人は，申告された価額が実価を超えることを証明

しない限り，申告された価額を限度とする責任を負うこと等の規律を設け

るべきかどうか，検討すべきである。 

（補足説明） 

１ 現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，運送品が高価品である場合に，荷送人

がその種類及び価額を明告しないときは，運送人は損害賠償責任を免れる（商法第５

７８条，第７６６条，国際海上物品運送法第２０条第２項）。 

国際条約や諸外国の法制では，高価品免責の規律がないものがほとんどである。 

２ 本研究会において，任意規定として，商法上の高価品免責の規律を維持し，当該規

律を国内航空運送にも及ぼしてもよいか否かにつき，検討を行ったところ，次のよう

な指摘があった。 
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・ 商法上の「高価品」という概念は一義的でなく，実際にこれに該当するか否かの

判断の際に，困難を伴うケースがある。 

・ 陸上運送については，標準貨物自動車運送約款第９条において１㎏当たり２万円

を超える運送品を高価品としており，運送人は，実務上，しばしば同約款第４５条

の高価品免責の規律の適用を主張している。高価品につき明告がない事案では，原

告となる荷主は，契約責任ではなく不法行為責任に基づき損害賠償請求を行うが，

訴訟上，過失相殺によって妥当な解決が図られている。 

・ 本研究会においては，運送人の荷主に対する契約責任に関する規律を不法行為責

任にも及ぼす方向で検討されている（後記本文⑽参照）ところ，訴訟上，高価品免

責の規律の適用の可否が争点になると，判決において両当事者の主張の中間的な賠

償額を命ずることができず，深刻な紛争になりがちであるが，和解による解決の余

地はある。 

・ 国内航空運送については，約款により１口３万円の責任限度額を定めているもの

が多いところ，商法上，任意規定として高価品免責の規律が及ぶこととなったとし

ても，問題は生じない。 

・ 法律上責任限度額に関する規律がある国際海上運送では，高価品免責は，ほとん

ど主張されない。 

３ 以上によれば，法律上責任限度額に関する規律がある場合には，高価品免責の規律

は，実務上大きな意義を有しないようであるが，責任限度額に関する規律を当事者間

の契約に委ねる場合には，高価品の明告がない場合についての商法上の高価品免責の

規律を削るべき積極的な理由まではなく，当該規律を維持し，これを国内航空運送に

も及ぼすことが相当であると考えられる。 

（注１）高価品の明告がない場合について高価品免責の規律を維持するときは，運送品の価

額の申告があった場合についても，本文の注のとおり，モントリオール条約第２２条第

３項後段及び国際海上物品運送法第１３条第６項から第８項までと同様に，商法に次の

規律を設けることが考えられる。 

・ 運送人は，申告された価額が実価を超えることを証明しない限り，申告された価額

を限度とする額を支払う責任を負うこと。 

・ 荷送人が実価を著しく超える価額を故意に申告したときは，運送人は，損害賠償の

責任を負わないこと（運送人が悪意であった場合を除く。）。 

・ 荷送人が実価より著しく低い価額を故意に申告したときは，その価額は，運送品に

関する損害については，運送品の価額とみなされること（運送人が悪意であった場合

を除く。）。 

なお，上記の点については，①運送人に対して損害賠償請求をする荷主の主張立証責

任との関係を十分に考慮すべきであるとの指摘，②高価品の明告がない場合と，高価品

について著しく低い価額を故意に申告した場合とを区別することが相当かなどの観点も

踏まえ，検討すべきであるとの指摘，③ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第４条第５項⒣

では，荷送人が物品の性質又は価額に関し故意に虚偽の通告をしたときは，当該物品に

関する滅失又は損害について責任を負わない旨が規定されているだけであり，国際海上
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物品運送法第１３条第７項の規律は，同条約の規律とは別の趣旨によるものであるとの

指摘があった。 

（注２）国際海上物品運送法のように，法律上責任限度額に関する規律がある場合に高価品

免責の規律を併存させることについては，その整合性が問題であり，免責事由に関して

詳細な定めのあるヘーグ・ヴィスビー・ルールズにおいて，国内法により高価品免責の

規律を設けることが許容されているか否かは，相当に疑わしいし，外航の実務上も，高

価品免責の規律は意義に乏しく，もはやこの規律を併存させる必要はないのではないか

との指摘があった。 

（注３）高価品免責の規律は，運送人が高価品であることを知っていたときは適用されない

と解すべきであり，この運送人の主観的態様は，商法第５８０条による賠償額の定額化

が適用されない場合（同法第５８１条）の「悪意」の意味（運送人の故意により損害が

生じたこと）とは異なるとの指摘があった。なお，運送人が高価品であることを知って

いた場合に高価品免責の規律の適用があるか否かについては，学説上争いがあるようで

ある（田中誠二ほか「コンメンタール商行為法」４３５頁）。 

 

⑸ 損害賠償額の定額化 

運送品の滅失・損傷の場合の損害賠償額の定額化については，現行法

の規律（商法第５８０条，第７６６条）を維持し，当該規律を国内航空

運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 損害賠償額の定額化については，現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，運送

品の滅失・損傷の場合に，引渡しがされるべき地及び時における運送品の価格により，

損害賠償の額が定められる（商法第５８０条第１項，第２項，第７６６条，国際海上

物品運送法第１２条の２第１項）。 

国内航空運送については，約款により，価額の申告のない運送品について，到着地

の価格（１口３万円以上の場合には，３万円）をもって損害賠償の額と定めるものが

多い。 

２ 本研究会において，運送品の滅失・損傷の場合の損害賠償額の定額化につき検討を

行ったところ，実務では，この規律により賠償額を算定しており，これを維持すべき

であるとの意見で一致した。 

また，国内航空運送についても，上記のような約款の定めがあるところ，商法上，

任意規定として損害賠償額の定額化の規律が及ぶこととなったとしても，問題は生じ

ないとの指摘があった。 

３ 以上によれば，運送品の滅失・損傷の場合の損害賠償額の定額化に関する商法の規

律を維持し，これを国内航空運送にも及ぼすことが相当であると考えられる。 

 

⑹ 延着責任 

運送品の延着（一部滅失又は損傷を伴う場合を除く。）の場合の損害賠

償額の定額化及び責任限度額については，当事者間の契約に委ね，商法
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に規定を設けないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 議論の前提として，運送品の延着により運送人が損害賠償責任を負うのは，どのよ

うな場合かにつき，検討を行った。 

この点に関し，陸上運送では，混載の路線貨物の運送につき，到達日時を保証する

サービスを提供しないことが通常であるが，貸切形態の運送のうち自動車製造業やコ

ンビニエンスストア等定時配送を必須とする業界が荷主となるものの中には，特約に

より到達日時を保証するものもあり，また，宅配便については，到達日時を保証しな

い場合が多いものの，送り状に荷物の使用目的及び引渡日時を記載して運送を引き受

けることにより，到達日時を保証する場合もしばしば見られるとの指摘があった。 

契約上到達日時を保証した場合に，運送人が延着責任を負い得ることは，異論がな

かった。 

これに対し，契約上到達日時を保証することが明らかでない場合は，運送契約の際

に到達予定日が示されても，具体的な到達日時の合意とは考えていないのが通常であ

るといわれる。もっとも，そのような場合でも，合理的期間を超えて運送品が到達し

ないときは，運送人は延着責任を負っているのではないかとの意見が大勢であった。 

２ 次に，運送品の延着の場合の損害賠償の額及びその定額化又は責任限度額に関する

規律の要否について，検討を行った。 

⑴ 商法上，運送品の延着（一部滅失又は損傷を伴う場合を除く。）の場合の損害賠

償の額については，①同法第５８０条第２項ただし書による賠償額の定額化の規律

の適用があるとして，滅失・損傷の場合と同様に，引渡しがされるべき地及び時に

おける価格を基準とし，実際の引渡しの時における価格との差額に定額化されると

する見解と，②同項ただし書の適用はないとして，民法第４１６条の一般原則によ

り相当因果関係が認められる損害の額とする見解があり，学説上も争いがある。 

国際海上物品運送法第１２条の２では，上記①に沿う規律がされている。 

（注）標準貨物自動車運送約款第４７条第５項では，運送品の延着の場合の損害賠償の額

は，運賃，料金等の総額を限度とするとされている。 

宅配便については，３０万円を超える荷物は引受けが拒絶されることを前提に，明

示的に運送品の引渡日時を定めた場合に延着が生じたときは，当該運送品をその日時

に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を，送り状に記載された責任限度

額の範囲内で賠償するとされている。 

この点について，国際条約や諸外国の法制には，延着の場合につき損害賠償額の

定額化の規律を設けるものは見当たらないが，責任限度額に関する規律を設け，そ

の額を運送賃相当額（ＣＭＲ第２３条第５項），運送賃の３倍（ドイツ商法第４３

１条第３項），運送品の滅失・損傷の場合と同額の１㎏当たり１９ＳＤＲ（モント

リオール条約第２２条第３項）とするものがある。 

（注）ＳＤＲとは，国際通貨基金協定による１特別引出権に相当する金額をいい，平成２

５年１１月現在，１ＳＤＲは，約１５０円である。 

⑵ 上記⑴に記載した①②の各見解については，次のような指摘があった。 
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ア 上記①の見解は，延着による損害の額につき，それと無関係の運送品の価格を

基準とする点で説明が困難である。この見解によると，到達予定日後に運送品の

価格が変動せず又は上昇した場合に，延着により不利益を受けたにもかかわらず，

損害が認められないことになり，不合理ではないか。 

上記①の見解に沿う国際海上物品運送法第１２条の２については，ヘーグ・ヴ

ィスビー・ルールズにおいて延着につき言及する規定がなく，国際的にも解釈が

分かれている箇所である。 

イ 上記②の見解によると，相当因果関係の一般原則によるため，損害額が運送品

の価値を超えることもあるところ，運送人にとって，運送品の全部滅失の場合

（商法第５８０条第 1項）より重い責任を負うのは，不合理ではないか。 

例えば，欧米の大口顧客は，延着の場合に，直接損害のみならず間接損害も運

送人に負担させる傾向があり，一定額の責任限度額の規律があることが望ましい。 

⑶ そこで，本研究会では，上記⑵アの指摘を踏まえ，基本的には，延着による損害

賠償額を運送品の価格を基準に定額化するのではなく，運送人は，延着の事実と相

当因果関係の範囲内にある損害について責任を負うが，上記⑵イの指摘を踏まえ，

一定額（運送品の価格を超えないものとする。）の責任限度額に関する規律を設け

るという考え方につき，検討を行った。 

この考え方については，延着損害には保険の適用がないため，何らかの基準を設

けることが望ましいとの意見もあったが，適切な責任限度額の定め方が困難であり，

運送賃相当額としては低額に過ぎる場合もあるのではないかとの指摘，高額の運送

品を念頭に置くと，運送品の価格相当額としては高額に過ぎるとの指摘，ロッテル

ダム・ルールズにおいて運送賃の２．５倍とされたのは，政治的な妥協によるとの

指摘，責任限度額については，約款で定めることが可能であるとの指摘があった。 

もっとも，適切な責任限度額の設定が困難であるとしても，民法第４１６条第２

項は，予見可能性を債務不履行時点で判断するため，損害の範囲が拡大する危険が

なお懸念されるとの指摘もあった。この点に関連して，法制審議会民法（債権関

係）部会では，契約締結後に予見した損害を全て賠償の対象としては賠償範囲が広

くなり過ぎて妥当でないとの見地から，債務不履行による損害賠償の範囲に関する

改正の要否につき，審議がされているところである。 

⑷ 以上によれば，今後の法制審議会の審議の動向や，実務上，延着により広汎に過

ぎる損害賠償責任を負うこととなった事例等の状況にもよるが，基本的には，運送

品の延着の場合の損害賠償額の定額化及び責任限度額については，商法に規定を設

けることは困難であり，当事者間の契約に委ねることが相当であると考えられる。 

 

⑺ 運送品に損傷・一部滅失がある場合の荷受人の通知期間 

ア 商法第５８８条第１項本文の規律から運送賃等の支払という要件を

削除し，運送品に直ちに発見し得る損傷等がある場合に，荷受人が留

保しないでこれを受け取ったときは，運送人の責任は消滅することと

し，この規律を国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 
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イ 運送品に直ちに発見し得ない損傷等がある場合に，荷受人が受取後

２週間以内に通知をしないときは，運送人の責任は消滅する旨の現行

法の規律（同項ただし書）を維持し，当該規律を国内航空運送にも及

ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

⑴ 現行法上，陸上運送・国内海上運送のいずれも，運送品に直ちに発見し得る損傷

等がある場合に，荷受人が留保しないでこれを受け取り，かつ，運送賃その他の費

用を支払ったときは，運送人の責任は消滅する（商法第５８８条第１項本文，第７

６６条）。 

（注）標準貨物自動車運送約款第４６条第１項本文や標準内航運送約款第１８条第２項に

は，上記のうち，運送賃その他の費用の支払という要件は，付されていない。 

国内航空運送については，約款により，直ちに発見し得る損傷等であるか否かを

問わず，受取後７日以内に書面による請求をしない場合には，運送人の責任は消滅

するとするものが多い。 

⑵ 本研究会において，運送賃その他の費用の支払という要件を維持すべきか否かに

つき検討を行ったところ，次のような指摘があり，本文アの考え方について特段の

異論はなかった。 

・ 運送品に外観上明らかな異常がある場合には，倉庫業者である荷受人は，受取

を拒否することも多いところ，これを受け取る際は，事故品であるとの留保をす

ることになる。 

・ 商業貨物の陸上運送における運送賃の支払時期は，各月分につき，翌月又は

翌々月の支払が多い。 

・ 国内海上運送においても，運送賃を掛けの後払いとするケースが多く，商法第

５８８条のように運送賃等の受取を運送人の責任消滅のための要件とすることは，

実態に即していない。 

・ 国内航空運送については，上記⑴のような約款の定めがあるところ，商法上，

任意規定として本文アの規律が及ぶこととなったとしても，問題は生じない。 

⑶ 以上によれば，商法第５８８条第１項本文を本文アのように改め，この規律を国

内航空運送にも及ぼすことが相当であると考えられる。 

２ 本文イについて 

⑴ 現行法上，陸上運送・国内海上運送のいずれも，運送品に直ちに発見し得ない損

傷等がある場合に，荷受人が受取後２週間以内に通知をしないときは，運送人の責

任は消滅する（商法第５８８条第１項ただし書，第７６６条）。 

他方，国際海上運送については，受取後３日以内に損傷等の通知がされなかった

ときは，運送品が滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定される（国際海上物

品運送法第１２条）。 

国内航空運送については，約款により，直ちに発見し得る損傷等であるか否かを

問わず，受取後７日以内に書面による請求をしない場合には，運送人の責任は消滅
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するとするものが多い（国際航空運送については，モントリオール条約第３１条に

より１４日以内とされている。）。 

これらを踏まえ，運送品に損傷等がある場合の荷受人の通知期間及び通知懈怠の

効果につき，検討を行った。 

⑵ 荷受人の通知懈怠の効果については，次のような指摘があった。 

・ 原告である荷主が運送期間中の運送品の損傷等につき主張立証責任を負う以上，

国際海上物品運送法第１２条の推定規定は，法的に意味がない。 

・ 運送品に損傷等がないと思ってこれを引き渡した場合には，運送人のもとに証

拠がないケースがあるので，推定規定よりも責任消滅規定の方が適切である。 

⑶ 荷受人の通知期間については，次のような指摘があった。 

・ 運送手段を問わず，受取後２週間という期間があれば，荷主の立場から見て大

きな支障が生ずるとは思われない。 

・ 陸上運送において，荷受人が受取時にする検査は，外観の確認や異音がないこ

となど，その場で判明する事項に限られるものの，荷受人からの損傷等の通知は，

一両日中ないし遅くても１～２週間以内には行われる。しかし，倉庫に入れられ

る運送品や引越運送における季節家電については，受取から相当期間経過後に，

損傷等のクレームを受けることがある。 

・ 国際海上運送では，運送人が我が国の会社に限られず，事故後の対応も難しく

なるため，一般の運送品については，荷揚げ時に検数人がリマークを行い，損傷

等があれば，貨物保険の保険会社に連絡がされ，損害額が一定額以上であれば，

検査員が報告書（サーベイ・レポート）を作成する。引渡しの時点で損傷等が確

認されない限り，１～２週間経過後に運送中に生じた損傷等であることを立証す

ることは困難である。 

・ 航空運送では，運送品の引渡しの際に，荷受人との間で外観の破損状況を確認

し，書面で記録している。コンシールド・ダメージの場合でも，通常，受取日の

翌日又は翌々日には，損傷等の通知がされる。 

・ 国内航空運送については，本文イの通知期間は約款上の通知期間より長いため，

荷受人からの通知件数の増加や受付体制整備の必要性が生じかねない。 

・ 利用運送人にとっては，荷受人の通知期間が短期間に設定されると，荷主から

クレームの通知を受けた時点で，既に，実運送人への通知期間を満了しているケ

ースが生ずることもあり得るが，何らかの基準はあった方が良い。 

⑷ 以上によれば，国内航空運送について上記のような懸念はあるものの，商法第５

８８条第１項ただし書（本文イ）の規律が任意規定であることを踏まえると，当該

規律を維持し，これを国内航空運送にも及ぼすことが考えられ，大きな反対はなか

った。 

（注）本文アイの規律は，運送人が悪意であった場合には適用されない（商法第５８８条第

２項）ところ，運送人による詐欺があった場合の適用除外を定めるモントリオール条約

第３１条第４項とは異なっているとの指摘があった。国際航空運送において，運送人に

よる詐欺があったと主張するケースは，ほとんどないようである。 
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商法第５８８条第２項の「悪意」の意味については，①運送品の引渡し時に損傷等を

知っていたこととする見解（ 高裁昭和４１年１２月２０日第三小法廷判決・民集２０

巻１０号２１０６頁）や，②運送人が故意に損傷等を生じさせ，又は故意に損傷等を隠

蔽することとする見解があり，争いがある。同条の趣旨は，証拠の保全にあるといわれ

るが，運送人が運送品の損傷等を知りつつこれを引き渡した場合で，荷受人が法定期間

中に損傷等の通知をしないときに，運送人が証拠の保全措置をとらなくてもやむを得な

いと見るかどうかにつき，評価が異なるものといえる。モントリオール条約は，上記②

の規律に沿うものと見ることができる。 

３ コンテナによる運送の場合の取扱い 

⑴ 本研究会においては，運送品に損傷等がある場合の荷受人の通知期間について，

荷送人がコンテナに運送品を詰めたときは，荷受人がコンテナの封印を破った時を

起算点とするという考え方の当否についても，検討を行った。 

⑵ 上記の考え方の根拠は，クローズド・コンテナに詰められた運送品については，

受取後でも封印を破るまでの間は，荷受人が損傷等を認識することが困難であるこ

とにあるが，この考え方に対しては，①コンテナヤードにおける無料の蔵置期間等

を考慮すると，実務上，開封せずに運送品を長期間留め置くことは少ない，②運送

人にとってコンテナの開封日は反証ができず，法律上，受取時以外の時点を起算点

とするのは困難である，③コンテナの封印を維持したまま，コンテナの扉ごと不正

に交換するケースもあり，上記の考え方では十分に対処することができないとの指

摘があった。 

これに関連して，複合運送において 後の受取時を起算点とする考え方について

も検討を行ったが，この考え方に対しては，例えば，海上運送に引き続き陸上運送

を行う複合運送において，海上運送人には，運送品の引渡し後の陸上運送の事情は

不明であるとの指摘があった。 

⑶ 以上によれば，これらの考え方に沿った規律を設けることは相当でないと考えら

れる。 

 

⑻ 運送品の到達が遅れた場合の取扱い 

ア 運送品が一定期間を超えても到達しない場合に運送品が滅失したも

のとみなすことができる旨の規律は，設けないこととしてはどうか。 

イ 運送品が遅れて到達した場合（延着）に，荷受人が運送品の受取後

［２週間以内］に損害賠償を請求する旨の通知をしないときは，運送

人の責任は消滅する旨の規律を設けることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

⑴ 国際条約や諸外国の法制には，運送品の引渡しがされるべき日から一定期間内に

引渡しがない場合には，荷主は，運送品が滅失したものとみなすことができる旨の

規定を置くものがあり，その一定期間としては，２０日（国際運送にあっては３０

日）とするもの（ドイツ商法第４２４条），３０日（到達日時の合意がない場合に
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あっては６０日）とするもの（ＣＭＲ第２０条）等がある。 

商法には，このような規律は存しない。 

（注）モントリオール条約第１３条第３項では，貨物が到達すべきであった日の後７日が

経過しても到達しなかった場合には，荷受人は，運送契約から生ずる権利を行使し得

るとされるが，これも，上記の規律に近いものといえる。 

⑵ 本研究会において，商法にこのような規律を設けることの当否につき検討を行っ

たところ，次のような指摘があったが，積極的にこのような規律を求める意見はな

かった。 

・ 陸上運送について，貸切運送をする場合には，運送品が到達しないこと（紛

失）はほとんどなく，運送品が紛失する可能性があるのは，特別積合せ貨物運送

（特積み）のケースである。なお，特積み業者の数は少ないが，その運送契約数

は多い。 

・ 実務上，運送品が行方不明になると，運送人は，自社の営業所に誤着の有無を

確認し，該当するものがなければ紛失事案として賠償に応じている。誤配の場合

に，配達先から誤配の旨の連絡を受けるまでの期間は，事案による。 

・ 海上運送については，気体である積荷の飛散や船舶の沈没というケースは別と

して，貨物が到達しないこと（紛失）はほとんどない。 

・ 航空運送についても，受託手荷物は別として，貨物の紛失はほとんどない。 

・ 保険実務上，一定期間内に運送品が到達しない場合には，不着として全損処理

をしている。後日，運送品が発見されたときは，価値があれば，保険者が代位し

て取得している。 

⑶ 以上のとおり，運送品の紛失の事案が少ないこと，紛失した運送品の発見に至る

までの期間が事案によって異なり，運送品が滅失したものとみなすことができる適

切な期間を設定することが困難であること，現状の保険実務の対応等を踏まえると，

本文アの規律を設ける必要性が高いとはいえないと考えられる。 

２ 本文イについて 

⑴ 国際条約や諸外国の法制には，運送品の延着の場合に，荷受人が運送品の受取後

一定期間内に損害賠償を請求する旨の通知をしないときは，運送人の責任は消滅す

る旨の規定を置くものがあり，その一定期間としては，２１日とするものが多い

（ＣＭＲ第３０条第３項，モントリオール条約第３１条第２項，ドイツ商法第４３

８条第３項）。 

商法には，このような規律は存しないが，国内航空運送については，約款により，

上記の一定期間を７日とするものが多い。 

⑵ 本研究会において，商法にこのような規律を設けることの当否につき検討を行っ

たところ，次のような指摘があった。 

・ 運送品が遅れて到達した事実（延着）は運送人及び荷受人に明らかであり，本

文イの趣旨は，遅延が比較的軽微な場合等について，荷受人が延着と認識して損

害賠償を請求する意思があるか否かを早期に明らかにする点にある。その意味で，

本文イの趣旨は，運送品の滅失・損傷の場合に，早期の通知により滅失等に関す
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る証拠の保全を促すという商法第５８８条とは異なる。 

・ 法律上の通知期間があると，これを前提として当事者双方が対応するため，期

間制限を受ける荷受人にとっても相応の意義がある。 

・ 航空運送では，延着の翌日又は翌々日には，延着による損害賠償請求権を行使

する旨の通知がされることが慣習化している。 

・ 通知期間は，モントリオール条約等と同様に２１日とすることもあり得るが，

少なくとも国内運送を規律する商法においては，運送品の損傷等の場合と同様に

２週間とする方が簡明である。 

・ ダイレクトメールのように荷送人が一方的に運送品を送付する場合は，荷受人

において延着の認識すらなく，一定期間内に損害賠償を請求する旨の通知をする

ことは困難である。 

⑶ 以上によれば，基本的に，商法に本文イの規律を設けることが相当であると考え

られるが，その通知期間については，実務の在り方を踏まえつつ，より広い関係者

間において議論を継続すべきである。 

（注）本文イの規律を設ける場合には，運送人が一定の主観的態様を有するときに，その

規律を適用除外とすることも考えられるが，上記⑵の指摘のような規律の趣旨や，運

送品の延着の事実は運送人及び荷受人に明らかであること等を踏まえると，特に，そ

のような悪意による適用除外規定を設ける必要性が高いとはいえないとも考えられる。 

 

⑼ 運送人の責任の消滅 

運送人の責任につき，消滅時効に関する規律（商法第５８９条，第７

６６条）に代えて，１年の経過により消滅する除斥期間の制度に改め，

当事者の合意によりこの期間を延長することができることとし，この規

律を国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，陸上運送・国内海上運送のいずれも，運送人の責任は，１年の経過によ

り時効消滅する（商法第５８９条，第５６６条，第７６６条）。 

これに対し，国際海上運送については，運送人の責任は，１年の除斥期間の経過に

より消滅するが，当事者の合意によりこの期間を延長することができる（国際海上物

品運送法第１４条）。 

国際航空運送については，運送人の責任は，２年の期間内に訴えが提起されないと

きは，消滅する（モントリオール条約第３５条）。 

２ 本研究会においては，①運送人の責任の消滅期間として，どの程度が適当か，②当

事者の合意による期間の延長制度を設けるべきか，③責任の消滅の法的性質について

時効と除斥期間のいずれが適当かを中心に，検討を行ったところ，次のような指摘が

あり，本文のような規律に改めるべきとの意見が大勢であった。 

⑴ 運送人の責任の消滅期間について 

・ 大量に不特定多数の貨物を運送する運送人にとっては，リスクの予見可能性を

確保する観点から，責任の消滅に関する規定の有する意義は大きい。 
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・ 消滅時効期間を１年としつつ，運送人が悪意の場合は３年とする制度（ＣＭＲ

第３２条）においても，請求者にとって悪意の立証に関する危険は高いので，通

常は，１年以内に提訴することになる。 

・ 消滅時効を除斥期間の制度に改める代わりに，期間を２年とすることも考えら

れるのではないか。 

・ 陸上運送について，運送人の責任消滅時期を１年から２年に伸長すると，文書

の保存期間との関係で，運送人に相当の負担となる。 

・ 国際航空運送では，モントリオール条約所定の２年の期間内で紛争がおおむね

解決しており，国内航空運送では，おおむね１年以内に何らかの妥協がされてい

る。 

・ 相手方が国内にいる場合には，運送人の責任の消滅期間を１年としても短過ぎ

るとはいえないのではないか。 

⑵ 合意による期間の延長制度について 

・ 催告による時効の中断をしても，その後６か月以内に裁判上の請求をする必要

があり，延長期間として短い。 

・ 陸上運送については，現行法の下で，和解協議を継続する必要から，消滅時効

に係る経過期間の利益を放棄する旨の同意をする取扱いである。 

・ 国際海上運送については，実務上，合意による期間の延長制度を利用して，円

滑な和解を行っている。 

（注）モントリオール条約は，合意による期間の延長制度が明文で認められているわけで

はないが，これを認めない趣旨ではないのではないかとの指摘があった。 

⑶ 責任の消滅の法的性質について 

・ 上記のとおり，請求者にとって悪意の立証に関する危険は高く，運送人が悪意

でないことを前提として早期に提訴せざるを得ないという実情を踏まえると，運

送人の主観的態様を区別して責任の消滅時期を定める意味は乏しい。 

・ 合意による期間の延長制度が設けられる場合には，中断という制度を存続させ

る必要性も高いとはいえない。 

・ 運送人の責任は，大量の運送品を取り扱うことから画一的に定めるべき要請が

高く，荷送人の責任（荷送人の申告義務違反に基づく危険物の爆発等により生じ

た損害の賠償責任等）の在り方と異なっても，やむを得ない。 

・ ただし，消滅時効を除斥期間に改めると，慣れていない一般人にトラブルが生

ずるおそれがある。 

３ 以上によれば，制度の改正に際しての周知等につき留意する必要はあるが，運送人

の責任の消滅につき，本文のような１年の除斥期間の制度に改めることが相当である

と考えられる。 

（注）このような改正を行う場合には，国際海上物品運送法第１４条第３項と同様に，下請

運送人の責任について，元請運送人が裁判上の請求をされた日等から３か月を経過する

までは消滅しない旨の規律を，商法に設けることが考えられ，この点について異論はな

かった。 
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⑽ 運送人の契約責任と不法行為責任との関係（請求権の競合） 

運送人の契約責任に関する規律を，運送人の一定の者に対する不法行

為責任にも及ぼす旨の規律を設けることとするが，当該一定の者の範囲

については，判例や関係者間の利害関係を考慮しつつ，引き続き検討し

てはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文に関する規律は，商法には存しないが，国際海上物品運送法第２０条の２第１

項では，運送人の契約責任に関する規律は，運送品に関する運送人の荷送人，荷受人

又は船荷証券所持人に対する不法行為責任にも及ぶとされている。 

また， 高裁平成１０年４月３０日第一小法廷判決・集民１８８号３８５頁は，運

送品の所有者の地位を代位した荷受人に対する不法行為責任について，当該荷受人は，

少なくとも宅配便によって荷物が運送されることを容認していたなどの事情が存する

ときは，信義則上，標準宅配便約款により定まる責任限度額を超えて損害賠償請求を

することはできない旨判示している。 

（注１）この点に関し，モントリオール条約第２９条は，「損害賠償についての訴えは……契

約，不法行為その他の事由を理由とするものであるかを問わず，この条約に定める条件

及び責任の限度に従うことによってのみ……提起することができる。」と規定しており，

同条約第１４条と併せ考えると，運送人の契約責任に関する規律を，荷送人・荷受人に

対する不法行為責任にも及ぼすとする考え方に近いものと見ることもできる。 

（注２）この点に関し，ドイツ商法第４３４条は，次のように規定する（同条は，１９９８

年に新設され，２０１３年改正により下線部分のとおり追加された。改正前の条文は，

研究会資料２参照）。 

第４３４条 （略） 

２ 運送人は，運送品の滅失又は損傷による第三者の契約外の請求に対しても，前項の

規定による異議［契約上の責任制限］を主張することができる。ただし，次のいずれ

かに掲げる場合には，その異議は適用されない。 

一 それが，荷送人の負担においてされた第４４９条第１項第１文の規定と異なる約

定に基づくものであるとき。 

二 当該第三者が運送に同意していない場合であって，運送人が，荷送人が運送品の

発送権限を有しないことを知り，又は重大な過失によって知らなかったとき。 

三 運送の引受け前に，運送品が当該第三者又はその者から占有権原を付与された者

の占有を離れていたとき。 

２ 本研究会においては，運送人の契約責任に関する規律を不法行為責任にも及ぼす旨

の規律を商法に設けるべきか否か等につき，検討を行った。 

⑴ まず，運送人の不法行為責任が追及されるケースにつき，次のような指摘があっ

た。 

・ 運送品の所有者が商社であり，その物流子会社等が荷主となる場合には，商社

が運送人に直接不法行為責任を追及することはなく，運送契約当事者である物流
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子会社等を通じて交渉がされる。 

・ 現行法の下で不法行為責任が追及されるケースとしては，契約責任を追及する

と高価品免責の規律の適用を受けるような場合や，下請運送において，荷主が契

約運送人に対しては契約責任を，実運送人に対しては不法行為責任を追及するよ

うな場合がある。なお，高価品を運送する場合には，運送人から荷主に対し，求

償権放棄条項のある貨物保険を付する場合の運賃額と運送人において賠償責任保

険を付する場合の運賃額とを提示し，荷主に選択を求めることも多い。 

⑵ そして，商法に一定の規律を設けることの当否については，宅配便に関する上記

平成１０年判決の射程が明らかでなく，また，運送人の不法行為責任を軽減する方

向の約款が認可されるか否かも明らかでないとして，商法上，一定の規律を設ける

べきであるとの指摘があった。 

⑶ そこで，第一に，運送人の契約責任に関する規律を荷送人に対する不法行為責任

に及ぼす旨の規律につき，検討を行ったところ，特段の異論はなかったが，運送契

約の場合にのみ請求権競合の問題を法律で規定する理由については，整理する必要

があるとの指摘があった。 

⑷ 第二に，運送人の契約責任に関する規律を荷受人に対する不法行為責任に及ぼす

旨の規律につき，検討を行ったところ，次のような指摘があった。国際海上物品運

送法第２０条の２第１項は，このような規律を定めているところ，ア～ウのように

これに疑問を呈する考え方もあったが，エ～キのように同法に則った現在の実務を

重視する考え方が強く主張された。 

ア 上記平成１０年判決は，運送人の荷送人に対する契約責任に関する規律（宅配

便の責任制限約款）が，運送人の荷送人に対する不法行為責任にも及ぶことを前

提として，「荷受人も，少なくとも宅配便によって荷物が運送されることを容認

していたなどの事情が存するときは，信義則上，責任限度額を超えて運送人に対

して損害の賠償を求めることは許されない」と判示しており，上記の規律が荷受

人一般に対する不法行為責任に及ぶとしたものではないのではないか。 

イ 契約責任に関する規律を荷受人に対する不法行為責任に及ぼすとすると，他人

に預けていた物の返還を受ける際に，意に反して宅配便等の手段により運送され，

その物が運送中に滅失した場合に，不法行為責任を追及しても契約上の責任限度

額の規律の適用を主張されてしまう。 

ウ ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第４条の２第１項では，運送人は，不法行為に

基づく請求に対しても，同条約に定める抗弁及び責任の限度を主張し得るとされ

ているが，同条約は，船荷証券が発行されていることを前提とする。船荷証券所

持人は，証券に表章された運送契約の条件を受け入れて取得したといえるのであ

り，不法行為に基づく請求に対しても抗弁及び責任の限度を主張し得ることは，

当然である。これに対し，国際海上物品運送法は，船荷証券の発行の有無にかか

わらず，荷受人に対する不法行為責任に対しても当然に抗弁及び責任の限度を主

張し得るとする点で，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズよりも広く請求権競合の問

題を規律している。しかも，同条約より広く規律された部分については，実質的
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に妥当であったのかどうか，検討を要する。 

エ 商法の規律を国際海上物品運送法第２０条の２第１項と合わせることが簡明で

あり，モントリオール条約第１４条及び第２９条とも比較的近い立場となる。 

オ 上記アの判示については，当該事案において，荷受人が所有者の地位を代位し

ていたことを踏まえて検討する必要がある。 

カ 荷受人は，商法第５８３条により荷送人と同一の権利を取得するのであるから，

運送人は，荷受人に対しても契約上の責任軽減事由を主張することができるべき

である。 

キ 荷受人が運送を容認した場合に限り，運送人が荷受人の不法行為請求に対して

契約上の責任軽減事由を主張し得るとすると，荷送人と荷受人が結託して，荷受

人が運送を容認していないと主張すれば，運送人の犠牲により損害を回収するこ

とができ，保険金詐欺に近いことが可能となる。 

⑸ 第三に，上記平成１０年判決を参考に，運送人の契約責任に関する規律を，運送

品の所有者（不法行為の時においてその運送の事実を知っていた者に限る。）に及

ぼす旨の規律につき，検討を行ったところ，次のような指摘があり，なお慎重な検

討を要するとされた。 

・ 上記のような規律は，上記平成１０年判決の事案において，荷受人が所有者の

地位を代位していたことを踏まえ，その法理を限定的な範囲ながらも一般化した

ものといえる。 

・ 一般に，運送人の契約責任に関する規律が所有者に対する不法行為責任に及ぶ

ものとすると，例えば，生動物を運搬する際に定めた様々な特約が当然に所有者

に及ぶことになり，適切ではない。 

⑹ なお，ドイツ商法は，上記１のとおり，更に運送人を保護する側面があり，運送

人は，所有者が運送に同意しておらず，かつ，運送人において荷送人が運送品の発

送権限を有しないことを知り，又は重大な過失によって知らなかったという場合に，

契約上の責任軽減事由を主張し得なくなるにすぎない。 

この規律に対しては，運送契約と関係のない所有者等による不法行為責任の追及

を制限することになるので，実態を踏まえた慎重な検討が必要であるとの指摘があ

った。 

⑺ 以上によれば，運送人の契約責任に関する規律を，荷送人，荷受人，運送品の所

有者等のどの範囲の者に対する不法行為責任に及ぼすべきかについては，様々な場

面における関係者間の利害関係を考慮しつつ，引き続き検討すべきである。 

 

⑾ 運送人の責任と運送人の使用する者の責任との関係 

上記⑽により運送人の不法行為責任が軽減される場合には，その責任

が軽減される限度において，運送人の使用する者の荷送人等に対する不

法行為責任も，原則として軽減されることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文のような規律は，商法には存しないが，国際海上物品運送法第２０条の２第２



- 19 - 

項及び第５項では，運送人の不法行為責任が軽減される場合には，運送人の使用する

者の荷送人等に対する不法行為責任も原則として軽減するものとされている。 

日本海運集会所作成の内航運送基本契約書第１９条では，運送人の使用する者の責

任に限らず，運送人側関係者（水先人，荷役業者，傭船者，下請人等）の責任を含め

て，本文と同様に責任が軽減される旨の規律を定めている（いわゆるヒマラヤ条項）。 

モントリオール条約第３０条第１項では，運送人の使用人又は代理人は，職務を遂

行中であったことを証明するときは，運送人が援用することのできる条件及び責任の

限度を援用することができるとされている。 

２ 本研究会において，商法に本文のような規律を設けることの当否につき検討を行っ

たところ，次のような指摘があり，本文の考え方について異論はなかった。 

・ 海上運送については，一般に，契約上又は船荷証券上ヒマラヤ条項が定められて

おり，少なくとも本文のような規律を商法に設けるべきである。 

・ 本文の趣旨（運送人の使用する者に対して損害全額を請求し得るとすると，運送

人の責任軽減事由が無意味なものになりかねないこと）は，陸上運送及び国内航空

運送についても妥当するのではないか。 

・ なお，海上運送の実務上は，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第４条の２第２項に

定める運送人の使用人（独立の契約者を除く。）に限らず，下請運送人等の独立の

契約者を含めて，運送人側関係者の不法行為責任について，ヒマラヤ条項を定めて

いる。 

３ 以上によれば，運送手段を問わず，少なくとも，国際海上物品運送法第２０条の２

第２項と同様に，商法に本文のような規律を設けることが相当であると考えられる。 

 

⑿ 運送人の責任の強行法規性 

陸上運送の運送人の責任については，基本的に，任意規定とする現行

法の規律を維持し，当該規律を国内航空運送にも及ぼすこととしてはど

うか。 

（注）国内海上運送については，後記３⑷参照 

（補足説明） 

１ 商法上，陸上運送人の責任については，性質上強行規定とされるもの（消滅時効，

貨物引換証の効力等に関する規定）を除き，任意規定とされている。 

２ 本研究会において，基本的に陸上運送人の責任を任意規定とする現行法の規律の当

否につき検討を行ったところ，これを維持すべきであるとの意見で一致した。 

さらに，引越運送・宅配便等において消費者保護の観点から強行規定とすべき規律

があるか否かにつき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 引越運送や宅配便については，消費者だけでなく事業者の利用もあるところ，運

送形態に着目して約款において特別の定めをするほかに，消費者性の有無に着目し

た規律を設けることには疑問がある。新たに消費者性の有無が争点となる懸念もあ

る。 

・ 商法においても，端的に消費者性の有無に着目した規律を設けることの是非を議
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論してよいのではないか。 

・ 消費者契約法第１０条により，商法上の任意規定の適用による場合に比し，消費

者の権利を制限する等の条項であって，民法第１条第２項の信義誠実の原則に反し

て消費者の利益を一方的に害するものは無効となるが，そのほかに，商法に必要な

規律はあるのか。 

・ 宅配便については，３０万円を超える荷物は引受けが拒絶されることを前提に，

運送品の滅失があったときは，当該運送品の価格を，送り状に記載された責任限度

額の範囲内で賠償するとされ，商法第５８０条第１項の損害賠償額の定額化の規律

より，荷主に不利益な約定となっている。この責任限度額の定めについては，前記

高裁平成１０年４月３０日第一小法廷判決において，低額な運賃により大量の小

口の荷物を迅速に配送するという宅配便が有する特質に照らすと，利用者がその利

用について一定の制約を受けることもやむを得ないところであり，運賃を可能な限

り低い額にとどめて宅配便を運営していく上で合理的である旨判示されている。 

・ 引越運送・宅配便のいずれも，延着の場合の運送人の責任について，基本的に運

送賃の範囲内に限定するものが多い。 

・ 標準引越運送約款第２５条では，運送品の引渡し後にすべき損傷等の通知期間に

ついて，商法第５８８条第１項ただし書所定の２週間を３か月に伸長している。 

・ 引越運送や宅配便という運送形態を的確に定義することは，難しいのではないか。 

（注）引越運送に関し，ドイツ商法第４５１条以下は，危険物の申告事項の簡略化，運送品

の引渡し後にすべき損傷等の通知期間の伸長，運送人及び荷送人の責任の片面的強行法

規性等の規律を定めている。 

３ 以上によれば，強行規定とすべき規律の有無につきなお留意が必要ではあるが，運

送人の責任の中核となる損害賠償責任の額に関する規律を念頭に置くと，基本的には，

現行法の規律を維持することが相当であると考えられる。 

 

２ 荷送人・荷受人の地位等 

⑴ 荷送人の注意義務 

ア 荷送人の申告義務（危険物に関するものを除く。） 

運送状に関する規律（商法第５７０条）に代えて，荷送人は，運送

人に対し，同条第２項各号の事項を申告しなければならず，運送人の

請求があるときは，これを記載した書面を交付し又はこれを記録した

電磁的記録を提供しなければならないこととし，この規律を海上運送

及び国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，陸上運送については，荷送人は，運送人の請求により，商法第５７０条

第２項各号の事項を記載した運送状を交付しなければならないとされている。 

海上運送について，このような規律は，商法及び国際海上物品運送法のいずれにも

存しない。 

国内航空運送については，約款により，荷送人は，運送を委託するときは，品名，
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品質，重量，荷姿，荷印，個数，価額，荷送人，発送地，到着地，荷受人，運賃等の

支払方法，作成年月日その他必要な事項を記載した運送状を作成しなければならない

と定めるものが多い。 

２ 本研究会において，商法第５７０条の運送状に関する規律につき検討を行ったとこ

ろ，次のような指摘があった。 

・ 同条の趣旨は，運送人に対し運送品に関する情報を提供することにあるが，荷送

人の提供する情報には，運送品の特定に必要なもの，船荷証券等の文言責任を生じ

させる前提として荷送人が正確性を担保すべきもの，危険物に関するものなど，実

質を異にするものがあるため，整理する必要がある。 

・ 運送品に関する情報の申告義務に関する問題と，その申告の方法として運送状と

いう書面を要するかという問題は，区別して議論すべきである。 

・ 実務上は，送り状，荷札等が商法第５７０条の運送状に当たると考えられている

が，近時は，荷送人から提供された電子データに基づき運送人が発行を代行するこ

ともある。 

・ 国内海上運送については，全部傭船の場合には荷送人が送り状を作成するが，個

品運送の場合には特段の書面はないのではないか。なお，工場の出荷担当者が手書

きする程度の荷役協定書を作成することもあり，これには，運送品の商品名，本船

名，数量，積み地，積み日時，揚げ地，揚げ日時等が記載されている。 

・ 国内航空運送について，運送状の記載事項は，商法所定の記載事項を包含してい

るため，本文の規律を国内航空運送に及ぼしても，問題は生じない。 

・ 本研究会においては，海上運送状に関する規律を設ける方向で検討されていると

ころ（後記本文５⑶参照），商法第５７０条第２項各号の事項を記載した書面につ

いて，「運送状」という用語を重複して用いないようにすることが望ましい。 

（注）運送人に対して申告を要する事項（商法第５７０条第２項）について，現行法の規律

に問題があるとの指摘はなかった。 

３ 以上によれば，運送状に関する規律に代えて，本文のとおり，荷送人の申告義務に

関する規律と申告の方法（書面又は電磁的記録）に関する規律として整理し，これを

海上運送及び国内航空運送にも及ぼすことが相当であると考えられる。 

４ なお，本研究会においては，荷送人が上記の申告義務に違反した場合に過失責任又

は無過失責任のいずれを負うかについても，検討を行った。 

この点については，荷送人の申告内容に起因して運送人が行政当局等から無過失責

任を負わされる事例が見られるのであれば，荷送人の申告義務違反の効果についても

考慮すべきであるとの指摘があり，過去にイランとの関係でそのような事例があった

ようでもあるが，一般的にそのような事例が見られるわけではなかった。 

したがって，当事者間に約定がない場合のデフォルト・ルールとしては，民法の一

般原則に従い，荷送人が上記の申告義務に違反した場合の責任は，過失責任と見るの

が相当であると考えられる。 

（注１）国内航空運送については，約款により，荷送人に故意又は過失がある場合のほか，

運送約款及びこれに基づいて定められる規定を守らない場合にも，荷送人が損害賠償義
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務を負うとするものが多く，荷送人の申告義務違反につき無過失責任を負わせていると

の指摘があった。 

（注２）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「荷送人ガ運送状ニ不実又ハ不正確ナル記

載ヲ為シタル場合其他之ニ類似スル場合ニ於テ運送人ガ損害ヲ被リタルトキハ荷送人ニ

対シテ其賠償ヲ請求スルコトヲ得ルモノトスルコト」とされている。 

 

イ 荷送人の危険物に関する申告義務 

(ｱ) 運送品が危険物であるときは，荷送人は，運送人に対し，当該危

険物の性質その他の当該危険物の安全な運送に必要な情報を申告す

る義務を負うこととしてはどうか。 

(ｲ) 上記の申告義務の違反により生じた相当因果関係の範囲内の損害

に関し，荷送人が責任を負うか否かについては，次の案のいずれが

適切であるか，今後，より広い関係者間において議論を継続すべき

である。 

【甲案】荷送人は，無過失責任を負う。 

【乙案】荷送人は，運送品が危険物であることを知らず，かつ，相

当の注意をしても知り得なかったときは，責任を免れる。 

【丙案】運送人が荷送人の申告義務違反につき過失があったことを

証明したときは，荷送人は責任を負う。 

（補足説明） 

１ 本文(ｱ)について 

⑴ 商法には，運送品が危険物である場合の荷送人の申告義務に関する規定は存しな

い。 

もっとも，海上運送については，危険物の荷送人は，船舶所有者等に対し，危険

物の国連番号（ＵＮナンバー），品名，等級，隔離区分，副次危険性等級，容器等

級等を記載した危険物明細書を提出しなければならないとされている（危険物船舶

運送及び貯蔵規則第１７条）。 

（注）標準貨物自動車運送約款第１５条では，荷送人は，爆発，発火その他運送上の危険

を生ずるおそれのある貨物について，あらかじめ，運送人にその旨を明告し，かつ，

これらの事項を貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければならないとされている。 

また，航空運送については，例外的に輸送することが許される危険物（航空法施行

規則第１９４条）に関し，約款により，荷送人が適切な措置を講じ，運送人が承諾し

ない限り，引受けが拒絶されるとするものが多い。 

⑵ 本研究会においては，特に，荷送人が危険物に関する情報を正確に提供すること

が重要であること，科学の進歩やＩＭＤＧコードの更新等に伴い，危険物の範囲が

変わり得ること，危険性の周知の程度等に応じて，化学品名の申告で足りるケース

やその性質を詳細に申告すべきケースがあり得ること等を踏まえ，危険物に関する

申告義務を私法上の義務としても位置付けることとし，商法に本文(ｱ)のような規

律を設けることにつき検討を行ったところ，これについて特段の異論はなかった。 
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⑶ 以上によれば，運送手段を問わず，商法に本文(ｱ)のような規律を設けることが

相当であると考えられる。 

（注１）ＩＭＤＧコード（国際海上危険物規則）とは，国際的な危険物の輸送における安

全性を確保するために国際連合に設置された国際連合危険物輸送専門家委員会により

２年ごとに発出されている勧告をいう。 

（注２）どのような運送品が危険物に当たるかについて，物自体の性質又は特性が危険な

場合のほか，運送方法により危険になる場合（運送品の流動性が高く，船舶が傾くと

転覆の危険が生ずる場合等）も含むか否か問題となるが，ロッテルダム・ルールズ第

３２条（危険物の申告義務違反の場合の無過失責任）では，危険物という概念はＩＭ

ＤＧコード所定の物などを念頭に置いており，運送方法により危険になる物について

は同条の適用はないと整理されたとの指摘があった。 

２ 本文(ｲ)について 

⑴ 危険物の申告義務違反により危険物が爆発等をした場合の荷送人の責任について，

商法には規定がなく，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第４条第６項を国内法化した

国際海上物品運送法第１１条第２項でも，「運送人の荷送人に対する損害賠償の請

求を妨げない」と規定するだけで，過失責任又は無過失責任のいずれであるかは，

明らかでない。 

この点に関しては，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第４条第６項の解釈にも，争

いがあったようである。イギリスの判例は，伝統的には厳格責任（無過失責任）と

しており，１００年以上も論争が続いていたが，１９９８年に貴族院において厳格

責任の立場が確認されたという。他方，アメリカの判例は，過失責任としてきたが，

２００２年にイギリスの判例の考え方を踏襲する姿勢を明らかにしたという。なお，

運送人が運送品の危険性を知り，又は知るべきであったときは，荷送人は，厳格責

任から解放されるとのことである（海事法研究会誌２２１号１６頁参照）。 

⑵ 本研究会においては，この点について，次のような指摘があった。ア～オのよう

に荷送人の責任を無過失責任とすべき方向の考え方がある一方で，カ～ケのように

これを過失責任とすべきとの考え方もあり，意見の一致を見なかった。 

ア ＭＡＲＰＯＬ条約を前提に，海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律では，

船舶から大量の油等の排出があったときに，当該船舶の船長は，排出油等の防除

のための応急措置を講ずる必要があり，海上保安庁長官は，海洋汚染を防止する

ために講じた措置に要した費用を船舶所有者に負担させることができるとされて

いる。このように，運送人は，第一次的に重い負担を負っている。 

イ 運送人にとって荷送人の過失の立証が困難であることも踏まえると，第一次的

に負担を負う運送人は，無過失の荷送人に対しても責任を追及し得るようにすべ

きである。 

ウ 運送人は，過失責任主義の下に荷送人の責任を追及し得ない場合には，原荷主

に損害賠償請求をせざるを得ないが，そもそも原荷主を知らないのであり，請求

には困難が多い。 

エ 国際フレイトフォワーダーズ協会（以下「ＪＩＦＦＡ」という。）作成の国際
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複合一貫輸送約款第１２条第４項では，荷主は，運送品の性質を承知しているか

否かを問わず，運送の結果発生する全ての損害賠償について，運送人に補償する

ものとされている。 

オ 航空運送については，危険物による事故が生じた場合の損害が特に大きく，荷

送人の責任は，無過失責任とすべきである。 

（注）前記本文アの補足説明末尾の注１のとおり，国内航空運送については，約款によ

り，荷送人の申告義務違反につき無過失責任を負わせているとの指摘があった。 

カ 製造業者から提供されたＳＤＳ（安全データシート）の内容について，荷送人

が全て確認しなければならないとするのは，負担が重過ぎる。 

キ 危険物の爆発等によって生ずる損害額は極めて高額となることが多く，荷送人

が無過失責任を負う場合には，荷送人が破綻してしまう。なお，荷送人は，貨物

保険を付することにより損害を補塡し得るが，そのような保険を付するのは大企

業のみであろうし，保険によっても全損害を補塡し得ないことがある。 

ク 荷送人の責任を無過失責任とする場合には，法律上，責任限度額に関する規律

を設ける必要があるが，適切な責任限度額を規定することが困難である。 

ケ 裁判実務では，債務不履行の一般原則（過失責任）を判断枠組としつつ，本文

の【乙案】のような考え方に立ち，実質的に無過失責任に近い結論を導いている

のではないか。 

⑶ 以上のとおり，本研究会において，この点に関する一定の方向性に立つ提案をす

ることは困難であり，どのような規律が適切かにつき，今後，より広い関係者間に

おいて議論を継続すべきである。 

（注１）仮に，荷送人の上記の責任を無過失責任とする場合でも，消費者が荷送人となる

ときは，専門的事業者である運送人が消費者から必要な情報を引き出すべきであると

して，消費者に過酷な責任を負わせないよう考慮する必要があるとの指摘があった。 

（注２）運送人の責任を強行規定に改める場合（前記本文１⑿参照）には，荷主の責任に

ついても，任意規定に反する特約で荷主に不利益なものを無効とすべきか否か検討す

る必要があるとの指摘があったが，危険物か否かを問わず，荷主の申告義務違反につ

き無過失責任を負わせるような実務もあり，これを不合理ともいい難い以上，その強

行法規化には困難が多いものと考えられる。 

 

ウ 荷送人の責任の消滅 

荷送人の責任の消滅時効に関する現行法の規律（商法第５８９条，

第５６７条，第７６５条）を維持し，当該規律を国内航空運送にも及

ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，運送人の荷送人又は荷受人に対する債

権（運送賃請求権，損害賠償請求権等）は，１年の経過により時効消滅する（商法第

５８９条，第５６７条，第７６５条，国際海上物品運送法第２０条第１項）。 

２ 本研究会においては，特に，危険物の爆発その他の運送中の事故に起因して荷送人
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の責任を追及する場合に，事故原因の究明に要する期間等を考慮して，１年の消滅時

効期間で足りるか否かにつき，検討を行った。 

この点について，事故原因の究明に要する期間は事案によるが，海上運送について

は半年や１年以上要するケースも見られるとの指摘があり，事故時から１年間では短

過ぎるとの意見が大勢であった。もっとも，消滅時効の起算点について，柔軟に対応

している裁判実務（特段の事情がある場合に権利行使が現実に期待できるようになっ

た時を起算点とした 高裁平成１５年１２月１１日第一小法廷判決・民集５７巻１１

号２１９６頁等）を踏まえても，なお現行法の規律を変更すべき要請が高いか否かに

ついては，判然としなかった。 

３ 以上によれば，現行法の定める消滅時効期間が短過ぎるために運送人の荷送人等に

対する権利行使が困難になった事例等の状況にもよるが，基本的には，現行法の規律

を変更する必要性が高いとはいえず，当該規律を維持し，これを国内航空運送にも及

ぼすことが考えられる。 

（注１）ロッテルダム・ルールズ第６２条では，荷送人の責任に係る出訴期間は引渡し後２

年となっているが，これは，荷送人の責任に関する規律と運送人の責任に関する規律を

可能な限り合わせるという考え方から導かれたものであるとの指摘があった。 

（注２）海上運送については，１年の消滅時効制度の下では，契約が連鎖している場合等に

つき運送人の権利の行使に係る対応に苦慮することがあるとして，６年とするイギリス

を参考に，５年の商事消滅時効に委ねるべきである（ただし，運送人の責任については，

１年の除斥期間によるべきである。）とする意見があった。 

 

⑵ 荷送人の権利と荷受人の権利との関係 

運送品処分権及び荷受人の権利取得に関する現行法の規律（商法第５

８２条，第５８３条）を維持するとともに，運送品が到達地に達しない

場合（全部滅失の場合）にも荷受人が荷送人と同一の権利を取得する旨

の規律を設け，この規律を海上運送及び国内航空運送に及ぼすこととす

る方向で，詳細な制度の在り方につき引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 運送品処分権及び荷受人の権利取得に関する規律について 

⑴ 現行法上，陸上運送については，荷送人は，運送品が到達地に達し，荷受人がそ

の引渡しを請求するまでの間は，運送の中止，運送品の返還その他の処分をする権

利（運送品処分権）を有しており（商法第５８２条），他方，荷受人は，運送品が

到達地に達した後は，荷送人と同一の権利を取得する（同法第５８３条第１項）。

したがって，運送品が到達地に達した後，荷受人が引渡しを請求するまでの間は，

荷送人の権利と荷受人の権利が競合するが，その間は荷送人の権利が優先すると解

されている。 

これらの規律は，国内海上運送については明文では存しないが，立法の過誤との

指摘もあり，国際海上運送については明文で定められている（国際海上物品運送法

第２０条第２項）。 
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国際航空運送については，荷送人の運送品処分権は，原則として，運送品が到達

地に達した時に消滅する（モントリオール条約第１２条第４項）ため，荷送人の権

利と荷受人の権利が競合する期間は存しない。 

（注１）国内航空運送については，荷送人の運送品処分権に関し，約款により，運送取消

し，荷受人変更及び到着地変更の指図は航空機搭載前に限り可能であり，発送地返送

の指図は荷受人への引渡し前に限り可能である旨を定めるものが多い。 

（注２）ロッテルダム・ルールズ第５０条第２項では，荷送人の運送品処分権は，荷受人

への運送品の引渡し時に消滅するとされている（なお，荷送人は，運送品処分権を譲

渡することができる。）。 

⑵ 本研究会において，運送品処分権が競合することの当否（荷受人の権利取得の時

期）につき，検討を行ったところ，まず，運送品処分権の行使状況について，次の

ような指摘があった。 

・ 荷送人による運送品処分権の行使は，例えば，誤配送や運送品の瑕疵により荷

受人が受取を拒否した場合の返送指示，荷受人が倒産した場合の返送指示，農産

物につき競り地が有利な到達地への変更指示等のケースがある。 

・ 荷送人と荷受人の指図の競合については，法人が荷主となる運送契約ではほと

んど見られないが，個人が荷主となる場合に，例えば，引越運送において，離婚

した夫婦の一方が他方に家具等を合意なく送付するようなケースで，見られるこ

とがある。 

・ 実務上は，商法の規律とは異なり，荷受人に引き渡す直前まで，荷送人の指図

に応じているのではないか。 

・ 航空運送については，運送期間が短いため，運送品処分権が行使されるケース

は少ない。 

⑶ これを受けて，本研究会では，運送品処分権が競合しない制度として，まず，ロ

ッテルダム・ルールズを参考に，荷送人の運送品処分権は，荷受人への運送品の引

渡し時に消滅するという考え方につき，検討を行った。 

この考え方によるときは，運送品の現実の引渡しまでの間は，荷送人のみが運送

品処分権を有し，荷受人は荷送人と同一の権利（一部滅失による損害賠償請求権

等）を取得しないとするのが自然であるが，これに対しては，①運送人が運送品を

任意に引き渡さない場合に，荷受人に運送品の引渡請求権が発生しないこととなり

不合理である，②従来の条約（ＣＭＲ第１２条）や実務（海上運送状に関するＣＭ

Ｉ統一規則第６条）等と異なる等の指摘があり，慎重な検討を要するとの意見が大

勢であった。 

本研究会では，さらに，モントリオール条約を参考に，荷送人の運送品処分権は，

運送品が到達地に達した時に消滅するという考え方についても，検討を行ったが，

到達地に達した後，引渡し前に荷受人が倒産した場合であっても，荷送人が運送品

処分権を行使し得ないのは不都合である等の指摘があった。 

⑷ 以上の経緯のほか，荷送人と荷受人の指図が競合するケースがそれほど多くはな

いこと，国内航空運送の約款の定めは，運送品処分権及び荷受人の権利取得に関す
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る商法の規律と若干異なるが，商法の規律は任意規定であり，異なる程度も大きく

はないこと等を踏まえると，本文のとおり，少なくとも運送品の処分に関しては，

同法第５８２条及び第５８３条の規律を維持し，これを国内海上運送及び国内航空

運送にも及ぼすことが相当であると考えられる。 

（注）国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）第７１条では，買主

の信用力の著しい不足等の事情が明らかになった場合に，売主は，物品の発送の前後

を問わず，自己の義務の履行を停止することができるとされ，破産法第６３条では，

運送中に買主につき破産手続開始の決定があった場合に，売主は，運送品の取戻請求

権を有するとされるが，これらは売買契約上の権利であり，運送品処分権とは別に議

論されるべきであるとの指摘があった。 

２ 運送品が到達地に達しない場合（全部滅失の場合）を中心とする荷受人の地位の在

り方（損害賠償請求権）について 

⑴ 現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，運送品の全部滅失の場合に，荷受人

が運送契約上の権利を取得する旨の明文の規定はない（商法第５８３条参照）。 

モントリオール条約第１３条第３項では，運送人が運送品の滅失を認める場合等

に，荷受人は，運送契約から生ずる権利を行使することができるとされている。 

⑵ 本研究会においては，特に，国際海上運送を中心に，ＣＩＦ契約等による輸入取

引において，運送品が本船の船上に置かれた時にその損傷等の危険が買主に移転す

ることを前提として，運送品の全部が滅失しても荷送人である売主の関心が低く，

荷受人である買主の損害の補塡のために一定の権利を与えるべきであるとの指摘が

あった。 

⑶ そこで，この場合にも荷受人に運送契約上の損害賠償請求権を認めることとすべ

く，具体的には，荷受人は，運送品が到達地に達した場合のほか，運送品が到達地

に達する前であっても，運送品の全部が滅失した場合には，運送契約上の荷送人の

権利を取得することとした上で，荷送人の権利と荷受人の権利の関係につき，次の

二つの案を検討した。 

【甲案】 運送品の到着後に荷受人が引渡し若しくは損害賠償の請求をし，又は運

送品の全部滅失後に荷受人が損害賠償の請求をしたときは，荷送人の権利は，

荷受人が取得する権利に後れるものとする。 

【乙案】 荷送人の有する運送契約上の損害賠償請求権と，荷受人の取得した運送

契約上の損害賠償請求権とは，運送品の滅失・損傷・延着を問わず，連帯債権

とするものとする。 

上記の【甲案】は，荷送人の権利と荷受人の権利が競合する期間があることを前

提に，デフォルト・ルールとしてその優劣を定めるものであり，荷受人が一定の行

為（引渡し又は損害賠償の請求）をすると，荷受人の権利が優先するという制度で

ある。現行法の理解として，運送品の一部滅失による損害賠償請求権の帰属は，運

送品処分権の帰属と一致し，運送品の引渡請求後は荷受人が優先すると解するのが

通説とされる（ 高裁判所判例解説民事篇昭和５３年度２０２頁）が，運送品の全

部滅失の場合も，これと同様に取り扱うものである。 
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これに対し，【乙案】は，ドイツ商法第４２１条を参考にして，損害賠償請求権

と運送品処分権の帰属を別異に取り扱う制度であり，上記の現行法の理解によれば，

運送品の一部滅失・損傷・延着の場合の損害賠償請求権の帰属についても併せて改

正を行うものである。 

⑷ 本研究会においては，上記の両案について，次のような指摘があった。 

・ 運送品の所有権移転時期は契約により異なるため，荷送人・荷受人の双方が連

帯債権を有する方が柔軟であるし，運送人にとっても，いずれか一方に弁済すれ

ば免責されるため，便利である。 

・ 【乙案】によると，損害賠償請求については，運送品の全部滅失の場合と一部

滅失の場合とを区別する必要がないので，便利である。 

・ 連帯債権という制度は，民法上明文で認められておらず，実務上の例も少ない

ように思うが，債権者間で早い者勝ちになるという不安定さを考慮すべきではな

いか。 

・ 【乙案】によると，例えば，運送人・荷送人間で馴れ合いで和解した場合には，

荷受人が損害を受けるのではないか。逆に，運送人・荷送人間の和解の効力が荷

受人に及ばないとすると，運送人にとって，荷送人及び荷受人の双方を相手方と

せざるを得ず，解決にも時間を要し，負担が大きいのではないか。 

（注）法制審議会民法（債権関係）部会における中間試案では，連帯債権につき，履行

請求及び弁済の効果は他の連帯債権者に及ぶが，連帯債権者の一人について生じた

事由（免除を含む。）は他の連帯債権者には及ばないとする規律を設けることを提案

している。 

・ 我が国の輸入取引では，９割以上の貨物につき，運送品の船積み時又は運送人

への引渡し時にその損傷等の危険が買主に移転するとの売買契約が締結されてお

り（インコタームズのＦ類型，Ｃ類型），仕向地における荷卸し時等に危険が買

主に移転するとの契約（インコタームズのＤ類型）は，ＬＮＧ（液化天然ガス）

の取引のケースなど，一部に限られている。これによれば，現行法の在り方より

も，【甲案】のように，荷受人に運送契約上の損害賠償請求権を認めることが相

当である。 

・ 運送契約上の損害賠償請求の濫用事例としては，輸入取引において，荷受人の

保険金請求に応じた保険会社が，運送人に対して保険代位により求償しようとし

た際に，既に運送人が荷送人の損害賠償請求に応じて支払をしていたケース等が

あるが，頻繁にあるわけではない。 

・ 【甲案】によるときは，インコタームズのＤ類型において，危険が買主に移転

する前に運送品の全部が滅失した場合に，荷受人（買主）は，運送人に対し，何

を損害として賠償請求権を行使し得るのか，整理する必要があり，これは，債務

不履行における「損害」をどのように把握するか（差額説やこれを批判する説が

ある。）と関係する。 

・ 高裁昭和５３年４月２０日第一小法廷判決・民集３２巻３号６７０頁は，運

送人が誤って荷受人ではなく運送品の所有者に運送品を引き渡した事案について，
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荷送人又は荷受人に全く損害が生じない場合には，商法第５８０条第１項の規定

の適用はなく，運送人は損害賠償責任を負わないと判示するところ，【甲案】に

よるときは，この判例法理との整合性を考慮する必要がある。 

・ ドイツ商法では，損害が発生した場合には，荷送人及び荷受人は，他人の損害

であっても賠償請求権を行使し得るが，誰にも損害がない場合には，賠償請求権

を行使し得ないと整理されている。日本は，その部分の理論を輸入していないの

で，問題が生じているのではないか。 

・ 【甲案】による場合でも，荷受人に実損害が生じていないにもかかわらず，荷

受人に運送契約上の損害賠償請求権を認めるとするならば，それは【乙案】の考

え方に近くなるのではないか。 

・ イギリス法では，コモンロー上，荷送人が運送契約の当事者であるときは，荷

送人が運送契約上の権利（荷受人を変更する権利や損害賠償請求権を含む。）を

有するところ，海上運送状による運送における荷受人の地位が不安定であったこ

とから，１９９２年の海上物品運送法により，荷送人の運送契約上の権利は維持

しつつ（同法第２条第５項），契約において運送品の引渡しがされるべき者とさ

れたものに，運送契約上の権利の取得を認めている（同条第１項⒝）。これは，

実際上は損失を負担することが多い荷受人に運送契約上の権利を認めて，荷受人

による運送契約上の損害賠償請求を可能にするとともに，運送契約上の条件に服

せしめることで運送人の利益にも配慮したものとされる。同法の解釈上，海上運

送状に記載され運送人が署名した時点で，荷受人は運送契約上の権利を取得する

ことになるが，この権利取得は，荷送人の運送契約上の権利（荷受人を変更する

権利を含む。）の存在を前提としたものである。 

・ 現行法の下では，運送品の一部損傷の場合には，荷受人は，運送品の到達後は，

商法第５８３条第１項により，自己固有の損害の有無を問わず，運送契約上の損

害賠償請求権を行使し得ると解されているのではないか（上記昭和５３年判例は，

誰にも損害が生じない事案についての判示であり，その射程は及ばない。）。判

例・学説上，荷受人の損害の内容を分析することは一切されておらず，荷受人の

損害賠償請求につき荷受人固有の損害を要求することは，現行法の理解と異なる

のではないか。 

⑸ 以上によれば，連帯債権に関する今後の法制審議会の審議の動向や，荷受人の損

害賠償請求権について固有の実損害があることを必要とするか否か等を踏まえつつ，

上記の両案を基礎としながら，引き続き検討すべきである。 

３ その他 

⑴ 本研究会においては，船荷証券が発行されていない場合に運送品処分権を譲渡す

ることの可否及びその立法化の当否についても，検討を行った。 

この点について，ロッテルダム・ルールズ第５１条は規定を設けているが，我が

国の実務では，運送品処分権を譲渡することができることを論理的な前提として，

その譲渡及び行使の具体的な在り方を定める海上運送状に関するＣＭＩ統一規則第

６条に則った運用を行っている。また，実務上，運送品処分権を複数回譲渡するよ
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うな運用は見られないとの指摘もあった。 

以上によれば，運送品処分権の譲渡可能性自体については，立法する必要性が高

いとはいえないし，民法の解釈により認められる事項であって，商法に設けるべき

特則はないと考えられる（海上運送状の規律の在り方については，後記本文５⑶参

照）。 

⑵ 本研究会においては，荷受人が運送品の受取義務を負うこととすべきか否かにつ

いても，検討を行った。 

この点について，ロッテルダム・ルールズ第４３条は，荷受人は，運送品の到着

後，運送契約に基づき引渡しを請求したときは，一定の時又は期間内に引渡しを受

ける義務を負う旨を定めているが，これについては，荷受人に受取義務を課すには，

荷受人が運送品の状態を認識している必要があるところ，船荷証券所持人が証券を

提示して引渡しを請求する場合に，受取義務が発生する具体的時期を想定すること

が困難である等の指摘があり，荷受人の受取義務に関する規律を設けることに消極

的な意見が大勢であった。 

 

⑶ 運送品の供託権・競売権 

ア 陸上運送について，運送品の供託権及び競売権を定める商法第５８

５条及び第５８６条に，荷受人の受取拒否及び受取懈怠の場合に関す

る規律を加えることとしてはどうか。 

イ 海上運送について，運送品の供託権及び供託義務を定める商法第７

５４条に関し，供託義務を廃止し，競売権を認めることにより，上記

アの規律を及ぼすこととしてはどうか。 

ウ 国内航空運送について，上記アの規律を及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，陸上運送については，次の①②の場合に運送人に供託権及び競売権が認

められ，次の③④の場合についての規定はない（商法第５８５条，第５８６条）。 

① 運送人が荷受人を確知することができない場合 

② 数量不足，性質・品質の違い等の運送品の引渡しに関する争いにより，荷受人

が受取を拒絶した場合 

③ 荷受人が無条件に受取を拒絶した場合 

④ 荷受人が受取を怠った場合 

海上運送については，上記①③の場合に運送人に供託義務が課され，上記④の場合

に供託権が認められている（商法第７５４条，国際海上物品運送法第２０条第１項。

なお，海上運送に特有の規律である商法第７５７条の競売権については，後記本文３

⑺参照）。 

（注１）標準貨物自動車運送約款第２３条から第２６条までによると，運送人は，上記①～

④の場合につき供託又は競売をなし得るほか，荷受人の費用により運送品を倉庫営業者

に寄託したり，運送品が腐敗等しやすいものであり，荷送人等に対する催告手続をとる

時間がないときは，公正な第三者を立ち合わせて，運送品を任意売却したりすることが
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できる。 

（注２）国内航空運送についても，約款により，上記①～④の場合に，運送人に供託権及び

競売権を認めるものが多い。 

２ 本研究会において，受取拒絶等の場合における運送品の供託権及び競売権の在り方

につき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 事例としては，荷受人が事実上倒産して受取に来ない場合や，貨物に損害がある

ため受取が拒絶される場合があり，例えば，セメント輸送中に海水が入り，ホール

ド内に固まってしまったケースや，小麦が濡れて腐ったり固まったりしたケースが

ある。このような場合には，やむを得ず，船舶所有者が廃棄処分をすることもある。 

・ 約款により，荷受人が行方不明になる等の場合には荷送人に請求する権利を留保

しているが，事後処理は容易ではなく，運送人を保護する何らかの規定が必要であ

る。 

・ 陸上運送については，荷送人の指図を求めたり，自らの保管スペースを利用した

りするため，実務上，運送品の供託，競売又は倉庫業者への寄託をすることは，ほ

とんどない。 

・ 海上運送についても，供託や倉庫業者への寄託をすることは，ほとんどない。受

取に来ない運送品は，裁判所の競売手続により換価し，これと保管料とを相殺する

のが通常である。 

・ 海上運送については，運送品をコンテナヤードで保管するのが通常であり，船内

で保管することはない。商法第７５４条第２項の趣旨につき，海上は陸上と異なり

運送品を船中に留め置くことは危険なため，供託義務を課したといわれるが，その

ような義務を課す必要はない。 

・ 運送品の物品供託は，指定を受けた倉庫営業者が供託所となり，供託者と寄託契

約を締結することになるので，供託に費用を要するという難点を解消することは，

困難である。 

３ 以上によれば，実務上，物品供託制度は有効に機能していないものの，約款により

荷送人に請求する権利を留保することを超えて，荷受人が受取をしない運送品につい

て運送人に何らかの有益な手段を見出だすことは，容易ではない。少なくとも商法上

の供託・競売制度については，各種約款の定めにあるように，運送手段を問わず，本

文のとおり，上記１の①～④の場合に運送人に供託権及び競売権を認め，供託義務を

廃止することが相当であると考えられる。 

４ このほか，本研究会においては，標準貨物自動車運送約款のように，荷受人の費用

による倉庫営業者への寄託や運送品の任意売却に関して立法することの当否について

も，検討を行った。 

しかし，倉庫営業者への寄託については，運送契約当事者ではない荷受人に，運送

品の受取をしていないような中で保管費用を負担させることができるか疑問であり

（商法第５８３条第２項参照），また，運送品の任意売却については，所有者以外の

者が荷送人となる場合もあり，所有者からの授権がないにもかかわらず，運送人が任

意売却をする権限を有するのか疑問であることから，明文の規定を設けないことにつ
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き異論はなかった。 

 

３ 海上運送に特有の規律 

⑴ 海上運送の主体 

海上運送の主体として，船舶所有者ではなく，運送人を中心とした規

律に改めることとしてはどうか。 

（注）あわせて，国際海上運送に関し，国際海上物品運送法において商法の規

定を準用する法形式について，分かりやすいものとなるよう留意すべきで

ある。 

（補足説明） 

１ 海上運送の主体について 

商法第３編第３章（運送）においては，海上運送は，船舶所有者が行うものとして

規律されている（これらの規律は，同法第７０４条第１項により船舶賃借人について

準用される。）。 

これに対し，国際海上物品運送法では，海上運送は，運送人が行うものとして規律

され，この運送人については，同法第１条の運送をする船舶所有者，船舶賃借人及び

傭船者をいうと定義されている（同法第２条第２項）。 

現代では，船舶所有者や船舶賃借人以外の者も運送契約を締結しており，海上運送

の主体についての商法の規律を国際海上物品運送法に合わせることが考えられるとこ

ろ，本研究会において，特段の異論はなかったが，さらに，同法第２条第２項は運送

人を例示列挙する規定にすぎず，ＮＶＯＣＣ（自ら運送手段を有しない利用運送事業

者）なども運送人になり得るとの指摘があった。 

２ 法形式について 

現行制度では，船積港及び陸揚港の双方が本邦内にあるときは商法の適用があり，

船積港又は陸揚港の一方が本邦外にあるときは国際海上物品運送法の適用があるとこ

ろ，国際海上物品運送法第１０条や第２０条において商法の多くの規定が準用され，

中には，陸上運送における貨物引換証の規定等を準用する箇所もある。 

このような法形式については，本研究会において，可能な限り分かりやすいものと

なるよう留意すべきであるとの指摘があった。 

 

⑵ 航海過失免責・火災免責 

国内海上運送に関し，航海過失免責及び火災免責の規律については，

当事者間の契約に委ね，商法に規定を設けないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法には存しない規律であるが，国際海上物品運送法第３条第２項では，ヘーグ・

ヴィスビー・ルールズに従い，①運送人の被用者の航行又は船舶の取扱いに関する行

為，②船舶における火災（運送人の故意又は過失に基づくものを除く。）により生じ

た損害について，運送人は，賠償責任を負わないとされている。 

日本海運集会所作成の内航運送基本契約書第１８条第２項は，上記①の航海過失免
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責を定めているが，同契約書第１７条の「火災その他の天災不可抗力により生じた損

害について，当事者は，互いにその責めを負わない」という規定の趣旨については，

運送人の被用者の過失による火災が上記「不可抗力」といえるか否かに関連して，上

記②の火災免責と同趣旨か否か，判然としないとの指摘があった。 

（注）航海過失免責は，その後の条約（ハンブルク・ルールズ，ロッテルダム・ルールズ）

では採用されていない。そもそも，航海過失免責の規律は，歴史的に見て，１９世紀に，

契約自由の原則の下，多くの極端な免責約款が使用されたことに対し，米国のハーター

法において，運送品に関する注意義務についての免責約款を強行法的に無効とする代償

として認められたといわれている。 

火災免責について，ロッテルダム・ルールズ第１７条では，運送人は，船舶上の火災

が運送品の損傷等の原因となったこと等を証明した場合には，責任を免れるが，運送人

又はその履行補助者の過失が船舶上の火災の原因となったこと等の証明がされたときは，

責任を免れないとされており，運送人の履行補助者に過失がある場合に運送人の責任が

肯定されている。 

２ 本研究会において，航海過失免責及び火災免責の規律を商法に設けるべきか否かに

つき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 国内海上運送の運送人側としては，商法に航海過失免責の規律を設けることが望

ましい。 

・ 航行又は船舶の取扱いに関する過失と，堪航能力担保義務（人的不堪航）との境

界は微妙であり，よく争われる。 

・ 国際条約の潮流が航海過失免責の規律を採用しない方向にある中で，現時点で，

商法にこの規律を設けるのは適当でないのではないか。 

・ 当面，ロッテルダム・ルールズが世界的な広がりになるかどうかを見極める必要

がある中で，現時点で，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズに則った火災免責の規律を

設けるのは適当でないのではないか。 

・ 火災免責については，コンテナ内の貨物から発火する場合とエンジンルームから

発火する場合があるが，後者の場合は，火災免責のほかに，堪航能力担保義務違反

か否かも，よく争われる。 

・ 上記１の内航運送基本契約書第１７条を文字どおり解すると，現在の内航実務に

おいても，運送人の被用者の過失による火災については，ヘーグ・ヴィスビー・ル

ールズと異なり，免責事由とされていないのではないか。 

・ 本研究会においては，商法第７３９条のうち「自己ノ過失，船員其他ノ使用人ノ

悪意若クハ重大ナル過失」による損害についての免責約款を無効としない方向で検

討されており（後記本文⑷参照），航海過失免責の規律を望む者は，その旨の約定

をすれば足りるのではないか。 

３ 以上によれば，航海過失免責及び火災免責の規律については，基本的には，当事者

間の契約に委ねることが相当であると考えられる。 
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⑶ 堪航能力担保義務 

国内海上運送に関し，商法上の堪航能力担保義務を過失責任に改める

とともに，その義務の内容として，国際海上物品運送法第５条第１項各

号所定の事由を明示してはどうか。 

（補足説明） 

１ 国内海上運送について，船舶所有者は，発航の当時船舶が安全に航海をするのに堪

えることを担保するものとされ（堪航能力担保義務，商法第７３８条），この義務は，

無過失責任であるとされている（ 高裁昭和４９年３月１５日第二小法廷判決・民集

２８巻２号２２２頁）。 

国際海上運送についても，運送人は，発航の当時航海に堪える能力に関する注意義

務を負うが，この義務は，過失責任とされている（国際海上物品運送法第５条）。 

（注１）日本海運集会所作成の内航運送基本契約書第３条は，「運送人は……発航の当時，本

船が堪航能力を保持するように相当の注意を払わなければならない。」と規定している。 

（注２）ロッテルダム・ルールズ第１４条は，堪航能力を保持すべき時期につき，「航海の開

始前，開始時及びその期間中」と規定するが，本研究会では，ヘーグ・ヴィスビー・ル

ールズを前提として検討を行った。 

２ 本研究会において，商法上の堪航能力担保義務が無過失責任であることの当否につ

き検討を行ったところ，これを過失責任とする世界の立法の潮流と異なり，内航船と

外航船の責任が不均衡であるため，過失責任に改めるべきであるとの意見で一致した。

また，堪航能力の具体的内容について，堪荷能力を含むものとして，国際海上物品運

送法第５条第１項各号所定の事由を商法に明示することについて，異論はなかった。 

３ 以上によれば，本文のとおり，堪航能力担保義務を過失責任に改める等の改正をす

ることが相当であると考えられる。 

 

⑷ 国内海上運送の運送人の責任の強行法規性 

国内海上運送の運送人の責任について，商法第７３９条の規律のうち，

船舶所有者の過失又は船員その他の使用人の悪意重過失があった場合の

免責約款を無効とする部分を削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，国内海上運送については，①船舶所有者の過失若しくは船員その他の使

用人の悪意重過失又は②堪航能力担保義務違反によって生じた損害につき，免責約款

は無効とされている（商法第７３９条）。 

２ 本研究会において，上記１の①の規律の当否につき検討を行ったところ，次のよう

な指摘があった。 

・ 国内海上運送において見られる航海過失免責約款（重過失の場合を含め，船員の

航海上の過失による損害について免責する旨の定め）は，国際海上物品運送法第３

条第２項と同趣旨であり合理性を有するところ，これと抵触しかねない上記１の①

の規律は，相当でない。 

・ 国際海上物品運送法第１５条の片面的強行法規性は，歴史的に見て，１９世紀に，
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契約自由の原則の下，多くの極端な免責約款が使用され，荷主の利益を不当に害す

るようになり，また，船荷証券所持人の証券上の権利の内容を不明確にしたため，

船荷証券所持人を保護して船荷証券の流通を円滑にするために設けられたとされる。

これに対し，我が国の国内海上運送では，運送人と荷主との間で，上記のような極

端な免責約款が使用されてきた経緯はなく，社会的背景を異にする。 

・ 基本的に，内航と外航とで同様の規律とすべきであり，国際海上物品運送法の規

律を国内海上運送に及ぼすというアプローチを採るべきではないか。 

・ 国内海上運送について，運送品を積載した貨物自動車をＲＯＲＯ船により運ぶと

いう実態を踏まえると，国内の陸上・海上運送の運送人の責任の規律は，可能な限

りバランスを取った方が望ましいのではないか。 

・ 国際海上物品運送法第１５条の片面的強行法規性をそのまま国内海上運送にも適

用すると，保険の利益享受約款が無効とされていることとの関係で，国内海上運送

の貨物保険における求償権放棄条項も，実質的には，荷主の不利益の下に運送人の

責任を免除するものといえ，問題が生ずるおそれはないか。 

３ また，本研究会において，上記１の②の規律の当否につき検討を行ったところ，次

のような指摘があった。 

・ 商法上の堪航能力担保義務を過失責任に改めた後も，船舶の安全性に関わる責任

につき免責約款を認めることは相当でない。 

・ 国際海上物品運送法第１６条本文では，傭船契約の場合に，堪航能力担保義務は

強行規定とされていないようにみえるが，実務上は，船舶の堪航性を担保するのが

通例である。 

４ 以上によれば，国内海上運送の運送人の責任につき，陸上運送とのバランスを重視

するアプローチと，国際海上運送とのバランスを重視するアプローチがあり得るが，

基本的には，上記１の①に関する強行法規性を削除すべきであり，上記１の②に関す

る強行法規性は維持すべきであるとの意見が大勢であった。 

 

⑸ 個品運送に関する規律 

国内・国際海上運送の個品運送に関し，次に掲げる規定その他の現在

の実務に適合しない規定を削除することとしてはどうか。 

ア 荷送人が運送品の船積みをし，荷受人が運送品の陸揚げをしなけれ

ばならないとする規定（商法第７４９条，第７５２条第４項） 

イ 荷送人の発航前の任意解除権に関する規定（商法第７５０条） 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

現行法上，国内・国際海上運送の個品運送については，デフォルト・ルールとして，

荷送人は，船長の指図に従って運送品を船積みしなければならず，荷受人も，船長の

指図に従って運送品を陸揚げしなければならないとされている（商法第７４９条，第

７５２条第４項，国際海上物品運送法第２０条第１項）。 

本研究会において，上記の規律につき検討を行ったところ，フェリーの場合等は別
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として，一般に，個品運送を行う定期船の実務では，荷送人や荷受人が船積み又は荷

揚げをしているものではないとの指摘があった。 

２ 本文イについて 

現行法上，国内・国際海上運送の個品運送については，荷送人の発航前の任意解除

権に関し，デフォルト・ルールとして，次の規律がある。 

① 荷送人は，発航前において，他の荷送人及び傭船者の同意を得た場合には，運

送賃の半額（往復航海の場合における復路の発航前にあっては，３分の２）を支

払って，契約の解除をすることができる（商法第７５０条，第７４８条第３項，

第７４５条第１項，第２項，国際海上物品運送法第２０条第１項）。 

② 荷送人は，発航前において，他の荷送人及び傭船者の同意がない場合には，運

送賃の全額を支払って，契約の解除をすることができる（商法第７５０条，第７

４８条第１項，国際海上物品運送法第２０条第１項）。 

本研究会において，上記の規律につき検討を行ったところ，この場合の実務の取扱

いは個別事案によるものであり，法律に金額を定めなくても，契約に委ねることで足

りるのではないか，運送人に全く損害がないにもかかわらず荷送人が運送賃の半額を

支払わなければならないとするのでは，合理的でない場面が多々あるのではないか等

の指摘があった。 

３ 以上によれば，本文ア及びイの規定を削除することが相当であると考えられる。 

（注１）本研究会においては，商法第７５１条（船長に対する運送に必要な書類の交付義

務）についても検討を行ったところ，同条は，送り状，荷役協定書，通関手続書類等に

関する規定として，なお有益であるとの指摘があった。 

なお，送り状や荷役協定書について，同条所定の船積み期間内ではなく，船積み前に

交付されることが望ましいとの指摘があったが，他方で，通関手続書類を念頭に，同条

の規律を維持すべきであるとの指摘もあった。 

（注２）本研究会においては，商法第７５５条及び第７５６条（運送賃を重量・容積・期間

によって定めた場合の取扱い）が個品運送及び航海傭船の双方に適用される余地がある

ことを前提として，個品運送における運送賃の定め方につき検討を行ったところ，運送

賃は，コンテナ又はトラックの長さにより定まるのが通常であり，重量・容積・期間に

より定められることはほとんどないとの指摘があった。 

（注３）本研究会においては，不可抗力による契約終了又は法定解除権に関する規律（商法

第７６３条，第７６０条第１項第４号，第７６１条及び第７６２条）についても，実務

上例を見ない条項であるとの指摘があった。 

 

⑹ 航海傭船に関する規律 

ア 国内・国際海上運送の航海傭船に関し，傭船者の発航前の任意解除

権に関する規定その他の現在の実務に適合しない規定を削除すること

としてはどうか。 

イ 国内海上運送の航海傭船に関し，傭船者が再運送契約を締結した場

合における船舶所有者の責任に関する商法第７５９条の規律は，削除
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することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

現行法上，国内・国際海上運送の航海傭船についても，個品運送と同様に，傭船者

の発航前の任意解除権に関する規律がある（商法第７４５条，第７４８条，国際海上

物品運送法第２０条第１項）が，前記本文⑸の補足説明２と同様の理由から，これを

削除することが相当であると考えられる。 

（注）本研究会においては，他の規律についても，次のとおり，検討を行った。 

商法第７３７条（傭船契約書の交付義務）については，実務上，内航の個品運送では

契約書は作成されず，外航の個品運送では契約書に代えて船荷証券が発行され，傭船契

約では契約書が作成されるとの指摘があった。ただし，傭船契約書の交付義務を法律に

規定する必要があるか否かについては，なお疑問であるとされた。 

商法第７４１条（船積み準備完了通知）については，実務上，通知主体は船長であり，

また，船積み期間の起算点は，通知の日の翌日ではなく通知の日であるとの指摘があっ

た。 

商法第７４４条（船積み期間経過後の船長の発航権）については，基本的には，傭船

者による船積み完了前に，船長が発航することはないとの指摘があった。 

商法第７５１条（船長に対する運送に必要な書類の交付義務）については，個品運送

についてと同様の指摘があった。 

商法第７５５条及び第７５６条（運送賃を重量・容積・期間によって定めた場合の取

扱い）については，内航では，貨物の重量に運賃率を乗じて運送賃を定めたり，船舶に

占めるスペースを基準に運送賃を定めたりするとの指摘があった。また，傭船者同士で

相互に船舶を融通するようなトリップ契約では，運送品の種類によっては，日建てで運

送賃を定めることもあるとの指摘があった。 

２ 本文イについて 

⑴ 現行法上，内航において，船舶所有者Ａから航海傭船をした傭船者Ｂが荷主Ｃと

運送契約を締結した場合に，Ａのみが，Ｃに対して船長の職務に属する範囲内で契

約責任を負うとされている（商法第７５９条）。これは，ＡとＣとの間に直接の法

律関係を認めて，求償関係の簡略化を図ったものといわれる。 

これに対し，国際海上運送においては，荷主Ｃから見て，Ａは運送契約の相手方

であるＢの履行補助者であって，ＢがＣに対する契約責任を負うものとして，商法

第７５９条の適用を除外している（国際海上物品運送法第２０条第１項）。 

⑵ 本研究会において，商法第７５９条の規律を維持するか否かにつき検討を行った

ところ，次のような指摘があり，同条を削除すべきとの意見が大勢であった。 

・ 同条は，傭船者よりも船舶所有者の方が賠償責任保険を付することが多く，船

舶所有者に責任を負わせた方が荷主の保護に資するため設けられたものと考えら

れるが，責任の原因は様々であるのに，船長の職務に属する範囲内である限り，

一律に運送契約の当事者が免責されるという理由はなく，不合理な規定である。 

・ 定期傭船の場合には，荷主は，定期傭船者に対して契約責任を追及し，船舶所
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有者に対して商法第６９０条により不法行為責任を追及することが一般的である

のに，航海傭船の場合に，同法第７５９条により航海傭船者が免責されるという

のは，不合理である。 

（注）ロッテルダム・ルールズ第１９条では，海事履行者は，一定の要件を満たす場合に

は，運送人に課される義務を負うとされている。 

商法第７５９条を削除した場合には，荷主は，船舶所有者に対し，契約責任ではな

く，不法行為責任を追及することとなり，荷主に対する船舶所有者の責任の内容が異

なるものとなる可能性があるが，これは，ロッテルダム・ルールズのように，実運送

人と利用運送人の責任の内容を合わせる必要があるかという問題の一環である。これ

については，現在でも，実運送人の責任と利用運送人の責任が異なり得るように，責

任の内容が異なることに問題があるかどうか自体が自明ではないが，注意をする必要

はあるとの指摘があった。 

⑶ 以上によれば，商法第７５９条を削除することが相当であると考えられる。 

 

⑺ 運送賃等の支払を受けるための競売権 

国内・国際海上運送に関し，運送賃等の支払を受けるための運送品の

競売権に関する規律のうち，引渡しの日から２週間を経過すると競売権

を行使し得ないとの規律（商法第７５７条第３項ただし書の前半部分）

及び運送人が競売権を行使しないときは荷送人に対する請求権を失う等

の規律（同法第７５８条）を削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，国内・国際海上運送に関し，船舶所有者は，運送賃等の支払を受けるた

め，裁判所の許可を得て，荷受人への引渡し後２週間以内等に限り，競売の申立てを

することができ，競売をしなかった場合には，荷送人に対する請求権が消滅する（利

得償還請求は可能である。）とされている（商法第７５７条，第７５８条，国際海上

物品運送法第２０条第１項）。これは，運送品の留置に伴う不便の除去という船舶所

有者の利益と，海上危険の延長の防止という積荷関係人の利益を考慮したものといわ

れる。 

２ 本研究会において，国内海上運送では運送賃を掛けの後払いとするケースが多いと

の指摘があったことから，上記の競売権の規律の在り方につき検討を行ったところ，

運送品の引渡し後２週間の経過により運送賃等の請求権が消滅するという現行法の規

律は，掛けの後払いという実務と整合していないとの指摘があった。 

また，上記の競売権については，単に形式的競売の権限を定めたものか，又は民法

第３１８条の特則となる先取特権を定めたものかが判然としないが，いずれにせよ，

換価手続又は担保物権の実行手続をとらないことにより，実体法上の運送賃等の請求

権が消滅すること（商法第７５８条）は，積荷関係人の利益を考慮したとしても，運

送人の権利を過度に害するものであり，相当でないと考えられる。 

３ 以上によれば，本文のとおり，運送賃等の支払を受けるための競売権に関する規律

を改めることが相当であると考えられる。 



- 39 - 

（注）商法第７５７条第１項は，競売開始決定に先立ち裁判所の許可を得ることが必要であ

るとするが，申立人にとって裁判所の許可及び競売開始決定の双方を得る負担があり，

この点については，端的に，競売開始決定をする裁判所が同条の要件の具備を審査する

こともできるから，事前の裁判所の許可を要しないこととすることも考えられる。 

 

⑻ 船舶賃貸借に関する規律 

内航・外航ともに，船舶賃借人が船舶の修繕義務を負う旨の規律を設

けることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，内航・外航ともに，船舶賃貸借（裸傭船）については，商法第７０３条

及び第７０４条並びに民法中の賃貸借に関する規定の適用がある（国際海上物品運送

法第２０条第１項）。 

２ 本研究会において，上記の規定のうちに実務の取扱いと異なる点があるか否かにつ

き，検討を行ったところ，民法第６０６条（賃貸人の修繕義務）について，船舶賃貸

借に関しては，内航・外航ともに，現に船舶賃借人が修繕しているとの指摘があった。 

（注）日本海運集会所作成の内航裸傭船契約書第８条第１項には，傭船者が契約期間中の本

船の法定検査，修繕，運航並びに船員に関する諸費用その他本船の使用及び保守保全に

必要な一切の費用を負担しなければならない旨の規定がある。 

３ 以上によれば，本文のとおり，商法に民法第６０６条の特則を設けることが相当で

あると考えられる。 

（注）本研究会においては，民法第６１２条（賃借権の譲渡・転貸の場合に賃貸人の承諾）

に関連して，船舶賃借人が定期傭船契約を締結する場合にも賃貸人の承諾が必要か否か

につき検討を行ったが，実務上は，賃貸人の承諾を要しないようであった。 

 

⑼ 定期傭船に関する規律 

ア 定期傭船契約に関する規律を商法に設ける方向で，典型契約として

規定すべき内容につき，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法上，定期傭船契約に関する規定は存しない。 

しかし，実務上，ニューヨーク・プロデュース書式，ボールタイム書式，日本海運

集会所作成の書式等を利用した定期傭船契約は一般的になっており，諸外国の法制に

おいても，定期傭船に関する規律が設けられている。 

定期傭船契約については，従前から，法的性質（賃貸借か運送か）につき議論がさ

れてきたが，本研究会において，新たな典型契約として規律を設けるべきか否かにつ

き検討を行ったところ，次のような指摘があり，基本的には，肯定的な意見が大勢で

あった。 

・ 新たな典型契約として規律を設ける一方で，定期傭船に供された船舶が衝突した

場合の定期傭船者の第三者に対する責任（後記本文イ参照）について商法第７０４

条第１項を準用しないことにより，基本的な考え方を示すことができる。 
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・ 商法においては，典型的な定期傭船を念頭に置き，基本的な規律に限り規定を設

けるにとどめ，その余は広く当事者間の約定に委ねれば足りるのではないか。 

ただし，定期傭船契約は，典型契約でないことに利便性・柔軟性があるし，実務上

は，典型的な定期傭船のほかに，トリップ・チャーター，スロット・チャーター，運

航委託契約等もあり，これらが法律上の定期傭船契約に該当するか否かが明らかでな

いこと等を理由として，その立法化に消極的な意見も紹介された。 

（注１）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「定期傭船ニ関シ一般ノ慣行ヲ参酌シテ適

当ナル規定ヲ設クルコト」とされている。 

（注２）ドイツ商法では，「第５編第２章 運送契約」とは別に「第３章 船舶使用契約」を

設け，第３章の中に船舶賃貸借及び定期傭船の節を設け，定期傭船については，次のよ

うな規律を定めている（商法第５５７条から第５６９条まで）。 

・ 船舶を定期傭船に供する者は，一定の期間，船員を乗船させた特定の船舶を，その

利用のために定期傭船者に委ね，この船舶により物品又は旅客を運送することその他

約定の給付を提供することを義務付けられること。 

・ 定期傭船者は，約定の傭船料の支払義務を負うこと。 

・ 定期傭船者のためにする船舶の準備義務 

・ 定期傭船期間中に船舶の状態を維持する義務 

・ 定期傭船者の船舶の利用権 

・ 定期傭船者の船積み等の義務，定期傭船に供する者の堪航性への配慮義務 

・ 定期傭船に供する者と定期傭船者の費用分担（船員，保険，燃料等） 

・ 定期傭船料の支払時期とオフハイヤー 

・ 定期傭船者の船内所有物及び荷主への運送賃請求権に対する定期傭船に供する者の

優先弁済権（法定質権） 

・ 傭船料不払の場合の積荷の受取等の拒絶権 

・ 船舶の返還義務 

（注３）韓国商法では，「第５編第２章 運送及び傭船」の中に個品運送，旅客運送，航海傭

船，定期傭船，船体傭船及び運送証書の節を設け，定期傭船については，次のような規

律を定めている（商法第８４２条から第８４６条まで）。 

・ 定期傭船契約は，船舶所有者が傭船者に船員が乗務し航海装備を備えた船舶を一定

の期間について航海に使用させることを約し，これに対して傭船者が期間で定めた傭

船料の支払を約することにより，その効力を生ずること。 

・ 定期傭船者の船長指揮権 

・ 傭船料の確保のための運送品の留置権，競売権・優先弁済権 

・ 傭船料不払の場合の法定解除権，解除後に船舶所有者が運送を継続した場合におけ

る定期傭船者の荷主に対する運送賃請求権に対する船舶所有者の優先弁済権（法定質

権） 

・ 定期傭船契約上の債権についての２年の除斥期間 

２⑴ 上記１の各書式や諸外国の法制を参考にして，定期傭船契約の基本的な規律とし

て，次のようなものを定めることについては，本研究会において，特段の異論はな
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かった。 

・ 定期傭船契約には，傭船期間の定め，傭船料の定め，船舶に船員を乗り込ませ

て傭船者の用に供する旨の定めがあること。 

・ 傭船者は，船長に対し，必要な指示（航路の決定その他航海上の指示を含

む。）をすることができること。 

・ 傭船者は，燃料，水先案内料，入港料その他航海のために支出した通常の費用

を負担し，相手方は，その他の費用（船員の給料，修繕費，保険料等）を負担す

ること。 

⑵ 上記のほか，我が国では，かつて，定期傭船契約が船舶賃貸借契約と労務供給契

約との混合契約であるとする判例があり，他方，イギリスでは，定期傭船契約は運

送契約の一つであるとされていること等を踏まえつつ，本研究会においては，次の

ような船舶賃貸借契約又は運送契約に関する個別の規律につき，典型的な定期傭船

契約に及ぼすべきか否かにつき，検討を行った。 

① 運送人の運送品に関する注意義務，高価品免責，損害賠償額の定額化（前記

本文１⑴⑷⑸参照） 

② 除斥期間及び責任の特別消滅事由（前記本文１⑺～⑼参照） 

③ 請求権の競合及びヒマラヤ条項（前記本文１⑽⑾参照） 

④ 危険物等に関する申告義務（前記本文２⑴参照） 

⑤ 運送品の供託権・競売権（前記本文２⑶参照） 

⑥ 堪航能力担保義務及び強行法規性（前記本文３⑶⑷参照） 

⑦ 運輸の先取特権（民法第３１８条），留置権（商法第７５３条），傭船料の支

払を受けるための競売権（前記本文３⑺参照） 

⑧ 複合運送に関する規律（後記本文４参照） 

⑨ 海上運送に特有の規律（違法な船積品等の処分に関する商法第７４０条，船

長に対する必要書類の交付に関する同法第７５１条等） 

⑩ 船舶賃借人による船舶の利用について生じた先取特権が，船舶所有者に対し

ても効力を生ずること（商法第７０４条第２項）。 

この点については，次のような指摘があった。 

・ 上記②については，傭船料債権は，イギリス法において６年の出訴期限に服す

ることとの関係で，我が国の実務上，５年の商事消滅時効に服するとの考え方が

有力であるが，商法第７６５条所定の１年の消滅時効に服するとの考え方もあり

得る。日本海運集会所の仲裁例でも，双方の考え方があるところ，立法に当たり

明確にすることが望ましい。 

なお，運送品に関する運送人の責任に係る除斥期間等については，定期傭船契

約上，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ等の規律が摂取されるのが通常である。 

・ 上記⑥については，定期傭船契約の書式によって異なり，デフォルト・ルール

を設けることは難しいが，基本的には，各貨物について発航時における堪航能力

担保義務が要求されるのではないか。 

・ 上記⑦について，船舶所有者が，傭船料債権を被担保債権として，定期傭船者
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の所有物でない貨物につき当然に留置権を有するとすることには，懸念がある。 

・ 上記⑩については，商法第７０４条第２項の先取特権が船舶先取特権に限られ

るか否かという点（後記本文第２部の第７の５参照）にも関係するが，定期傭船

についても，この規律が一定の範囲で及ぶことを明確にすべきである。 

３ 以上によれば，典型的な定期傭船を念頭に置き，基本的な規律や強行法規性を有す

る規律としてどのようなものが適当か，引き続き検討すべきである。 

 

イ 定期傭船者の第三者に対する責任 

定期傭船者については，商法第７０４条第１項（船舶賃借人が商行

為をする目的で船舶を航海の用に供したときは，その利用に関する事

項につき，第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有する旨の

規定）は，準用しないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 定期傭船に供された船舶が衝突した場合に，定期傭船者が商法第７０４条第１項に

より責任を負うか否かについて，判例上，一定の要件を満たすときは，同項を類推適

用するものがある（ 高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・集民１６４号３３９

頁）。 

（注）上記判例は，代表的な契約書式を利用せず，極めて簡略な契約書が作成された事案に

おいて，「上告人（注：定期傭船者）としては，各船舶を企業組織の一部として，右契約

の期間中日常的に指揮監督しながら，継続的かつ排他的，独占的に使用して，上告人の

事業に従事させていたというのも，また，原審の確定した事実である。原審は，これら

の事実関係の下において，上告人は，船舶所有者と同様の企業主体としての経済的実体

を有していたものであるから，右各船舶の航行の過失によって被上告人所有の掃海艇に

与えた損害について，商法７０４条１項の類推適用により，同法６９０条による船舶所

有者と同一の損害賠償義務を負担すべきであるとしたが，この判断は，正当として是認

することができる。（略）」と判示した。 

２ 本研究会において，一般的に，定期傭船者について商法第７０４条第１項の規律を

及ぼすべきか，そして，例えば，上記平成４年判例を参考にして，同項につき，船舶

賃借人のほかに，「自己の事業の遂行のため，他人の所有する船舶及びその船員を継

続的かつ独占的に使用する者」を加え，一定の場合の定期傭船者の対第三者責任を明

文化するか否かについて，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 外航においては，一般に，定期傭船に係る船舶が衝突したような海技事項につい

ての責任は，船長を選任監督している船舶所有者にあると考えられており，船舶所

有者が船舶保険を付することにより対処している。実務上，定期傭船者が船舶保険

を付することはほとんどない（定期傭船者は，荷主との間の運送契約上貨物に係る

責任を負うことはあるので，賠償責任保険を付することはある。）。 

・ 上記平成４年判例の事案は，内航において，船舶建造時から長期間，定期傭船者

が船舶をコントロールしていたという特殊なものであるが，外航においては，その

ようなケースは見られない。上記の判決後も，実務では，船舶保険を付している船
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舶所有者が責任を負うという前提で，事故処理がされている。 

・ 内航においても，海技事項についての責任は，船舶所有者にあると考えるのが一

般的である。 

・ ペーパーカンパニーと定期傭船契約を締結した場合に船舶賃貸借に近い実態があ

るとの指摘は，適切でない。現在の外航では，船舶管理会社が船舶所有者に代わっ

てその業務を行っているところ，船舶管理会社が船舶保険を付することも多い。 

・ 上記平成４年判例の時代と異なり，現在では，船舶管理業という業態が確立して

おり，仮に船舶所有者が単なる登録上の所有者にすぎないとしても，その者の契約

上の義務を定期傭船者が代わりに引き受けることはない。 

・ 船舶所有者は，船舶という高額な資産を有しているので，定期傭船者に責任を負

わせることが被害者保護になるとは限らない。 

・ 我が国の法制では，イギリスやアメリカにおけるアレストと異なり，船舶の差押

えが困難であるため，大手船会社であることが多い定期傭船者に責任を負わせるべ

きという議論が出てきたのではないか。 

・ 主要海運国であるイギリス，アメリカ，ノルウェー，オランダ，ギリシャ，フラ

ンス，ドイツでは，船舶所有者が海技事項についての責任を負い，定期傭船者はそ

の責任を負わないとされている。 

３ 以上によれば，一般的に，定期傭船者について商法第７０４条第１項の規律を及ぼ

すことは相当でなく，これを準用しないものの，事案によっては船舶賃貸借の規定を

類推適用する余地もあると整理することが相当であると考えられる。 

 

４ 複合運送等 

⑴ 複合運送 

ア 上記１から３までのとおり，多くの規律が陸上運送・国内海上運

送・国内航空運送に共通し，運送契約の総則的規定を設けることが可

能になることを前提として，複合運送に関し，損害発生区間が不明な

場合には当該損害は最も距離の長い運送区間で生じたものと推定する

旨の規律を商法に設ける方向で，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 陸上・海上・航空という複数の運送手段を利用する運送を単一の契約によって引き

受ける複合運送に関する規律は，現行法上，必ずしも明らかでない。 

（注１）ＪＩＦＦＡ作成の国際複合一貫輸送約款第２２条では，国際海上運送を含む複合運

送について，①実運送人の陸上運送中に損害が生じたときは，複合運送人は，実運送契

約の内容に沿った責任を負い，②損害発生区間の証明がないときは，海上区間において

損害が発生したものとみなし，国際海上物品運送法等に規定する範囲で責任を負うと定

めている。 

（注２）ドイツでは，複合運送にも運送契約の総則的規律が適用されることを原則としつつ，

損害発生区間が判明した場合には，複合運送人の責任は，当該区間に適用される規律に

よるとされる。 
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オランダでは，複合運送について，損害が生じた運送区間に適用される規律によるこ

とを原則としつつ，損害発生区間が不明な場合には，運送人は，いずれの区間において

も責任を負わないことを証明しない限り， も賠償額が高額な区間に適用される規律に

より責任を負うとされる。 

韓国では，海上運送を含む複合運送について，損害が生じた運送区間に適用される規

律によることを原則としつつ，損害発生区間が不明な場合には，① も距離が長い区間

に適用される規律により，②その区間を定めることができないときは， も運賃が高い

区間に適用される規律によるとされる。 

中国では，海上運送を含む複合運送について，損害が生じた運送区間に適用される規

律によることを原則としつつ，損害発生区間が不明な場合には，海上運送に関する規律

によるとされる。 

２ 本研究会において，複合運送に関する規律の在り方につき検討を行ったところ，次

のような指摘があった。 

・ 複合運送に関する規律について，従前から，ユニフォーム・システム（複合運送

独自の統一的な規律を設けるべきとの考え方）によるか，ネットワーク・システム

（運送区間ごとにその運送手段に応じた規律に服するとの考え方）によるかという

議論がされてきたが，これは，運送法制が強行規定とされ，運送手段ごとに異なる

規律が適用される局面で生じたものである。 

・ ドイツにおいて複合運送に関する立法がされたのは，複合運送に係る約款の有効

性が争われた際に，その判断の前提として商法上のデフォルト・ルールは何かが問

題となって，議論が高まったことによるものであり，我が国でも，同様の形で問題

が提起される可能性はある。 

・ 航空会社の複合運送の実例としては， 初に海上運送を行い，途中で積み替えて

航空運送を行う形態もある。この場合には，裏面約款を記載した通し運送状が発行

され，モントリオール条約に近い責任限度額が設定されている。 

・ ユニフォーム・システムのような考え方に立ち，複合運送人の責任について，実

運送人の責任と同様としない場合には，複合運送人が求償し得ない負担を強いられ

ることも考えられ，競争力の低下が懸念される。 

・ トラックの貸切りによる複合運送の場合は，荷主において運送手段や経路を把握

していると思われるが，路線貨物や宅急便等の場合は，これらを把握していないの

が通常である。 

（注）標準貨物自動車運送約款第１６条では，運送人は，荷送人の利益を害しない限り，

他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送することがあ

り得る旨を定めている。 

・ 海上運送についても，約款により運送手段の変更が許されているが，発着地，本

船名等を特定して個別の運送契約を締結しており，自由な変更が可能であるとの認

識はそれほどないのではないか。 

・ 運送手段の変更の余地がある実務の在り方や，荷主は貨物保険を付することがで

きること等を考慮すると，運送品の損傷等による損害賠償額についての荷主の予見
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可能性は，それほど重視されておらず，運送手段ごとに異なる規律が適用されると

してもやむを得ないのではないか。 

・ モントリオール条約第３８条第１項では，一部が航空機により行われる複合運送

の場合に，同条約が航空運送の部分についてのみ適用されると規定しており，これ

は，基本的に，損害が生じた運送区間に適用される規律によることに沿うものでは

ないか。 

・ 複合運送に関する規律を設ける場合には，運送契約の総則的規定が適用されるこ

とを前提として，請求原因や抗弁の関係を含め，具体的な規律を想定しながら議論

をする必要がある。 

３ 上記２の指摘に加え，諸外国の法制の在り方等を踏まえると，複合運送に関する整

理としては，運送契約の総則的規定が適用されることを前提として，①複合運送人の

注意義務違反による責任を追及する荷主が，請求原因として，複合運送に係る運送期

間中に損害が生じたことを主張し，次に，例えば，②運送人が航海過失免責等の海上

運送の特則の適用を主張する場合には，抗弁として，事故発生区間が海上区間であっ

たこと（損害が生じた運送区間において適用される規律によること）を主張すること

ができると考えられる。 

また，荷主が，請求原因として，堪航能力担保義務違反という海上運送の特則の適

用を主張する場合には，自ら，事故発生区間が海上区間であったことを主張すること

になると考えられる。 

（注）モントリオール条約との調整に関し，強行法的な条約の適用は妨げないというような

包括的な規定を設けることもあり得るが，一般に，条約は，法律に優先すると解されて

いるため，特段の規定がなくてもそのような結論になると考えられる。 

４ 本研究会においては，損害発生区間が不明な場合の取扱いに関し，例えば，主たる

運送区間，すなわち， も距離の長い運送区間で損害が生じたものと推定することに

ついても，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 実務上，損害発生区間が不明なケースとしては，コンテナの荷崩れ，冷凍貨物の

解凍，積付け不良による破損，汗濡れ等がある。ただし，積付け不良による破損や

汗濡れについては，荷造りの問題なのか，運送上の取扱いの問題なのか等，判別し

難いことがあり，責任追及が困難なことが少なくない。 

・ ＪＩＦＦＡ作成の国際複合一貫輸送約款と同様に，少なくとも海上区間を含む複

合運送については，損害発生区間が不明な場合には，海上区間において損害が発生

したものとみなすべきである。同約款は，我が国が海に囲まれた島国であり，海上

運送の占める割合が高いという事情を考慮したものであり，合理的である。なお，

同約款を利用した複合運送において，損害発生区間が不明な事案では，荷主は，複

合運送人に対し，海上区間において損害が生じたとみなした場合の責任限度額に従

い損害賠償請求が可能であるが，複合運送人は，海上運送をした実運送人に対し，

求償することはできない。 

・ 陸上・海上の複合運送の場合だけでなく，陸上・航空や海上・航空の複合運送に

も適用され得る規律を検討する必要がある。 
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・ 国内の複合運送については，運送手段ごとの規律の差異が少なく，約款による対

処もされているため，損害発生区間が不明な場合の規律がなくても，大きな問題は

生じないのではないか。 

５ 以上によれば，多くの規律が陸上運送・国内海上運送・国内航空運送に共通し，か

つ，商法の規定のほとんどが任意規定であることから，複合運送に関する規律の要否

につきなお留意が必要ではあるが，基本的には，任意規定として本文のような規律を

設ける方向で，他に具体的に適切な規律があり得るか等も踏まえつつ，引き続き検討

すべきである。 

 

イ 運送品に損傷等がある場合の荷受人の通知期間（前記１⑺，⑻イ）

や，運送人の責任の消滅期間（前記１⑼）に関する起算点等の規律に

関し，複合運送に係る最後の運送区間に適用される規律によるとする

考え方については，上記アの結論も踏まえ，引き続き検討してはどう

か。 

（補足説明） 

１ 例えば，複合運送人Ａが，航空運送人Ｂを利用した後，着地の陸上運送を自ら行い，

荷受人がＡの契約責任を追及する場合において，航空運送中の事故であることが判明

したときは，Ａの抗弁において，荷受人の通知期間や複合運送人の責任の消滅期間を

いつから起算するかが問題となる。上記本文アの補足説明３の基本的な考え方（損害

が生じた運送区間において適用される規律によることができること）を貫徹すると，

ＢからＡへの引渡し時を通知期間等の起算点と主張することができることになるが，

本文イの考え方によると，Ａから荷受人への引渡し時がその起算点となる。前者の考

え方によると，荷受人が事実上Ａの責任を追及し得ない場合があり，他方，後者の考

え方によると，Ａが事実上Ｂに求償し得ない場合がある。 

この点に関する規律は，現行法上，必ずしも明らかでない。 

（注）ドイツでは，荷受人の通知の方式及び期間について， 後の運送区間に適用される規

律によれば足りるとされているため，通知期間の起算点は，荷受人に対する引渡し時が

基準となる。また，消滅時効の起算点が引渡し時である場合には，荷受人に対する引渡

し時を基準とし，運送法通則の消滅時効に関する規律よりも早く時効消滅することはな

いとされる。 

韓国及び中国には，この点に関する規定は存しない。 

２ 本研究会において，ドイツを参考にした本文のような考え方につき検討を行ったと

ころ，次のような指摘があった。 

・ 航空機から運送品を降ろしてトラック等に積み替える際は，複合運送人は，若干

の損傷でも全て航空運送人に通知をしているため，その段階で発見されなかった損

傷が荷受人の段階で発見された場合には，トラック等の運送中に損傷が生じたもの

として取り扱うことが多い。 

・ 航空利用運送については，複合運送と実運送とでは通知期間の起算点が異なると

考えられており，複合運送人が求償し得ないリスクを負うことも，やむを得ない。 
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・ ＪＩＦＦＡ作成の国際複合一貫輸送約款第２６条第２項では，複合運送人は，荷

受人への引渡し後９か月以内に訴訟が提起されないときは，一切の責任を免れる

（国際条約や強行的に適用される国内法に抵触するときは，国際条約や当該国内法

が適用される。）旨を定めている。同約款は，損害発生区間が陸上区間又は国際海

上区間のいずれか判明すれば，商法所定の消滅時効又は国際海上物品運送法所定の

除斥期間の規律（いずれも１年）が適用されることを前提としつつ，損害発生区間

が不明な場合につき，荷受人への引渡し後９か月以内に荷主から複合運送人に対す

る訴えが提起されるようにすることにより，残り３か月で，複合運送人から実運送

人に対する求償請求を行うためのものである。 

・ 商法に本文のような考え方を規定すると，上記約款のような実務が困難になるの

ではないか。 

・ 上記１のような問題は，複合運送の場合だけでなく，実運送として同一の運送手

段を用いる利用運送の場合にも生じ得る。 

・ モントリオール条約第３８条第１項では，一部が航空機により行われる複合運送

の場合に，同条約が航空運送の部分についてのみ適用されると規定しているため，

強行法的にＢからＡへの引渡し時が起算点とされる可能性があり，その場合には，

本文のような考え方とは異なる結論になるのではないか。 

３ 以上によれば，我が国の実務上，基本的には本文イのような考え方に基づく運用が

されていると思われるものの，複合運送自体の特則と位置付けることの当否や，実務

に与える影響等に留意しつつ，上記本文アの結論も踏まえ，引き続き検討すべきであ

る。 

 

⑵ 相次運送 

ア 同一運送手段の相次運送 

陸上運送の相次運送人に関する現行法の規律（商法第５７９条等）

を国内海上運送［及び国内航空運送］に及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 相次運送人とは，ある運送人が荷送人から引き受けた運送につき，他の運送人が荷

送人のためにする意思をもって相次いで運送を引き受ける場合をいい，全部の運送を

引き受けた利用運送人が実運送人を下請として用いる場合は，これに含まれないとさ

れる（大審院明治４５年２月８日判決・民録１８輯９３頁）。 

陸上運送の相次運送人については，任意規定として，次のような規律がある。 

① 相次運送に係る各運送人は，運送品の滅失等につき，連帯して損害賠償責任を

負う（商法第５７９条）。 

② 相次運送に係る後の運送人は，前の運送人に代わり権利を行使する義務を負い，

後の運送人が前の運送人に対して弁済したときは，前の運送人の権利を取得する

（商法第５８９条，第５６３条）。 

国内海上運送については，上記①の規律はある（商法第７６６条）が，上記②の規

律はない。国際海上運送についても，同様である（国際海上物品運送法第２０条第２
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項）。 

国際航空運送については，二以上の運送人が相次いで行う運送であって当事者が単

一の取扱いとしたものの場合には， 初の運送人は荷送人に対し， 後の運送人は荷

受人に対し，損害発生区間の運送人は荷送人及び荷受人に対し，それぞれ責任を負い，

これらの相次運送人の責任は連帯責任とされている（モントリオール条約第３６条）。 

（注）標準貨物自動車運送約款第５５条では，連絡運輸の場合に，運送品の滅失等につき，

他の運送事業者と連帯して損害賠償責任を負うとされている。 

２ 本研究会において，同一運送手段の相次運送に関する規律の当否につき検討を行っ

たところ，次のような指摘があった。 

・ 陸上運送については，路線混載貨物や鉄道通運に関し，集荷側の運送業者と配達

側の運送業者が異なることがあり，この場合は，通しの利用運送契約は締結されて

おらず，連絡運輸に当たると考えられる。 

・ トラックについては，かつて営業区域が制約されており，例えば，東京から大阪

までの運送を一つの会社で引き受けることができなかったため，連絡運輸協定の締

結により対応していた。現在では，規制緩和により，連絡運輸協定の必要もなくな

り，連絡運輸が利用されなくなったのではないか。 

・ 海上運送については，利用運送の形態を採っており，相次運送の実例を聞いたこ

とはない。 

・ 国内航空運送については，自社便が運航していない路線などにおいて相次運送の

取扱いがされているかもしれないが，約款上，連帯責任を負う旨の規定はなく，商

法第５７９条の規律が及ぶことには違和感がある。 

３ 以上によれば，海上運送につき既に上記１の①の規律があり，国際航空運送につき

相次運送の規律があることに照らすと，少なくとも国内海上運送・国内航空運送につ

いて，任意規定として上記１の①②の規律を補完することが考えられるが，海上運送

及び航空運送について相次運送の実例に乏しいようでもあり，その規律の当否につき

引き続き検討すべきである。 

 

イ 異なる運送手段の相次運送人 

異なる運送手段の相次運送については，商法に規定を設けないこと

としてはどうか。 

（補足説明） 

陸上・海上・航空にまたがる相次運送については，商法に規律がないと解されている

（海陸相次運送につき商法第５７９条の準用を否定した大審院明治４４年９月２８日判

決・民録１７輯５３５頁）。 

本研究会において，このような相次運送に関する規律を設けることの当否につき検討

を行ったところ，上記本文アのとおり，相次運送の実例が少ないこともあり，上記本文

⑴の複合運送に関する規律を検討すれば足りるとの意見が大勢であった。 

以上によれば，異なる運送手段の相次運送について，商法に規定を設けないことが相

当であると考えられる。 
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５ 運送証券及び海上運送状 

⑴ 船荷証券 

ア 国内海上運送に関する商法上の船荷証券の規律に関し，これを国際

海上物品運送法上の船荷証券に合わせて整備するか，又はこれを削除

する（国際海上物品運送法に端的に船荷証券の規定を設ける）かにつ

いて，今後，より広い関係者間において議論を継続すべきである。 

（補足説明） 

１ 商法は，国内海上運送の船荷証券について規定しているが，国際海上物品運送法上

の船荷証券とは規律の異なる点（下記本文イからエまで参照）がある。 

２ 本研究会において，商法上の船荷証券に関する規定の要否につき検討を行ったとこ

ろ，次のような指摘があった。 

・ 国内海上運送の船荷証券は，１９７０年代に沖縄航路で利用していた記憶がある

が，現在では，利用していない。 

・ 国内海上運送の船荷証券の発行を求められた場合には，実務上拒むことになると

考えられる。 

・ 船荷証券は，国際海上運送についてしか利用されないのに，国際海上物品運送法

第１０条において，実務上全く利用のない陸上運送の貨物引換証や国内海上運送の

船荷証券に関する規定を準用するのは，分かりにくい。 

・ 船荷証券については，荷主が運送中の運送品を譲渡した場合に，運送人に対して

指図による占有移転をしなくても，船荷証券の交付により，運送品の引渡しと同視

されて対抗要件を具備する（物権的効力。商法第７７６条，第５７５条）ところ，

商法上の船荷証券の規定を削除すると，このような効力が否定される。 

・ 諸外国の法制においても，国内・国際海上運送を区別せず，船荷証券の規律を定

めるものが多い。 

３ 以上のとおり，本文のいずれの方針を採用すべきかについては，両論があり，法律

の分かりやすさや，将来的に，国内海上運送中に運送品の譲渡がされるか否か等を踏

まえる必要があるため，今後，より広い関係者間において議論を継続すべきである。 

（注）本文イ以下では，商法上の船荷証券の規律を整備する方針を採用した場合の規律の在

り方について，記述する。 

 

イ 船荷証券の発行者 

(ｱ) 商法上の船荷証券について，現行法の規律（商法第７６７条から

第７６９条まで）に代えて，運送人（代理人を含む。）［又は船長］

をその発行者及び署名者としてはどうか。 

(ｲ) 船長等の請求により荷送人が船荷証券の謄本を交付しなければな

らない旨の規律（商法第７７０条）は，削除することとしてはどう

か。 

（補足説明） 

１ 本文(ｱ)について 
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⑴ 商法は，船主船荷証券の立場を採っているといわれ，同法上の船荷証券の発行者

は，船舶所有者（代理人を含む。）又は船長であり，その署名者は，船長（代理人

を含む。）である（同法第７６７条から第７６９条まで）。 

これに対し，国際海上物品運送法は，基本的には運送人船荷証券の立場を採って

いるといわれ，同法上の船荷証券の発行者及び署名者は，運送人（代理人を含

む。）又は船長である（同法第６条，第７条）。 

（注１）国際海上物品運送法では，船長は，運送人から権限を与えられなくても，当然に

船荷証券の発行権限を有しており，例えば，運送人が船舶所有者を下請運送人として

利用する場合であっても，荷送人は，船長に対し，船荷証券の発行を請求することが

できると解されている。 

（注２）ロッテルダム・ルールズ第３８条では，運送書類は運送人又はその代理人により

署名されなければならないとされ，署名者として明示的に船長を掲げていない。 

⑵ 本研究会において，基本的に運送人船荷証券の立場に改めることにつき検討を行

ったところ，実務上は，海上運送人や海運代理店が出航後に船荷証券を発行するの

が一般的であり，海運代理店等の担当者が海上運送人の代理人として署名をしてい

るとの指摘があり，さらに，航海傭船者が再傭船契約を締結した際に船荷証券を発

行することを可能にするためにも，運送人船荷証券の立場に改めることにつき異論

はなかった。 

（注）ただし，運送人船荷証券の基本的な考え方に加え，上記のとおり，船長自ら船荷証

券の発行行為をしているわけでもないこと等から，船長に独自の発行権限を認めるべ

きかについては疑問があるとの指摘があった。 

⑶ 以上によれば，基本的には，船荷証券の発行者及び署名者につき，運送人船荷証

券の立場に改めることが相当であると考えられる。 

２ 本文(ｲ)について 

商法上も，国際海上物品運送法上も，荷送人は，船長等の請求により船荷証券の謄

本を交付しなければならない（商法第７７０条，国際海上物品運送法第２０条第１

項）。 

本研究会において，この規律を維持すべきか否かにつき検討を行ったところ，実務

上，謄本の交付は求めておらず，船積みに関する情報につき，事前にデータ送信した

り，船積船荷証券の元データとなるもののコピーを事後的に提供したりして，船長等

に提供しているとの指摘があった。 

以上によれば，本文(ｲ)の規律を削除することが相当であると考えられる。 

３ 船荷証券の電子化 

本研究会においては，ＢＯＬＥＲＯ等の民間のシステムを利用した船荷証券の電子

化についても検討を行ったところ，①かつては，インボイスやパッキングリスト等の

船積書類に紙媒体のものが多く，船荷証券のみを電子化しても実益に乏しいため普及

が進まなかったが，近時は，再び船荷証券の電子化の要望を受けることがある，②電

子化のためにはＢＯＬＥＲＯの会員になる必要があり，どこまで普及が進むかは不分

明であるとの指摘があった。 
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なお，ＢＯＬＥＲＯを利用する際には，当事者（荷送人，荷受人，運送人）の同意

が前提となるところ，船荷証券交付義務に関する商法第７６７条は，荷送人からの請

求があった場合に運送人が証券を交付することとしているだけであり，ＢＯＬＥＲＯ

の利用の妨げにはならないと考えられる。 

以上によれば，現時点で，商法に船荷証券の電子化に関する規律を設ける必要性は，

高いとはいえないと考えられる。 

 

ウ 船荷証券の記載事項 

商法上の船荷証券の記載事項について，国際海上物品運送法上の船

荷証券に合わせて整備してはどうか。 

（補足説明） 

１ 船荷証券の記載事項について，商法第７６９条と国際海上物品運送法第７条第１項

を比較すると，次の表のとおり，相違点がある（相違点は，下線部のとおり）。 

本研究会において，船積船荷証券と受取船荷証券の区別を含め，商法の規定を国際

海上物品運送法に合わせて整備することにつき検討を行ったところ，これにつき異論

はなかった。 

以上によれば，本文のとおり，船荷証券の記載事項を整備することが相当であると

考えられる。 

国際海上物品運送法第７条第１項 商法第７６９条 

① 運送品の種類 

② 運送品の容積若しくは重量又は包若しく

は個品の数及び運送品の記号 

③ 外部から認められる運送品の状態 

④ 荷送人の氏名又は商号 

⑤ 荷受人の氏名又は商号 

⑥ 運送人の氏名又は商号 

⑦ 船舶の名称及び国籍（※） 

 

 

⑧ 船積港及び船積の年月日（※） 

⑨ 陸揚港 

 

⑩ 運送賃 

⑪ 数通の船荷証券を作つたときは、その数

⑫ 作成地及び作成の年月日 

③ 運送品ノ種類、重量若クハ容積及ヒ其荷

造ノ種類、箇数並ニ記号 

 

 

④ 傭船者又ハ荷送人ノ氏名又ハ商号 

⑤ 荷受人ノ氏名若クハ商号 

 

① 船舶ノ名称及ヒ国籍 

② 船長カ船荷証券ヲ作ラサルトキハ船長ノ

氏名 

⑥ 船積港 

⑦ 陸揚港但発航後傭船者又ハ荷送人カ陸揚

港ヲ指定スヘキトキハ其之ヲ指定スヘキ港

⑧ 運送賃 

⑨ 数通ノ船荷証券ヲ作リタルトキハ其員数

⑩ 船荷証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 

＊ （※）は，受取船荷証券には適用されない項目である。 

２ 船荷証券に運送人の氏名・商号の記載がない場合の取扱い 

⑴ 船荷証券の記載事項のうち運送人の氏名又は商号に関しては，実務上，「for the 
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Master（船長のために）」等の記載と共に傭船者の署名がされる場合のように，運

送人の氏名又は商号が証券上に明確に記載されないことも少なくないといわれる。 

この点につき， 高裁平成１０年３月２７日第二小法廷判決・民集５２巻２号５

２７頁は，ニューヨーク・プロデュース書式に基づく定期傭船契約（船長が傭船者

代理店に対して船長のために船荷証券に署名する権限を与える約定がある。）によ

って傭船されている船舶の積荷につき，代理店が「船長のために」という表示を付

して署名をして船荷証券を発行した事案に関して，常に定期傭船者のみが船荷証券

に表章された運送契約上の請求権についての債務者となるものではなく，船舶所有

者も当該債務者となり得るのであって，船荷証券所持人との関係で運送人が誰であ

るかは，船荷証券の記載に基づいて確定することを要する旨判示し，当該事案にお

いて，船舶所有者を当該債務者と認定した原審の判断を是認している。 

（注１）ドイツ商法第５１８条では，船長によって発行された船荷証券に運送人が記載さ

れていない場合には，船舶所有者が運送人の代わりに船荷証券に基づき権利を有し義

務を負うとされている。 

（注２）ロッテルダム・ルールズ第３７条第２項では，運送書類の契約明細が運送人を特

定していない場合には，船舶の登録船主を運送人と推定するとされている。 

⑵ 本研究会において，例えば，定期傭船契約の目的とされた船舶の船長が第三者と

の間の運送契約に係る船荷証券を交付した場合において，当該船荷証券に運送人の

氏名又は商号の記載がないときは，船舶所有者を運送人と推定する旨の規律を設け

るべきか否かについても，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 「for the Master」の記載のある船荷証券は，傭船されている不定期船の運送品

につき発行されることが多い。国際商業会議所（ＩＣＣ）の荷為替信用状に関す

る統一規則及び慣例（以下「信用状統一規則」という。）では，原則として運送

人を明示しなければならないとされたが，傭船契約を摂取した船荷証券について

は例外があるため，問題状況はあまり変わっていない。 

・ 船舶所有者は本船という資産を有しているため，船舶所有者を運送人と推定し

てその資産の差押えを可能とする方が，荷主の保護に資する。 

・ イギリスの判例では，「for the Master」の記載のある船荷証券について，船舶

所有者が責任主体であるとされており，海運業界の関係者は熟知しているが，船

荷証券上大きな記載のある傭船者に対してではなく，その記載のない船舶所有者

を特定してその責任を追及することは，必ずしも容易ではない。 

・ 事案によっては，カムフェア号事件（東京地裁平成９年９月３０日判決・判例

タイムズ９５９号２６２頁）のように，定期傭船者を運送人と認めるべき場合も

あるため，推定規定を設けることにより船舶所有者が運送人であると一律に判断

されることにならないよう，留意する必要がある。なお，同判決において定期傭

船者を運送人と認めた理由としては，運送賃請求権及び先取特権・留置権が定期

傭船者に帰属すること，当該船荷証券に具体的な船舶所有者の名称がなく，具体

的な顕名がされていないこと等が挙げられている。 

・ 商法第５０４条は，商行為の代理人が顕名しないで商行為をした場合につき，
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本人又は当該代理人のいずれにも履行の請求をする余地を認めているのであり，

船舶所有者を運送人と推定することが適当かどうか，疑問もある。 

⑶ 以上のとおり，我が国の裁判例やこれと異なるイギリスの判例等を踏まえると，

商法に上記⑵のような規律を設けることには困難が多いと考えられる。 

 

エ 文言証券性 

(ｱ) 商法上の船荷証券の文言証券性に関する規律（同法第７７６条，

第５７２条）について，国際海上物品運送法第９条所定の船荷証券

の規律に合わせて文言を整備してはどうか。 

(ｲ) 商法上の船荷証券の記載事項のうち運送品の種類，数量及び記号

について，原則として荷送人の通告に従って運送人が記載し，荷送

人が通告内容の正確性を担保することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文(ｱ)について 

⑴ 商法上の船荷証券について，運送に関する事項は，運送人と所持人との間におい

ては船荷証券の定めるところによる（文言証券性。商法第７７６条，第５７２条）。

これは，平成４年改正後の国際海上物品運送法第９条と同様の規律であると解する

見解が一般的である。 

本研究会において，本文(ｱ)のとおり文言を整備することにつき検討を行ったと

ころ，これにつき異論はなかった。 

以上によれば，基本的には，本文(ｱ)のとおり改めることが相当であると考えら

れる。 

（注）文言性の認められる記載の範囲について，ヘーグ・ヴィスビー・ルールズ第３条第

３項及び第４項は，①物品の識別のため必要な主要記号，②個品の数・容積・重量，

③外部から認められる物品の状態の３事項に限定している。 

これに対し，国際海上物品運送法上の船荷証券は，記載事項により異なる効力を有

すると複雑であること等から，上記の規律より広く，記載内容一般に文言性が認めら

れるとしている。 

この点に関し，海上運送状について運送品に関する記載に限り文言性を認めること

とする場合（後記本文⑶参照）には，船荷証券の文言性の認められる記載の範囲も見

直すべきではないかとの指摘があった。 

⑵ 本研究会において，空券や品違いにより船荷証券の記載に沿った運送品を引き渡

すことができない場合に，船荷証券の文言性に基づき債務不履行に基づく損害賠償

責任を負うのか，又はその要因証券性から債務不履行に基づく損害賠償責任を負わ

ないのかについても検討を行ったところ，現在は，ブッキングから船荷証券の発行

まで一貫して管理するシステムであり，空券の事案はまれであり，詐欺事案におい

てコンテナ内に運送品がなかったケースでは，不知文言により対処しているとの指

摘があった。このように，立法の必要性が高いとはいえない中で，貨物引換証に関

する空券についての大審院大正２年７月２８日判決・民録１９輯６６８頁や，倉荷
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証券に関する品違いについての大審院昭和１１年２月１２日判決・民集１５巻３５

７頁の判例の射程も不明であるから，現在の取扱いを維持し，引き続き解釈に委ね

ることが考えられる。 

２ 本文(ｲ)について 

⑴ 国際海上物品運送法上の船荷証券については，船荷証券の記載事項のうち運送品

の種類，数量及び記号について，①運送人は，荷送人の書面による通告があったと

きは，原則としてその通告に従って記載しなければならず，②荷送人は，運送人に

対し，その通告が正確であることを担保するとされている（同法第８条）。 

商法には，このような規律は存しない。 

上記①の趣旨は，運送人としては運送品に関する情報は荷送人の通告に頼らざる

を得ないところ，運送人が所持人に対する損害賠償責任を避けるために無制限に不

知文言を記載し得るとすれば，荷送人の利益が害されることを踏まえ，両者の利益

の調整を図ったものとされる。また，上記②の趣旨は，船荷証券の記載内容に誤り

があった場合に，その文言証券性により運送人は所持人に対し損害賠償責任を負う

ことから，誤った通告をした荷送人への求償を可能とするものとされる。 

⑵ 本研究会において，商法に上記⑴の①②の規律を設けることにつき検討を行った

ところ，これにつき異論はなかった。 

なお，上記⑴の①に関し，運送品の種類につき荷送人から申告された情報の全て

を記載する必要があるのか等の細かな問題があるとの指摘があった。この点につい

ては，運送人は，運送の目的物としての運送品を表示する義務を負うにとどまるこ

と，申告された情報の全てを記載するときは，運送人に過大な負担を強いることも

あり得ること等から，運送人は，運送の目的物として同一性を認識し得る範囲にお

いて船荷証券に記載すれば足りると解する見解が有力である（戸田修三・中村眞澄

編「注解国際海上物品運送法」１７０頁）。 

⑶ 以上によれば，商法に本文(ｲ)の規律を設けることが相当であると考えられる。 

 

オ 法律上当然の指図証券性 

商法及び国際海上物品運送法上の船荷証券に関する法律上当然の指

図証券性に関する規律を削除するか否かについては，より広く実務の

在り方を踏まえ，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 船荷証券については，現行法上，法律上当然の指図証券とされ，記名式であるとき

でも，裏書を禁ずる旨の記載（「裏書禁止」，「Non-negotiable」等）がない限り，裏書

によって譲渡することができる（商法第７７６条，第５７４条，国際海上物品運送法

第１０条）。 

２ 本研究会において，この規律の当否につき検討を行ったところ，次のような指摘が

あった。 

・ 諸外国の法制では，記名式の船荷証券（Straight B/L）は裏書によって譲渡するこ

とができないとされており，我が国の法制には違和感がある。 
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・ 現在の世界海運で圧倒的な影響力のあるイギリスはもとより，アメリカ，ドイツ，

フランス，中国等でも，記名式の船荷証券につき法律上当然の指図証券性は採用さ

れておらず，仮にこのような法制に改めたとしても，裏書譲渡を許容する場合には，

発行者が指図文句を記載すれば足りる。 

・ アメリカの連邦船荷証券法によれば，common carrier が Non-negotiable B/L を発

行する場合には，「Non-negotiable」と記載しなければならないとされるが，実務上

は，船荷証券の書式において，「to order」との記載がない限りは Non-negotiable で

あるとの注記があるので，積極的に「Non-negotiable」と記載しているわけではな

い。 

・ 我が国の法制においても，裏書譲渡を望まない場合には，海上運送状を発行した

り，船荷証券に裏書禁止と記載したりすれば足りる。しかし，実務では，裏書禁止

の記載をしていないために，記名式の船荷証券の紛失リスクがある。 

・ 法律上当然の指図証券性により生じた具体的なトラブルは，あまり聞いたことが

ない。 

・ 我が国の法制が比較的少数派に属するとしても，北欧諸国やスペインは，我が国

と同様の法制を採っていたはずであり，特異な法制とまではいえない。 

・ 改正直後を中心に，新旧の証券が流通して混乱が生ずるおそれもある。 

３ 以上によれば，改正の必要性，アメリカのような実務上の工夫の余地がないのかど

うか，倉荷証券とのバランス（商法第６０３条）等，より広く実務の在り方等を踏ま

え，引き続き検討すべきである。 

 

カ 受戻証券性 

商法及び国際海上物品運送法上の船荷証券に関する受戻証券性に関

する規定については，これを維持してはどうか。 

（補足説明） 

１ 受戻証券性 

⑴ 船荷証券については，現行法上，受戻証券性が認められ，船荷証券と引換えでな

ければ運送品の引渡しを請求することができないとの規定がある（商法第７７６条，

第５８４条，国際海上物品運送法第１０条）。 

船荷証券の到着が運送品の到着より遅れた場合等に，証券の交付と引換えでなく

運送品の引渡しをしたこと（仮渡し）に関連して，かつては，商法第５８４条の文

言上，証券の交付と引換えでない運送品引渡しの拒絶義務を運送人に課すべきか否

かについて学説上争いがあり，議論がされていた。もっとも，近時は，運送人が，

船荷証券所持人から損害賠償請求を受けるリスクを承知の上で，自己の責任におい

て証券の交付と引換えでなく運送品を引き渡すこと自体は，広く許容されているよ

うである。 

⑵ 本研究会において，かつての議論に基づく混乱を避ける観点から，手形法第３９

条第１項の受戻証券性の表現を参考にして，「運送人は，運送品の引渡しに際し，

船荷証券所持人に対し，当該船荷証券を交付すべきことを請求することができ
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る。」旨の表現に形式的に改めることにつき検討を行ったところ，現在では，その

ような誤解はないのであるから，表現を改める必要はないとの指摘があった。 

⑶ 以上によれば，商法の受戻証券性に関する規定を維持することが相当であると考

えられる。 

２ 保証渡し及び誤渡し 

⑴ 本研究会においては，保証渡し（仮渡しの際に銀行や荷受人等の保証状が差し入

れられるもの）や誤渡しの場合における運送人の船荷証券所持人に対する責任に関

し，特に次の規律の適用があるか否かについても検討を行った。 

① 損害額の定額化に関する規律（国際海上物品運送法第１２条の２，第１３条

の２参照） 

② 責任限度額に関する規律（同法第１３条，第１３条の２参照） 

③ 除斥期間に関する規律（同法第１４条参照） 

（注）中国では，司法の規範（原本船荷証券との引換えなしに運送品を引き渡した事件の

審理に際する法律の適用における若干の問題に関する 高人民法院の規定）により，

船荷証券の交付と引換えでなく運送品の引渡しをした運送人の責任につき，次のよう

に定められている。 

・ 上記①の規律に関し，損害賠償の額は，船積み時における運送品の価額に運送賃

及び保険料を加えて算出する。 

・ 上記②の規律の適用はなく，上記③の規律の適用はある。 

⑵ 上記の点については，次のような指摘があった。 

・ 上記⑴の①②について，誰が証券所持人であるかを確認せずに保証渡しを行っ

た場合は，国際海上物品運送法第１３条の２所定の故意又は無謀な行為に当たり，

これらの規律の適用はないのではないか。 

・ 保証渡しの相手方が 終的に証券を取得すべき者であり，単に証券の到達遅延

のために証券を所持していないにすぎないことを認識していた場合には，必ずし

も無謀な行為に当たるとはいえないのではないか。 

・ 従来，上記⑴の②については，運送品の物理的滅失とは別に，保証渡しの場合

にまで責任限度額に関する規律が及ぶのかという観点から，議論がされてきたも

のである。 

・ 上記⑴の①②の問題は，国際海上物品運送法第１３条の２所定の故意又は無謀

な行為に当たるか否かの解釈により解決すべき問題ではないか。 

・ 保証渡しにつき，上記⑴の③の規律（除斥期間）の適用があるとした判例（

高裁平成９年１０月１４日第三小法廷判決・海事法研究会誌１４５号５９頁）の

結論に，特に異論はない。 

⑶ 以上によれば，この点については，議論が熟しているともいい難く，世界的な解

釈の動向等も勘案する必要があるから，現在の取扱いを維持し，引き続き解釈に委

ねることが相当であると考えられる。 
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キ 船荷証券を数通発行した場合の取扱い 

複数の船荷証券所持人から運送品の引渡しを請求された場合には運

送品を供託しなければならない旨の規律について，運送品を供託する

ことができる旨の規律に改めることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，船荷証券を数通発行した場合において，複数の船荷証券所持人から運送

品の引渡しを請求されたときは，運送人は，遅滞なく，運送品を供託し，各所持人に

対してその通知を発しなければならない（商法第７７３条，国際海上物品運送法第１

０条）。 

この義務供託の趣旨については，複数の船荷証券所持人があるために引渡しが遅れ

ると，運送人が損害を被るためといわれている。 

２ 本研究会において，この規律の在り方につき検討を行ったところ，次のような指摘

があった。 

・ 実務上，紛失に備え，船荷証券は３通発行し，海外への輸出の場合には，１通と

他の２通とを別々に送付している。 

・ 上記１のような運送人を保護する趣旨からは，義務供託ではなく，債権者不確知

（民法第４９４条後段）に準じて権利供託を認めれば足り，商法第７７３条の規律

は適切でない。 

３ 以上によれば，本文のとおり，運送人に供託を義務付ける規律を廃止することが相

当であると考えられる。 

 

⑵ 貨物引換証 

陸上運送に関する貨物引換証の規律を削除するか否かについて，今後，

より広い関係者間において議論を継続すべきである。 

（補足説明） 

１ 商法は，陸上運送の貨物引換証について規定しているが，その利用実態はないとい

われる。航空運送に係る運送証券についての規律は存しない。 

２ 本研究会において，貨物引換証に関する規定の要否につき検討を行ったところ，次

のような指摘があった。 

・ 実務上，貨物引換証は利用されていない。 

・ 貨物引換証の交付を請求されても，対応に苦慮することとなる。 

・ 貨物引換証には，船荷証券と同様に，物権的効力（商法第５７５条）等の効力が

認められているところ，このような効力がなくなってもよいのか。 

・ 倉荷証券についての見直しの方向性も踏まえて，検討すべきである。 

・ 陸上運送・海上運送・航空運送の別により，それぞれ証券の記載事項が異なるた

め，単に，運送証券として統一的抽象的な規定を置けば足りるというものではない。

貨物引換証の規律を航空運送に及ぼす必要はあるのか。 

３ この点については，国内海上運送に関する商法上の船荷証券に関する規律と同様に，

今後，より広い関係者間において議論を継続すべきである。 
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⑶ 海上運送状等 

ア 運送人は，荷送人又は傭船者の請求がある場合には，船荷証券の交

付に代えて，運送品の船積み後遅滞なく，船荷証券と同様の事項を記

載した海上運送状を交付しなければならない（荷送人又は傭船者の承

諾がある場合には，当該事項を電磁的方法により提供することもでき

る。）との規律を設けることとしてはどうか。 

イ 運送人は，海上運送状の運送品に関する記載内容が事実と異なるこ

とをもって善意の荷受人に対抗することができないとする（文言性）

とともに，荷送人は，自己が提供した明細の正確性を担保することと

してはどうか。 

（補足説明） 

１ 海上運送状について 

⑴ 我が国では，法令上，海上運送状に関する規定は存しない。 

しかし，実務上，船荷証券を利用しない海上物品運送は北米航路等でも一般的に

なっており，その際に利用される海上運送状（Sea Waybill）は，船荷証券と並ぶ重

要な運送書類の一つである。ロッテルダム・ルールズ及び海上運送状に関するＣＭ

Ｉ統一規則（以下この項目において，単に「ＣＭＩ統一規則」という。）において

も，海上運送状を前提とした規律が設けられている。 

（注１）ドイツでは，商法第５２６条に海上運送状に関する規定を設け，①運送人は，船

荷証券が発行されていないときは，海上運送状を発行することができる（電子的方法

により発行することもできる）こと，②海上運送状は，契約の締結・内容及び運送品

の受取の証拠となることが規定されている。 

このほか，ドイツ商法には，③荷送人は，その旨の記載があるときは，自らが指名

された海上運送状の写しを提示しなければ，運送品処分権を行使することができない

こと（商法第４９１条第３項），④荷受人は，海上運送状に記載された額を上限として，

未払運送賃を支払わなければならないこと（同法第４９４条第２項）も規定されてい

る。 

ドイツ商法には，本文イに関連して，海上運送状の文言性及び荷送人の明細の正確

性担保義務に関する規定はない。 

（注２）フランスには，荷送人の発行する一般的な運送状に関する規定はあるが，海上運

送状の特別な私法上の効力に関する規律はないようである。 

（注３）韓国では，商法第８６３条及び第８６４条の２か条に海上運送状に関する規律を

設け，①運送人は，傭船者又は荷送人の請求により，船荷証券の発行に代えて，海上

運送状を発行することができる（当事者間の合意により，電子的な方法により発行す

ることもできる）こと，②海上運送状の記載事項のうち重量・個数等の記載が正確で

ないことを疑うべき相当の理由があるとき等には，記載を省略することができること，

③海上運送状が発行されたときは，その記載のとおりの運送品の受取又は船積みがあ

ったものと推定されること，④運送人において，海上運送状に記載された荷受人を運

送契約上の荷受人であると信ずるべき正当な理由があるときは，運送人は，責任を免
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れることが規定されている。 

韓国では，本文イに関連して，海上運送状には，船荷証券の文言証券性及び荷送人

の明細の正確性担保義務に関する規定（商法第８５３条第３項，第８５４条第２項）

を準用していない。 

（注４）中国では，海商法第８０条に海上運送状に関する規律を設け，韓国商法における

上記注３の③と同様の事項のほか，海上運送状は譲渡することができないことが規定

されている。 

⑵ 本研究会において，海上運送状に関する規律を設けるべきか否かにつき検討を行

ったところ，次のような指摘があり，本文アのような規律を設けるべきであるとの

意見が大勢であった。 

・ 外航海運における船舶の高速化やコンテナ化により，船舶が目的地に到着した

にもかかわらず，船荷証券が荷受人に届いていないケースが現れた（船荷証券の

危機）。そのため，実務上，船荷証券と引換えでなく，保証状を差し入れて運送

品の引渡し（保証渡し）を受けたり，船荷証券を利用せずに，受戻証券性のない

海上運送状を利用したりするようになったものである。 

・ 現在では，定期船運送の大半が海上運送状により行われているから，商法に規

定を設けることが望ましい。海上運送状の記載事項が法定されておらず，実務上，

不十分な記載のものも見られる。 

・ 現在の外航実務では，ＣＭＩ統一規則がほとんど摂取されている。 

・ 海上運送状の発行主体や署名・記名押印の実務は，印紙税の取扱いを除き，船

荷証券と同様である。 

・ 近では，荷送人に海上運送状の原本を交付せず，そのＰＤＦデータ等を送信

したり，ファクシミリ送信したりすることもある。したがって，海上運送状には，

受戻証券性や処分証券性の規律は，認められるべきでない。 

・ 数年前には，ＢＯＬＥＲＯの枠組みを利用して，電子的に海上運送状が発行さ

れたことがある。この場合には，紙の原本は，想定されない。 

・ 法律で海上運送状の規律を定める場合には，文言性を弱める特約が可能である

か否かや，電子的な海上運送状における署名の意義，海上運送状のＰＤＦデータ

を送付することの効力等についても，検討する必要がある。 

⑶ 次に，本研究会においては，海上運送状に関する規律の内容につき検討を行った。 

ＣＭＩ統一規則は，荷送人と運送人との契約（海上運送状）において摂取した場

合に限り適用される自主ルールであるところ，同規則第５条においては，①運送人

と誠実な荷受人との間では，海上運送状は，これに記載された数量及び状態の運送

品を受け取ったことの確定的な証拠となり，反証が許されないこと（文言性），②

荷送人は，運送品に関して自己が提供した明細が正確であることを担保することを

規定している。 

（注）ロッテルダム・ルールズ第３５条及び第４１条⒞では，荷送人が選択すれば，運送

人は，譲渡不能運送書類を発行する義務を負い，これを発行すると当然に，善意の荷

受人に対して当該運送書類の文言に従った責任を負うとされる。 
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そこで，本研究会において，海上運送状に関連して上記①②の効果を認めるべき

かどうか，また，商法上，海上運送状につき署名（電磁的記録にあっては，電子署

名）を要求するかどうか等につき，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ ＣＭＩ統一規則第５条第２項⒝の「確定的な証拠」とは，日本法にいう文言性

のことであり，我が国の実体法にも規律し得る事項である。現に，ヘーグ・ヴィ

スビー・ルールズ第３条第４項の証拠法的な表現を，国際海上物品運送法第９条

では，「善意の船荷証券所持人に対抗することができない」というような実体法

的な規律として規定している。 

・ 文言性という性質につき，有価証券の流通性に由来するという考え方でなく，

一種の禁反言に由来するという考え方に立てば，海上運送状にこれを認めること

も可能であり，ロッテルダム・ルールズ第４１条⒞において海上運送状の文言性

を認めているのも，後者の考え方に立っていると思う。 

・ 荷主の立場から見ると，船荷証券と海上運送状とは，同様の事項を申告した後

に運送人から交付され，同様の事項の記載があるから，その効果（文言性）も同

様にすべきである。 

・ ＮＶＯＣＣの中には，海上運送状においてＣＭＩ統一規則を摂取しないものも

あるが，これにより文言責任を負わないという利益が正当なものとは想定し難い。 

・ 海上運送状を他の書面と区別する必要があるが，海上運送状の要素としては，

運送契約の締結及び運送人による物品の受取を証する書面であって，船荷証券に

該当しないもの（受戻証券性のないもの）ということが考えられる。 

・ 海上運送状の文言性が認められる記載の範囲は，ＣＭＩ統一規則第５条第２項

と同様に，物品の数量又は状態の記載とすべきである。 

・ 海上運送状については，基本的には，信用状統一規則（ＵＣＰ６００）に従い，

署名を要求すべきである。ただし，実務上は，ＰＤＦデータ等の送信や，ファク

シミリ送信によることもあり，海外からの輸入のケースを考えると，全ての場合

に署名を要求することは困難かもしれない。 

・ ファクシミリ送信による場合でも，原本に署名があるならば，海上運送状を発

行したということができるのではないか。 

・ 署名又は電子署名のない単なるＰＤＦデータを送信した場合には，海上運送状

の発行とはいい難いが，そのような場合でも，運送人がデータを作成・送信した

ものと認められれば，その内容に反する主張は，一般的な禁反言の法理により許

されないと解する余地がある。したがって，署名の有無により規律が大きく異な

ることにはならず，厳密に考える必要はないのではないか。 

以上によれば，基本的には，本文イのような規律を設けることが相当であると考

えられる。 

（注１）海上運送状については，例えば，ＣＭＩ統一規則第６条第２項の規律（荷送人が

荷受人に対して運送品処分権を移転する選択権を有するとした上で，その選択権行使

の時期を運送人が物品を受け取る以前に限定し，その選択権行使の事実を海上運送状

に記載すべきこと等）を商法に規定すべきかどうかも，問題となる。 
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上記の規律は，もともと，荷送人が運送品処分権を有したままであると，荷受人の

地位が不安定であり，信用状取引等で受け入れられなかったことに関係するといわれ

るが，信用状取引等における関係上，当事者間の契約により運送品処分権の移転可能

時期を制限することはともかく，海上運送状が発行された場合に，荷受人の引渡請求

時までの間有すべき荷送人の運送品処分権（商法第５８２条第２項）の譲渡可能性を

法律により一律に制限することは，説明が困難なように思われる。 

（注２）海上運送状に関する規律を設ける場合には，運送品がコンテナー等を用いて運送

される場合に関する国際海上物品運送法第１３条第３項の規定も整備すべきであると

の指摘があった。 

⑷ さらに，本研究会において，海上運送状に関する規律を国内・国際海上運送の双

方に設けるべきかどうかにつき，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 国内海上運送の海上運送状の発行を求められた場合には，実務上拒むことにな

ると考えられ，国際海上運送についてのみ規律を設ければ足りる。 

・ 国際海上運送についても，ＬＮＧ船（液化天然ガス運搬船）のように船荷証券

及び海上運送状が発行されないケースはあるが，荷送人がこれらの交付を請求し

ないため，実務上の問題は生じていない。ロッテルダム・ルールズ第３５条を参

考にして，運送書類を発行しない旨の商慣習がある場合にはその発行義務を課さ

ないとすることも，考えられる。 

以上によれば，上記の点については，商法上の船荷証券の規律の在り方も踏まえ，

引き続き検討すべきである。 

２ 航空運送状 

航空運送状については，荷送人が作成すること（モントリオール条約第７条第１

項）や，記載された契約の締結，貨物の引受け等について証明力を有するが，文言性

の効力は認められていないこと（同条約第１１条）など，海上運送状に係る本文アイ

とは異なる規律となっている。 

そうすると，商法に航空運送状に関する規律を設ける必要性が高いともいえず，商

法第５７０条所定の荷送人が発行する一般的な運送状の問題（前記本文２⑴ア参照）

としてとらえれば足りるとも考えられるところ，本研究会において，特段の異論はな

かった。 

３ 元地回収船荷証券 

⑴ 元地回収船荷証券（Surrendered B/L）とは，「回収済み（Surrendered）」の旨を記

載した記名式船荷証券の写し（表面のみであることが多い。）であり，証券原本が

元地で運送人に回収された後に，当該写しのみが荷送人に交付されて荷受人にファ

クシミリ等により転送され，荷受人は，当該写しの記載に基づき，証券を提示する

ことなく，運送品の引渡しを受けることができる。 

元地回収船荷証券は，実務上，アジア近海航路で利用されることも多いが，我が

国の法令上，これに関する規定はない。 

⑵ 本研究会において，商法に設けるべき規律の有無につき検討を行ったところ，次

のような指摘があった。 
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・ 元地回収船荷証券には，おおむね２種類あり，基本型は，運送人がいったん船

荷証券を荷送人に交付した後，積み地において荷送人が運送人に対し裏書交付す

るものであるが，簡略型は，運送人がスタンプで「Surrendered」と押捺した船荷

証券を 初から作成した上，荷送人にＰＤＦデータを送信したり，ファクシミリ

送信したりするものである。現在では，簡略型の利用が多い。 

・ 元地回収船荷証券は，その裏面約款が荷受人に送付されないことが多く，約款

の効力が荷受人に及ぶかが争われるなど，問題の多い慣行である。 

・ 積極的に利用したくはないが，荷主の求めがあれば元地回収船荷証券を利用せ

ざるを得ず，近時では，中国，韓国，東南アジア等の近距離の航海だけでなく，

アメリカ等の遠距離の航海でも利用されている。 

・ 元地回収船荷証券の利用を抑制するためにも，海上運送状に関する規律を設け

ることが望ましい。 

⑶ 以上によれば，商法に元地回収船荷証券に関する規律を設けることは相当でない

と考えられる。 

 

第２ 運送取扱営業 

運送取扱営業に関する規律を商法に存置するかどうかについては，実務

上の利用実態等を踏まえ，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法上の運送取扱営業とは，自己の名をもって物品運送の取次をすることを業とす

る者をいう（商法第５５９条第１項）。運送取扱人は，荷主との間で運送取扱契約を

締結した上，運送人を選択し，荷主のために自己の名で運送人との間に運送契約を締

結することになる。 

２ 本研究会において，運送取扱営業に関する規律を商法に存置するかどうかにつき検

討を行ったところ，次のような意見があった。 

・ ＪＩＦＦＡにおいては，運送取扱営業又は利用運送に関して発行する貨物受領証

につき，標準取引条件を裏面約款として組み込んだ標準フォームを作成し，事業者

の利用に供している。ただし，その利用実態は，明らかでない。 

・ バイヤーズ・コンソリデーションの実務では，例えば，日本の輸入者から海外に

おける複数の調達先からの貨物の受領・船積み依頼を受けた者が，各調達先から貨

物を受領した上で，その貨物全体につき運送取扱人の立場で運送人と運送契約を締

結し，輸入者に輸送されるというケースもあるが，それほど多くはないものと思わ

れる。 

・ 日本海運集会所においては，内航運送取次契約書の書式を作成しているが，その

利用実態もあるのではないか。 

・ 利用運送でなく，運送取次の形態を採ることによって，運送人の責任を免れる口

実に利用される懸念があり，典型契約として存置する必要はないのではないか。 

・ 商法から運送取扱営業の規律を削除すると，同法第５５８条所定の準問屋として

構成されることになろうが，利用実態があるのであれば，責任の短期消滅時効（同
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法第５６６条）等の規律がなくなってしまい，問題が生じかねない。 

・ 旧貨物運送取扱事業法上の運送取扱事業は，運送取次だけでなく利用運送も範囲

に含めており，商法上の「運送取扱営業」という用語は実務的に違和感があるため，

名称を「運送取次営業」に改めてはどうか。 

・ 本研究会においては，運送人の責任について除斥期間の制度に改める方向で検討

されている（前記本文第１の１⑼参照）が，運送取扱営業に関する規律を商法に存

置する場合には，運送取扱人の責任についても同様の見直しをすべきか否かを検討

する必要がある。 

３ 以上によれば，運送取扱営業に関する規律を商法に存置するかどうか等については，

実務上の利用実態等を踏まえ，引き続き検討すべきである。 

（注１）商法上の運送取扱営業は，旧貨物運送取扱事業法上の運送取次事業のうち，「自己の

名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次……を行う事業」を意味するとされ

てきたが，平成１５年改正において，運送取次事業に対する規制は撤廃された。 

従前，運送取次事業に対する規制は，主たる事務所や営業の種類等のみを登録内容と

する登録制にすぎず，運賃等について事前届出制とするだけの必要 小限の規制であっ

たところ，運送取次事業に関する問題事例も少なく，規制緩和の流れの中で，当該規制

が撤廃されたものである。 

（注２）運送取扱人の「損害」については，例えば，所有者から委託を受けて運送取次をし

た運送取扱人が運送人に対して運送品の滅失による損害賠償請求をする場合に，運送取

扱人に損害があるか否かが問題となるが，これは，債務不履行における「損害」をどの

ように把握するか（差額説やこれを批判する説がある。）という一般的な問題として検討

すべきであるとの指摘があった。なお，ロッテルダム・ルールズでは，この問題が解決

しないため，原告適格の規定を設けることができなかったとの指摘があった。 

 

第３ 旅客運送 

１ 運送人の責任 

⑴ 旅客に関する責任 

ア 旅客に関する運送人の責任について，過失推定責任による現行法の

規律（商法第５９０条第１項，第７８６条第１項）を維持し，責任限

度額に関する規律を設けず，これを国内航空運送にも及ぼすこととし

てはどうか。 

イ 旅客の生命又は身体を侵害した場合の運送人の責任に関し，運送手

段を問わず，上記アよりも旅客に不利な特約は無効とする規律（片面

的強行規定）を設けるか否かについては，引き続き検討してはどうか。 

ウ 損害賠償額を定める際に被害者及びその家族の情況を斟酌しなけれ

ばならない旨の規律（商法第５９０条第２項，第７８６条第１項）は，

削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 
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⑴ 旅客に関する運送人の責任原則については，現行法上，陸上運送・海上運送のい

ずれも，過失推定責任を採用している（商法第５９０条第 1 項，第７８６条第１

項）。 

商法には，責任限度額に関する規定はない。 

国際航空運送については，運送人は，旅客の死亡又は身体傷害に対して１１万３

１００ＳＤＲ（約１７００万円）までは無過失責任を，これを超える損害について

は過失推定責任を負い，延着責任に対して旅客一人につき４６９４ＳＤＲ（約７０

万円）を責任限度額として過失推定責任を負う（モントリオール条約第１７条第１

項，第１９条，第２１条及び第２２条第１項）。 

（注１）標準運送約款（一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業）

第５４条は，バス等について，運送人の自動車の運行によって車内で又は旅客の乗降

中にその生命・身体を害したときは，運送人が損害賠償責任を負うと定める一方で，

①自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと，②第三者の故意又は過失の存在及び

③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは免責される

旨を定めており，この規律は，自動車損害賠償保障法に由来するものと思われる。 

また，同約款第５５条は，運送人は，運送に関し旅客が受けた損害の賠償責任（延

着責任等）を負うと定める一方で，運送人又はその使用人が運送に関し注意を怠らな

かったことを証明したときは，賠償責任を負わない旨を定めている。 

（注２）一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款第７条及び第８条（タクシー等）にも，

注１と同様の定めがある。 

（注３）海上運送については，標準運送約款（旅客運送の部）第２０条に，注１の標準運

送約款第５４条とおおむね同様の定めがある。 

（注４）国内航空運送については，約款により，運送人は，航空機内で生じ又は乗降のた

めの作業中に生じた旅客の死亡・負傷その他の身体の障害について，賠償責任を負う

が，運送人又はその使用人が損害防止のために必要な措置をとったこと又はその措置

をとることができなかったことを証明した場合には，賠償責任を負わない（過失推定

責任）とするものが多い。 

また，約款により，やむを得ない事由による航空機の運航時刻の変更，欠航等につ

いて，原則として損害賠償責任を負わないとするものが多い。 

（注５）注１から注４までの約款には，旅客に関する責任に係る責任限度額の定めは存し

ない。 

⑵ 本研究会において，運送人の責任原則及び責任限度額に関する規律につき検討を

行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 少なくとも陸上運送については，通常の債務不履行責任と異なるという意識は

なく，事業者の規模も様々であるから，運送人の責任を一部無過失責任としたり，

責任限度額に関する規律を設けたりすることには，違和感がある。 

・ 鉄道運送については，過失推定責任によっており，自然災害の場合や第三者又

は旅客自身の行為に起因する場合には，運送人から無過失を主張することがある。

なお，車両の設計上の瑕疵に起因する場合には，一次的には運送人が責任を負い，
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必要に応じ，車両メーカーに求償する。 

・ 鉄道についての賠償責任保険は，相当な額以上の損害が生じないと保険金が支

払われないため，適用件数は少ない。 

・ 航空運送について，国内航空運送と国際航空運送の規律を合わせることも考え

られるが，実際に，一定額まで無過失責任を負うとの規律を国内法に取り込むこ

とができるかという問題がある。国内航空運送の約款において，過失推定責任を

採用し，責任限度額を設けていないことからすれば，本文アのような規律が相当

である。 

・ 航空運送については，生命・身体の侵害による損害と，純粋な精神的損害とは，

明確に区別されている。 

・ 延着責任について，時刻表に表示された時刻は予定時刻にすぎず，到着時刻を

保証するものではないため，目的地に到達する限り運送賃の払戻しには応じてい

ない。ただし，一般論としては，合理的な期間内に到達しない場合に，延着責任

を負うことを否定するものではない。 

・ 遅延が生じた場合に，直ちに運送人の過失が推定されるという整理は適切でな

い。 

・ 延着責任については，運送契約上の債務内容として，運送人がどのような債務

を引き受けたかが問題であり，引き受けた債務内容を超えた延着の事実がある場

合には，運送人は過失推定責任を負うという整理になるのではないか。 

・ なお，航空運送に関し，ＥＵでは，２００５年２月から「フライトの搭乗拒否，

欠航又は長時間遅延の場合における旅客に対する金銭補償及び支援に関する共通

規則」（Regulation 261/2004）が施行されている。同規則では，欠航の場合には，

航空会社は，あらゆる合理的手段を講じても避けることができない異常な状況が

あったときを除き，旅客に対して金銭補償を行う義務を負うほか， 終目的地に

到達するための再ルート設定の支援や，食事や宿泊場所の提供等の支援を行うも

のとされる。 

・ 我が国の航空運送の実務では，やむを得ない事由により運送契約の履行ができ

なくなったときでも，約款により，旅客の選択に応じ，①座席に余裕がある当該

航空会社の別の便で目的地までの運送をすること，②運賃の払戻しをすること，

③未搭乗区間について有効期間の延長を行うことのいずれかの措置を講ずること

とするものが多く，旅客に対する相当の保護を行っている。 

・ ２０１０年４月，アイスランド火山の噴火によりＥＵ域内空港を離着陸するフ

ライトの欠航等が相次いだ際に，代表的なＬＣＣが責任の有無を争ったように，

欧州では，Regulation 261/2004 への対処に苦慮している実態がある。 

・ ２０１２年１０月２３日の欧州司法裁判所の判決では，旅客が目的地に３時間

以上延着する場合にも，当該延着が異常な状況によって生じたことが証明されな

い限り，欠航の場合と同等の不便があり，Regulation 261/2004 所定の金銭補償を

行うべきであるとされたが，欧州では，延着問題に関する論争がある状況であり，

現在，同規則の改正が検討されている。 
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⑶ 以上によれば，旅客運送における生命・身体の侵害については，過失推定責任の

原則を維持し，責任限度額に関する規律を設けず，これを国内航空運送にも及ぼす

ことが相当であり，延着については，運送人がどのような債務を引き受けているか

に留意する必要があると考えられる。 

２ 本文イについて 

⑴ 商法上，旅客の生命又は身体を侵害した場合の運送人の責任に関し，これを強行

規定とする旨の規定はない。 

ただし，旅客運送については，その性質上，消費者契約法が適用され，同法第１

０条により，民法，商法等の任意規定の適用による場合に比し，消費者の権利を制

限する等の条項であって，民法第１条第２項の信義誠実の原則に反して消費者の利

益を一方的に害するものは無効となる。 

⑵ 本研究会において，旅客の生命・身体の保護を重視する観点から，消費者契約法

のように個別の条項につき信義誠実の原則に適合するか否かを判断するのではなく，

一律に片面的強行規定とする考え方の当否につき，検討を行ったところ，次のよう

な指摘があった。 

・ 標準約款には旅客に関する責任について責任限度額の定めはないし，業法上の

規制によるべき場面ではないか。 

・ 我が国の現在の実務や，裁判所が事案に応じて適切にコントロールしてきた歴

史を見ると，基本的には消費者契約法による保護で足り，商法に新たな規律を設

ける必要はない。 

・ 現在一般的に利用されている約款と同様の規律とするのであれば，片面的強行

規定を設けることにより，異常な業者が現れるリスクを防ぐ意味はある。 

・ 外国では，相当に低額の責任限度額の定めが設けられることもあり得るところ，

その定めの有効性が我が国の裁判所で争われた場合に，商法に一定の強行規定が

あれば，単に準拠法が外国法であるとの一事により有効性が認められることを避

けることができるのではないか。 

・ 現行法上，船舶所有者の過失又は船員その他の使用人の悪意重過失によって生

じた損害につき，免責約款は無効とされている（商法第７８６条第１項，第７３

９条）。本研究会においては，国内海上物品運送についての上記の規律を削除す

る方向で検討されている（前記本文第１の３⑷参照）が，海上旅客運送における

現在の商法第７３９条の規律に代わるものとして，広く運送手段を問わず，本文

イのような規律を考えることはできないか。 

・ ヘリコプターの遊覧飛行では，死亡につき責任限度額を定める例があると聞い

ている。新たな運送形態の出現の余地があるので，産業を阻害するような強行規

定はあまり設けない方がよい。 

⑶ 以上によれば，本文イのような片面的強行規定を設ける必要性や，規律を設けた

場合の弊害の有無等について，より広く実務の在り方等を踏まえ，引き続き検討す

べきである。 

３ 本文ウについて 
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⑴ 現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，裁判所は，旅客に関して損害賠償額

を定める際に，被害者及びその家族の情況を斟酌しなければならない（商法第５９

０条第２項，第７８６条第１項）。 

上記の規律は，特別損害に対する予見可能性を問わないという意味で，民法第４

１６条第２項の特則であり，旅客の生命・身体に係る損害についてのみ適用される

と解されている。 

⑵ 本研究会においては，上記の規律がなくても，人身損害の損害賠償に関する裁判

実務では，治療費等の実費，休業損害等の逸失利益，慰謝料等の算定に当たり，被

害者及びその家族の情況が斟酌されているところ，上記の規律の存在意義は認めら

れるのか，旅客運送に限り上記の規律があることに合理性はあるのかについて，検

討を行った。 

この点については，上記の規律が民法第７１０条に相当するものとして債務不履

行に基づく慰謝料請求を基礎付ける根拠となるのであれば存在意義が認められると

の指摘や，債務不履行による損害額の算定に当たり，特に被害者の家族の事情を考

慮し得る根拠となるのであれば存在意義が認められるとの指摘もあった。しかし，

一般に，債務不履行に基づく損害賠償請求においても慰謝料の請求を認めるのが判

例・通説であり，慰謝料額算定の弾力性から，被害者の家族の事情を被害者本人の

慰謝料額の算定において考慮することは可能とされているため，現在の裁判実務か

ら見て，上記の規律の存在意義は明らかでないし，また，旅客運送に限り上記の規

律があることにつき，合理的な説明は見られなかった。 

⑶ 以上によれば，商法第５９０条第２項を削除することが相当であると考えられる。 

 

⑵ 手荷物に関する責任 

ア 手荷物に関する運送人の責任について，旅客から引渡しを受けた手

荷物（受託手荷物）については運送人が注意を怠らなかったことを証

明しなければ責任を免れないとし，引渡しを受けない手荷物（携帯手

荷物）については運送人に過失がある場合を除き責任を負わないとす

る現行法の規律（商法第５９１条第１項，第５９２条，第７８６条第

１項）を維持し，これを国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

イ 手荷物に関する責任に係る責任限度額に関する規律については，商

法に規定を設けないこととしてはどうか。 

ウ 受託手荷物の到達後１週間以内に旅客が引渡しを請求しないときは

供託又は競売をすることができる旨の規律（商法第５９１条第２項）

を，海上運送及び国内航空運送にも及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

⑴ 現行法上，陸上運送・海上運送のいずれも，受託手荷物と携帯手荷物とで運送人

の責任原則が区別され，前者については，物品運送と同様の過失推定責任である

（商法第５９１条第１項）が，後者については，運送人は過失がある場合を除き責
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任を負わないとされ（同法第５９２条），旅客が運送人の過失についての主張立証

責任を負う。 

（注１）陸上運送については標準運送約款（一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅

客自動車運送事業）第５６条及び第５７条が，海上運送については標準運送約款（旅

客運送の部）第２０条第３項及び同約款（受託手荷物及び小荷物運送の部）第１２条

が，本文アと同様の規律を定めている。 

（注２）国内航空運送については，約款により本文アと同様の規律を定めるものが多い。 

国際航空運送については，受託手荷物と携帯手荷物とを区別した上で，前者につい

ては，損害が受託手荷物の固有の欠陥又は性質から生じた場合に限り運送人が免責さ

れるとして，運送人により厳格な責任を定め，後者については，本文アと同様の規律

を定めている（モントリオール条約第１７条第２項）。 

⑵ 本研究会において，運送人の責任原則の在り方につき検討を行ったところ，国内

航空運送に関する約款を含め，いずれの運送手段でも本文アの規律によっており，

これを変更する必要はないとの意見で一致した。 

⑶ 以上によれば，運送人の責任原則については，商法第５９１条第１項及び第５９

２条の規律を維持し，これを国内航空運送にも及ぼすことが相当であると考えられ

る。 

（注）本研究会においては，航空運送について，法律上，易損性の手荷物につき旅客にそ

の旨の申告をさせる必要があるか否かについても検討を行ったが，実務上，このよう

な手荷物については，申告があれば，原則として運送の引受けに応じておらず，申告

がないときは，手荷物の固有の性質により生じた損害については責任を負わないため，

特段の問題は生じていないとの指摘があった。 

２ 本文イについて 

⑴ 商法には，手荷物に関する責任につき，責任限度額に関する規定はない。 

国際海上運送については，責任限度額に関する約款の定めの有無及び内容は様々

であり，１旅客１航行当たり３０００円という例，５０００円という例，１旅客当

たり合計１万円という例などが見られるようである。 

国際航空運送については，責任限度額は１旅客当たり１１３１ＳＤＲ（約１７万

円）であり（モントリオール条約第２２条第２項），国内航空運送については，責

任限度額を１旅客当たり１５万円とする約款が多い。 

⑵ 本研究会において，商法に責任限度額に関する規定を設けるべきかにつき検討を

行ったところ，航空運送について規定を設ける方が望ましいが，規定を設けずに約

款に委ねても問題は生じないとの意見もあった。 

⑶ 以上によれば，物品運送と同様に，基本的には，責任限度額に関する規律につい

ては，当事者間の契約に委ねることが相当であると考えられる。 

３ 本文ウについて 

陸上運送について，受託手荷物の到達後１週間以内に旅客が引渡しを請求しないと

きは，運送人は，供託又は競売をすることができる（商法第５９１条第２項）。 

海上運送・国内航空運送についてこのような規律はないが，規律を異にする合理的
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な理由もなく，この規律を適用しても問題は生じないため，これを及ぼすことが相当

であると考えられる。 

 

２ 海上旅客運送に特有の規律 

⑴ 堪航能力担保義務 

海上旅客運送に関する堪航能力担保義務について，次の案のいずれが

適切であるか，引き続き検討してはどうか。 

【甲案】運送人の堪航能力担保義務を過失責任に改めるとともに，運送

人は，航海中を通じて堪航能力担保義務を負うこととする。 

【乙案】堪航能力担保義務に関する規定を削除し，運送人は，運送契約

の債務不履行があった場合に民法第４１５条の損害賠償責任を負う

ものと整理する。 

（補足説明） 

１ 現行法上，海上旅客運送についても，船舶所有者は，発航の当時船舶が安全に航海

をするのに堪えることを担保するものとされ（堪航能力担保義務，商法第７８６条第

１項，第７３８条），同法第７３８条の義務は無過失責任とされている。 

（注）標準運送約款（旅客運送の部）には，直接的に堪航能力担保義務に触れた規定はない

が，同約款第２０条は，乗船港の乗降施設に達した時から下船港の乗降施設を離れた時

までの間に旅客の生命・身体を害したときは，運送人が損害賠償責任を負うと定める一

方で，船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと及び運送人が損害防止のため

に必要な措置をとったこと等を証明したときは免責される旨を定めている。 

２ 本研究会においては，国内海上物品運送における堪航能力担保義務を過失責任に改

める方向で検討されているが，これに関連して，海上旅客運送における堪航能力担保

義務の在り方につき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 旅客運送における堪航能力担保義務の規律は，物品運送における堪航能力担保義

務（ヘーグ・ヴィスビ－・ルールズ）の規律と合わせてもよいが，全て合わせる必

要はない。特に，堪荷能力に相当するような船内の安全性に関する規律は，公法上

の義務や一般的な安全配慮義務によって達成されるべきであり，船舶自体の安全性

に関する注意義務を規律すれば足りる。 

・ 堪航能力担保義務は，船舶所有者の船舶に対する安全義務の基礎を構成するもの

であり，安易に義務自体を削ったり，責任を軽くしたりすることについては，慎重

であるべきである。 

・ 生命・身体の安全の重要性はいうまでもなく，堪航能力担保義務を負うべき時期

を発航時に限ることには，理解が得られないのではないか。 

・ 航空運送については，航空機の安全性は，耐空性という公法上の規律によって担

保されており，それ以外の旅客サービスの提供は，一般的な契約上の義務の問題と

して処理されている。 

３ 以上によれば，本文の【甲案】や【乙案】のような規律が考えられるが，旅客運送

について私法上の堪航能力担保義務を存置するか否か等を中心として，後記本文⑵の
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強行法規性の議論をも踏まえつつ，引き続き検討すべきである。 

⑵ 海上旅客運送の運送人の責任の強行法規性 

商法第７８６条第１項において準用する同法第７３９条の規律のうち，

船舶所有者の過失又は船員その他の使用人の悪意重過失があった場合の

免責約款を無効とする部分を削除するか否かについては，前記１⑴イの

議論を踏まえ，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

現行法上，海上旅客運送については，①船舶所有者の過失若しくは船員その他の使用

人の悪意重過失又は②堪航能力担保義務違反によって生じた損害につき，免責約款は無

効とされている（商法第７８６条第１項，第７３９条）。 

本研究会において，上記①の規律の当否につき検討を行ったが，物品運送において航

海過失免責約款が一般的であること等と異なり，海上旅客運送についてはこれによる免

責約款はないようであり，必ずしも当該規律を削除する必要性が認められないところ，

他方で，前記本文１⑴イのように，運送手段の特性ではなく，被侵害利益に着目して強

行法規性を認めるべきか否かも検討すべきであって，これらと併せて，引き続き検討す

べきものと考えられる。 

また，上記②の規律の当否については，物品運送における議論と同様に，船舶の安全

性に関わる責任につき免責約款を認めることは相当でないとの意見が大勢であった。 

 

⑶ その他 

海上旅客運送に特有の規定（商法第７７７条から第７８７条まで）の

うち，実務の取扱いと異なり，又は当事者間の契約に委ねることで足り

るものについては，これを削除する方向で，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

現行法上，海上旅客運送については，記名乗船切符（商法第７７７条），旅客に対す

る食料無償提供義務（同法第７７８条，第７８３条），契約の解除・終了及びその場合

の運賃（同法第７８１条，第７８２条，第７８４条）等のように，実務の取扱いと異な

る規律や，手荷物無賃運送（同法第７７９条），船長の発航権（同法第７８０条）等の

ように，当事者間の契約に委ねることで足りると考えられる規律がある。 

商法の現代化に当たっては，存在意義に乏しい特則を削除する方向で，引き続き検討

することが考えられる。 

（注１）本研究会においては，次のような指摘があった。 

商法第７７７条（記名乗船切符の非譲渡性）については，実務上，クルーズ船の場合を

除き，無記名式の乗船切符であるのが通常である。 

商法第７７８条（食料無償提供義務）については，実務上，クルーズ船の場合を除き，

食料の提供は有償であるのが通常である。 

商法第７８０条（発航及び航海継続の権利）については，実務上，出航予定時刻に遅れ

た旅客に対し，ほぼ全額の払戻しに応ずるのが通常である。 
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商法第７８１条（旅客による任意解除）については，実務上，発航の前後を問わず，ほ

ぼ全額の払戻しに応ずるのが通常である。 

商法第７８２条（法定原因による解除）については，実務上，発航の前後を問わず，支

払済みの場合には全額を返金し，未払の場合には請求しないのが通常である。 

商法第７８３条（船舶修繕中の住居・食料無償提供義務等）については，実務上，船舶

の修繕が必要となった場合に，他の運送を手配することなく旅客をその場にとどめ置くこ

とは想定することができない。 

商法第７８４条（法定原因による終了）については，実務上，航海中に船舶の沈没等が

生じたときは，支払済みの運送賃は全額返還せざるを得ず，割合運送賃を請求することは

できない。 

商法第７８５条（旅客死亡の場合の手荷物処分義務）については，実務上，旅客が死亡

したときは，船員法第１６条に従って手続をとることになる。 

（注２）上記のほか，本研究会においては，貨物について定期傭船という新たな典型契約を設

ける方向で検討されているが，旅客についても同様の規律を設けるべきかとの指摘があり

（ドイツ商法では，定期傭船は，船舶が貨物又は旅客の運送のために用いられることを予

定している。），これに肯定的な意見があった。 
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第２部 海商 

 

第１ 船舶及び船舶所有者 

１ 船舶の差押え等の執行制限 

商法第６８９条の規律を改め，船舶の差押え及び仮差押えの執行（仮差

押えの登記をする方法によるものを除く。）は，航海中の船舶（停泊中のも

のを除く。）に対してはすることができないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，本文のような船舶の差押え等は，発航の準備が終わった船舶に対しては

することができない（商法第６８９条）。 

同条の規律は，帆船の不定期船による運送が中心であった時代に，発航準備を終え

た船舶が差し押さえられると他の便船を容易には得られないことを踏まえたものとい

われるが，現在では，定期船による運送が増大していること，差押えの禁止は債権者

の権利行使の制限となるため，船舶所有者が船舶金融を得るには不利であること等を

理由に，規律の合理性を疑問視する見解がある。 

２ 本研究会において，この規律の当否につき検討を行ったところ，次のような指摘が

あった。 

・ 商法第６８９条の規律は世界的に見て特異であるし，発航の準備が終わったか否

かは外部から全く分からないこと，コンテナ船等はいつでも発航し得るので，船舶

の差押え等が不可能になりかねないこと等から，この規律は，不合理である。 

・ 世界的には，停泊中の船舶は差押えが可能であるとするのが一般的であるが，停

泊の意義や送達の可否等に関して新たな問題を生ずる懸念がある。 

・ 航海中の船舶については事実上差押えをすることができないから，航海中か停泊

中かに応じて差押えの可否を明示する必要はないのではないか。 

・ 現行法について，停泊中の船舶に対して差押え等をすることができない点が不合

理であると考えるのであれば，その立法理由に応じた限度で改正をすべきである。

停泊の意義については，現実には，執行官が船舶に乗り込み船舶国籍証書等を取り

上げることができるか否かにより判断されるので，困難な問題とはならないのでは

ないか。 

３ 以上によれば，本文のように改めることが相当であると考えられる。 

（注）ドイツでは，１９７４年の商法改正により，船舶が航海中であり，かつ，港に停泊し

ていないときは，強制執行等をすることができない旨に改正された経緯がある。 

 

２ 船舶共有 

⑴ 船舶共有者間の法律関係 

ア 次に掲げる規定は，現在の実務に適合しないものとして，削除する

こととしてはどうか。 

(ｱ) 損益の分配は，各航海終了時に行う旨の規定（商法第６９７条） 

(ｲ) 船舶管理人は，各航海終了時に遅滞なく航海に関する計算をして
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各船舶共有者の承認を求める義務を負う旨の規定（商法第７０１条

第２項） 

イ 商法第７０２条第２項の規律を改め，全ての種類の持分会社につい

て，その所有に属する船舶が社員の持分移転により日本国籍を喪失す

べき場合には，他の業務執行社員は当該持分を買い取ることができる

こととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

⑴ 現行法では，船舶共有に関し，本文ア(ｱ)(ｲ)のように，航海ごとに損益等の計算

をする旨の規定が設けられている。これらの規定については，航海技術の進歩した

現在では，新たな航海は常務に属する事項であり，実態に沿わないとの見解もある。 

⑵ 本研究会において，船舶共有の現状や実務上の損益等の計算の在り方につき，検

討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 外航船社における共有の形態には，同一グループの会社による共有，異なるグ

ループの会社による共有，船社と荷主による共有などがあり，日本法人間で共有

する場合や海外子会社を通じて共有する場合もある。ＬＮＧ船（液化天然ガス運

搬船）のように高価で積荷の危険性が大きい船舶については，共有形態とするの

が通常である。 

・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「鉄道・運輸機構」とい

う。）では，昭和３０年代以後，船舶共有建造制度を実施している。この制度は，

鉄道・運輸機構が内航事業者と共同で船舶を建造した上で，その共有持分を当該

内航事業者に賃貸して，その使用料を収受し（鉄道・運輸機構は，当該船舶の運

航管理に係る営業行為を一切行わない。），共有期間満了後に当該内航事業者に当

該共有持分を買い取ってもらうことにより，当該内航事業者の単独所有にすると

いうスキームであるが，これにより，内航事業者が船舶の建造に際して必要とな

る自己資金の額を極力引き下げることが可能になり，国内物流の約４割を占める

内航海運において老朽船の代替建造が促進され，輸送力の確保が図られてきてい

る。なお，鉄道・運輸機構は，環境面・安全面で優れた船舶の建造を促進すべく，

事業者に対し，技術面を含めた支援をしている。 

・ 損益分配や収支計算は，共有契約の定めに従うところ，内航では，これらを期

間ごとに行う例はあるが，航海ごとに行うことはない。 

・ 「航海」の概念が不明であるが，当事者間で航海の範囲を合意した場合にその

合意内容に従うというならば，現行法の規律でも，不都合はない。 

⑶ 以上によれば，本文ア(ｱ)(ｲ)の規定は，基本的には，現在の実務に適合していな

いというべきであり，これを削除することが相当であると考えられる。 

２ 本文イについて 

⑴ 商法第７０２条第２項は，合名会社又は合資会社の社員の持分の移転によりその

所有船舶が日本国籍を喪失する場合について，日本船籍の維持のため，他の社員

（無限責任社員）が当該持分の買取りをすることができる旨を定めている。これは，
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平成１１年改正前の船舶法第１条第３号において，合名会社の社員（合資会社にあ

っては無限責任社員）の全員が日本国民であることを日本船舶の要件としていたこ

とに対応していた。 

しかし，同年改正後の船舶法では，会社が船舶を所有する場合には，代表者の全

員及び業務を執行する役員の３分の２以上が日本国民であることが日本船舶の要件

とされ，そのため，商法第７０２条第２項により確実に日本船籍を維持することが

できなくなった。 

さらに，平成１７年の会社法制定後は，合同会社に関する規律を欠く状態となっ

ている。 

（注）例えば，①合名会社の社員が日本人２名であり，うち１名の死亡により外国人が持

分を相続したときは，商法第７０２条第２項により日本船籍を維持することができる

が，②合名会社の業務執行社員が日本人Ａ及びＢと外国人Ｃの３名（代表社員はＡ及

びＢ）であり，Ｂの死亡により外国人Ｄが持分を相続したときは，同項により日本船

籍を維持することはできない。 

⑵ 本研究会において，商法第７０２条第２項の規律の在り方につき検討を行ったと

ころ，同項による社員の持分買取請求の実例の紹介はなかったが，当該規律を削除

する積極的な理由はなく，日本船籍を喪失させるような嫌がらせ目的の持分移転に

対する事実上の抑止効果があるのではないかとの指摘があった。 

また，規律の対象に合同会社を加えることや，無限責任社員ではなく業務執行社

員に持分買取請求権を認めることについて，特段の異論はなかった。 

⑶ 以上によれば，本文イのように改めることが相当であると考えられる。 

３ 商法第６９５条について 

本研究会においては，商法第６９５条の規律（船舶共有者が新たな航海又は船舶の

大修繕をすることを決議した場合に，異議のある者に共有持分買取請求権を与える旨

の規律）の在り方についても，検討を行った。 

この点については，現状に合わないとの指摘もあったが，船舶共有については，デ

フォルト・ルールとなるべき一般的な実務が明らかでなく，規律の削除については慎

重に検討すべきであるとの指摘があった。 

そうすると，本文アのような共有契約において約定を設けることが困難でない事項

とは異なり，商法第６９５条の規律については，任意規定として維持することが相当

であると考えられる。 

 

⑵ 船舶共有者と第三者との間の法律関係 

船舶共有者は，持分の価格に応じ船舶の利用について生じた債務を弁

済する責任を負うとの規律（商法第６９６条）は，基本的には維持する

こととしてはどうか。 

（補足説明） 

１⑴ 本文の規律は，各船舶共有者の持分割合に応じた分割責任を定めたものであり，

強行規定とされる。 
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本来，商行為によって生じた債務は連帯債務（商法第５１１条第１項）であるが，

それでは危険分担の主義に反し，航海業の進歩を害するおそれがあるため，その例

外として商法第６９６条が設けられたといわれるところ，この点につき，契約責任

に限らず，不法行為責任にも適用があるとする裁判例がある（大阪高裁昭和５４年

２月２８日判決・判例時報９３８号１０８頁）。 

⑵ 本研究会において，この規律の当否につき検討を行ったところ，次のような指摘

があった。 

・ 鉄道・運輸機構のように，自ら商行為を行わず，収益の分配も受けないような

船舶共有者についてこの規律を適用するのは，不合理である。 

・ 鉄道・運輸機構は共有持分を賃貸しているから，賃貸部分の利用に関する事項

について，機構は，所有者としての責任を負わないはずであり（商法第７０４条

第１項），同法第６９６条の適用はないと考えられる。 

・ 不法行為責任については，被害者保護の観点から，分割債権となるのは不都合

ではないか。 

⑶ 以上によれば，不法行為の被害者保護の観点から一定の懸念もあるが，他方で上

記裁判例における判断もあり，特にこの規律の不合理性を示すような事情がない限

りは，基本的にはこの規律を維持することが考えられる。 

２ 船舶管理人の権限（商法第７００条）について 

船舶管理人は，船舶の譲渡，保険の付保その他の同条第１項各号に掲げる事項を除

き，船舶共有者に代わって，船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の権限を有

するところ，本研究会においては，この権限の在り方についても検討を行った。 

この点については，同項各号に掲げる事項は，いずれも船舶共有者の了解を得るべ

き重要な事項であり，適切な規律であること，この規律により船舶管理人の権限はそ

れほど大きいものではないが，船舶管理人は内部的に定められた規律に従って権限を

行使するので，権限がそれほど大きくないことによる弊害は生じていないこと，さら

に，船舶管理人による権限の濫用事例も見られず，法律上その権限を一層小さくする

必要もないこと等の指摘があった。 

以上によれば，同条の規律を維持することが相当であると考えられる。 

 

第２ 船長 

１ 船長の責任 

船長は，職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り，

荷送人等の利害関係人に対して損害賠償の責任を負うとする規律（商法第

７０５条）を削除し，民法の不法行為の規律に委ねることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法第７０５条の規律は，かつて船長に絶対的な権限があったことを背景に，船長

に厳格な責任を課したものであって，民法の不法行為の規律と異なり，船長は，自ら

その無過失を立証しない限り，荷送人，傭船者その他の利害関係人に対する不法行為

責任を負う。 
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この点について，現代では，船長は運送契約の履行補助者にすぎず，厳格な責任を

課すことは相当でないとの見解がある。 

２ 本研究会において，この規律の当否につき検討を行ったところ，次のような指摘が

あった。 

・ 内航では，船舶管理会社を利用せず，船会社が船長を雇用する形態が多いが，船

会社と業務委託契約を締結した船員派遣会社から派遣されることもある。 

・ 外航では，外国船については，船舶所有者がペーパーカンパニーであることが多

いところ，船舶所有者から船員の配乗業務を受託した船舶管理会社が，マンニング

会社に船長を手配してもらい，自ら又は船舶所有者の代理人として雇用契約を締結

するのが通常である。 

・ 船長は，行政上の義務を負い，処罰を受けることはあっても，現在の雇用形態か

ら見て，従業員より重い民事責任を負わせる合理性はないのではないか。 

・ 荷主としては，船舶所有者に対する運送契約上の条項の効力がヒマラヤ条項によ

り船長にも及ぶことから，船長に対し直接訴えを提起することは困難である。 

・ フォワーダーとしても，基本的には荷主と同様であり，船長は海上にいることが

多いことや，個人として有する資力等に照らしても，船長に対し直接訴えを提起す

ることはしない。 

３ 以上によれば，船長の積荷処分権（下記本文２）との関係を考慮する必要はあるも

のの，基本的には商法第７０５条を削除し，船長の対第三者責任について，民法の不

法行為の規律に委ねることが考えられる。 

 

２ 船長の権限 

次に掲げる船長の権限に関し，見直しの必要があるかどうかについて，

引き続き検討してはどうか。 

⑴ 船舶所有者を代理する権限（商法第７１３条，第７１５条第１項，第

７１７条） 

⑵ 積荷の処分権限（商法第７１２条，第７１５条第１項第３号，第７１

９条） 

（補足説明） 

１ 船舶所有者を代理する権限について 

⑴ 船長は，船籍港外においては，航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行

為をする権限を有する（商法第７１３条第１項）。船長にこのような包括的代理権

が認められるのは，船籍港を離れると，船舶所有者は船長に命令を伝え難いためと

されている。 

また，船長は，船籍港においては，特別の委任がない限り，海員の雇入れ及び雇

止めをする権限のみを有する（同条第２項）。これは，船籍港では，船舶所有者が

船舶の利用に関する行為をなし得るためとされている。 

（注）船籍港外における船長の有する代理権の特則として，次のようなものがある。 

① 船長が船舶に抵当権を設定し又は借財をすることについては，航海を継続する
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のに必要な費用を支弁するためである場合に限り，代理権を有すること（商法第

７１５条第１項第１号，第２号）。 

② 船長は，航海を継続するのに必要な費用を支弁するためである場合には，積荷

の売却又は質入れをすることができること（同項第３号）。 

③ 船長は，船籍港外において船舶が修繕不能に至った場合には，管海官庁の認可

を得て，船舶を競売することができること（同法第７１７条）。 

⑵ 本研究会において，これらの規律の在り方につき検討を行ったところ，次のよう

な指摘があった。 

・ 内航の船長は，単なる履行補助者であることが多く，船長に包括的な代理権を

認めることは，疑問である。 

・ 内航について，船長の代理権が濫用された事例があるかどうかは明らかでない

が，船長の代理権が強過ぎると，船舶所有者に不利益が及ぶこともあり得るので

はないか。 

・ 裁判上の代理権に関し，船長が訴訟を追行することはほとんどないが，船舶の

差押えや仮差押えのように急を要する場合には代理権が必要であり，パナマ法を

始めとして，世界的にも同様の法制が一般的である。特に，船舶差押えの際に船

長が送達を受ける権限を有することは，不可欠の規律であるし，また，外国にお

いて，船長に対して競売開始決定が送達された後，直ちに執行抗告等を申し立て

るために，船長の裁判上の代理権が必要となることもある。 

・ ドイツでは，今般の改正により，船舶のアレストに際し，船長に対する送達で

足りるとする規定が新設されたようである。 

・ 裁判外の代理権に関しても，特に外航では，寄港地における食料や燃料油等の

購入に際し，船長の代理権を裏付ける規律として重要である。 

・ 海員の雇入れ等について，船長の一存で決めることはほとんどない。 

・ 外航について，船長の代理権が濫用された事例は聞かないし，上記のとおり，

船長に包括的な代理権を認める必要性は高い。内航についても，船舶の所在場所

において裁判上の送達をすることを欲する場合があり得るところ，船長に代理権

を認めないと，これをすることができなくなる。 

・ 商法第７１７条所定の船舶の競売権については，実務上，この規律の利用例を

聞いたことはないが，修繕不能の場合の競売は緊急性を要しない反面，船舶の処

分という重大な決断であるから，現在の通信技術に照らしても，船長ではなく，

船舶所有者の判断によるのが相当である。 

２ 積荷の処分権について 

⑴ 船長は，積荷の利害関係人の法定代理人として積荷の処分権限を有すると解され

ているところ，これを前提として，船長は，航海中 も利害関係人の利益に適する

方法によって処分をする義務を負い，積荷の利害関係人は，これにより債務を負担

した場合には，当該積荷を債権者に委付することにより当該債務を免れることがで

きる（当該積荷の限度で物的有限責任を負う）とされている（商法第７１２条）。 

同条の処分の具体例としては，積荷について，腐敗のおそれがある場合に売却す



- 78 - 

ること，滅失のおそれがある場合に陸揚げすること，濡れた場合に陸揚げして乾燥

すること，海難に遭遇した場合に救助契約を締結すること等が挙げられることが多

い。 

（注）上記のほか，船長は，航海を継続するために必要がある場合には，積荷を売却し，

質入れし，又はこれを航海の用に供することができ，その場合には，船舶所有者は，

積荷の利害関係人に対し，損害賠償責任を負うとされている（商法第７１５条第１項

第３号，第７１９条）。 

⑵ 本研究会において，これらの規律の在り方につき検討を行ったところ，次のよう

な指摘があった。 

・ 船長が船舶所有者に無断で積荷を処分することは想定し難く，積荷の処分権は，

船長ではなく，船舶所有者又は運送人の権限とすべきではないか。 

・ 現在の通信技術に照らすと，緊急時を除き，商法に定める広汎な権限を認める

必要はないのではないか。 

・ 例えば，積荷である冷凍肉が腐ったので処分したケースでは，処分自体は適切

かもしれないが，そのような事態を招いた運送人に対する責任追及をするための

証拠が残らないという問題はある。 

・ 実務上，海難に遭遇した場合の救助契約の締結権限は重要であるところ，商法

第７１２条の規定振りは，分かりにくい。 

・ １９８９年の海難救助に関する国際条約第６条第２項は，船長及び船舶所有者

に救助契約の締結権限を認めており，同様の規律とすることが適切である。規定

の位置は，商法第７１２条でなく，海難救助に関する箇所とすることも考えられ

る。 

３ 以上によれば，船長の権限に関する見直しの必要性については，内航及び外航にお

ける実務，保全・執行手続や各種契約手続に及ぼす影響，どのような場合に船長に積

荷処分権を認めるべきか等の観点を踏まえつつ，引き続き検討すべきである。 

 

３ その他 

次に掲げる規定は，現在の実務に適合しないものとして，削除すること

としてはどうか。 

⑴ 船長は，運送契約に関する書類を船舶内に備え置く義務を負う旨の規

定（商法第７０９条第１項） 

⑵ 船長は，各航海の終了時に遅滞なく航海に関する計算をして，船舶所

有者の承認を求める義務を負う旨の規定（商法第７２０条第２項） 

（補足説明） 

１ 本研究会において，本文⑴⑵の規律につき検討を行ったところ，本文⑴については，

内航では運送契約に関する書類を備え置いていないとの指摘や，船員法において規律

すれば足り，商法の規律として維持する必要はないのではないかとの指摘があった。

また，本文⑵については，内航では，収支計算を期間ごとに行う例はあるが，航海ご

とに行うことはないとの指摘があり，外航では，船長は運送契約の内容を知らず，収
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支報告をする前提を欠くため，船舶所有者や傭船者による収支計算のための資料を提

供する場合があるにとどまるとの指摘があった。 

（注）書類備置義務に関し，原則として，船長は，船舶国籍証書，海員名簿，航海日誌，旅

客名簿，積荷目録等を船舶内に備え置かなければならない（船員法第１８条）が，内航

船では，積荷目録の備置きを要しない（同法施行規則第１３条第２項）。 

２ 以上によれば，本文⑴⑵の規定は，基本的に現在の実務に適合しておらず，これを

削除することが相当であると考えられる。 

 

第３ 共同海損 

１ ヨーク・アントワープ規則との関係 

共同海損に関する商法の規律について，１９９４年ヨーク・アントワー

プ規則の規律と整合しない点を改めることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法は，任意規定として共同海損に関する規律を定めているが，実務上は，ヨー

ク・アントワープ規則（以下「ＹＡＲ」という。）に則った処理がされるのが通常で

あり，商法の規定が適用されることはほとんどないとされる。 

２ 本研究会において，本文の基本方針につき検討を行ったところ，基本的に，本文の

ような意見で一致した。なお，ＹＡＲには，１９９０年修正ＹＡＲ１９７４，ＹＡＲ

１９９４，ＹＡＲ２００４等の複数の種類があるが，実務上は，ＹＡＲ１９９４が用

いられることが比較的多く，ＹＡＲ２００４が用いられることはほとんどないとの指

摘があった。 

（注１）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「共同海損ニ関スル規定ハヨークアントワ

ープ規則ヲ参酌シテ適当ニ之ヲ改正スルコト」とされている。 

（注２）以下では，特記のない限り，ＹＡＲの条文は，ＹＡＲ１９９４のものを指す。 

 

２ 共同海損の成立 

共同海損の成立要件（商法第７８８条）について，船舶及び積荷その他

の船舶上の財産に共同の危険があることに改めるとともに，船長に限って

共同海損行為をすることができる旨の規律を削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，共同海損が成立するためには，船舶及び積荷に共同の危険があることや，

船長の処分があることが要件とされている（商法第７８８条第１項）。 

これに対し，ＹＡＲ第Ａ条では，「海上冒険を共にする財産」に共同の危険がある

ことを要件とし，コンテナの空箱や，定期傭船中の空船における燃料についても共同

海損の成立を認めているほか，船長が共同海損行為をすることを要件とせず，危険の

種類や状況に応じた様々な処分を許容している。 

２ 本研究会において，上記のとおり，商法第７８８条第１項をＹＡＲの規律に合わせ

ることにつき検討を行ったところ，特段の異論はなかった。 
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３ 共同海損の分担（分担義務者側） 

⑴ 分担者及び分担割合 

共同海損の分担者の範囲及び分担割合については，次に掲げる者がそ

れぞれに定める額の割合によって分担するものと整理してはどうか。 

ア 船舶の利害関係人 到達の地及び時における船舶の価額 

イ 積荷の利害関係人 次の(ｱ)から(ｲ)を控除した額 

(ｱ) 陸揚げの地及び時における積荷の価額 

(ｲ) 共同海損行為の時に積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷

の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃その他の費

用 

ウ 積荷以外の船舶上の物の利害関係人 到達の地及び時における当該

物の価額 

エ 運送人 次の(ｱ)から(ｲ)を控除した額 

(ｱ) 共同海損行為の後において有している運送賃（上記イ(ｲ)に掲げる

運送賃に限る。） 

(ｲ) 共同海損行為の時に船舶及び積荷の全部が滅失したとした場合に

運送人が支払うことを要しないこととなる航海の費用その他の費用 

オ 共同海損である損害を受けた者 当該損害の額 

（注）上記オの額については，独立の項目を設けずに，上記アからエまでの額

にそれぞれ加算するとの考え方もある。 

（補足説明） 

１ 現行法上，共同海損の分担者及び分担割合については，①保存された船舶又は積荷

の価額，運送賃の半額，②共同海損である損害額の割合に応じて，各利害関係人が分

担するとされる（商法第７８９条）。上記①については，共同海損行為と保存の結果

との間に因果関係を要する（因果主義）との見解が多い。なお，具体的な分担額の算

定方法については，同法第７９０条に規律がある。 

これに対し，ＹＡＲ第Ｇ条第１項及び第１７条では，本文エを明示するなどして，

おおむね，本文のような規律を定めている（ただし，本文オについては，注のような

考え方を採っている。）。ＹＡＲは，共同海損行為と保存の結果との間に因果関係を必

要とせず，共同海損行為の後に船舶，積荷等が残存していれば足りる（残存主義）と

する。 

２ 本研究会において，共同海損の分担者及び分担割合に関して商法に設けるべき基本

的な規律の在り方につき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 規律の見直しに当たっては，ＹＡＲと同様に，残存主義を採ることでよい。 

・ 本文イ(ｲ)（商法第７９０条ただし書参照）について，ＹＡＲ第１７条第１項に

同旨の規律があるが，原則として積荷の価額には運送賃を含むとしつつ，仕向地に

おける積荷の引渡しを支払条件とする運送賃は含まない（運送賃が積荷の所有者以

外の者の危険負担に属するときは含まない）としており，商法のような規定振りよ

りも分かりやすいのではないか。 
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・ 本文ウについては，コンテナの空箱や燃料につき，それぞれいつの時点の価額が

基準となるかに注意する必要がある。 

・ 本文エについては，商法第７８９条のように画一的に運送賃の半額に応じた割合

によるとするよりも，ＹＡＲ第１７条第２項を参考にした規律にすることが適切で

あるが，この運送賃が仕向地における積荷の引渡しを支払条件とする運送賃である

ことを明確にするのがよい。 

・ 本文オについては，注のような考え方の方が計算のためには便宜である。 

・ 本文オについては，基本的な考え方を示す観点からは，商法第７８９条のように，

本文オを独立の項目として掲げた方が，共同海損行為により滅失した（残価が零と

なった）財産の利害関係人も共同海損を分担することが明確となり，分かりやすい

のではないか。 

・ 本文オは，共同海損である損害に限られ，共同海損である費用を含まないことに

注意する必要がある。 

３ 以上によれば，規定振りの詳細については検討する必要があるものの，基本的には

本文のように改めることが相当であると考えられる。 

 

⑵ 共同海損を分担しない財産 

共同海損を分担しない財産（商法第７９２条本文）として，旅客の手

荷物（自家用自動車を含む。）を加えてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法第７９２条本文は，共同海損を分担しない財産を規律しているが，旅客の手荷

物（自家用自動車を含む。）を掲げていない。 

これに対し，ＹＡＲ第１７条第５項は，旅客の手荷物（自家用自動車を含む。）に

つき共同海損を分担しないとしている。 

２ 本研究会において，本文のように改めることにつき検討を行ったところ，異論はな

かった。 

 

４ 共同海損となる損害（分担請求者側） 

⑴ 共同海損となる損害 

ア 共同海損となる損害の範囲及び額について，次の区分に応じ，それ

ぞれに定める額によって算定すると整理してはどうか。 

(ｱ) 船舶 到達の地及び時における船舶の価額 

(ｲ) 積荷 陸揚げの地及び時における積荷の価額 

(ｳ) 積荷以外の船舶上の物の所有者 到達の地及び時における当該物

の価額 

(ｴ) 運送賃 共同海損行為により請求することができなくなった運送

賃の額 

（注）上記(ｲ)(ｴ)については，積荷の滅失等のために支払うことを要しなく

なった費用を控除することとする。 
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イ 共同海損行為により積荷が処分された場合でも運送賃請求権は消滅

しない旨の規律（商法第７６４条第３号）は，削除することとしては

どうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，共同海損行為により積荷が処分された場合でも運送賃請求権は消滅しな

いとされ（商法第７６４条第３号），これを前提として，船舶又は積荷が共同海損と

なる損害である旨の規律が定められている（同法第７９４条第１項）。 

これに対し，ＹＡＲ第Ａ条では，積荷以外の船舶上の物に生じた損失も共同海損と

なり得ることが明示され，ＹＡＲ第１５条では，積荷の滅失又は損傷により生じた運

送賃の損失も共同海損となり得ることが明示されている。 

２ 本研究会において，共同海損となる損害に関して商法に設けるべき基本的な規律の

在り方につき検討を行ったところ，本文のように改めることにつき特段の異論はなか

った。 

このほか，本研究会においては，ＹＡＲ第Ｃ条第３項（滞船料，商機の逸失及び遅

延による一切の損害並びに一切の間接損害は共同海損として認容しないとするもの）

についても検討を行ったところ，実務の観点からは，特に遅延損害等を中心に同項を

国内法化することが望ましいが，商法上は共同海損の基本的な考え方を示すにとどめ

るというのであれば，商法に規律を設けないとしてもやむを得ないとの指摘があった。

この点については，共同海損の範囲に関するＹＡＲの複雑な規律を法律上的確に明文

化することには，相当の困難を伴うものと考えられる。 

さらに，共同海損として認められる損害等の範囲について，共同安全主義，共同利

益主義及び犠牲主義の立法例があるところ，商法は，共同安全主義又は犠牲主義とい

われることが多い。他方，ＹＡＲは，避難港費用等につき共同利益主義に基づく例外

を設けているものの，原則としては共同安全主義（第Ａ条）を採っているところであ

り，商法において基本的な考え方を示す観点からは，現行法の規律を維持することが

考えられる。 

３ 以上によれば，本文のように改めることが相当であると考えられる。 

 

⑵ 分担されない損害 

ア 商法第７９３条第１項のうち「積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書

類ナクシテ船積シタル荷物」の表現振りについて，ＹＡＲ所定の「船

舶所有者に無断で船積みがされた積荷又は船積みに際し故意に不正の

表示がされた積荷」のように改めることとしてはどうか。 

イ 甲板積みの積荷に生じた損害は共同海損として分担されない旨の規

律（同条第２項）について，運送契約により甲板積みが認められてい

る場合には適用がないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

現行法上，「積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ナクシテ船積シタル荷物」に加
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えた損害は，共同海損として認容されない（商法第７９３条第１項）。 

これに対し，ＹＡＲ第１９条第１項は，同様の趣旨に立ちつつ，本文アの後半部分

のような表現をしている。 

本研究会において，分かりやすさの観点から，ＹＡＲのような表現振りに改めるこ

とにつき検討を行ったところ，異論はなかった。 

２ 本文イについて 

現行法上，甲板積みの積荷に生じた損害は，共同海損として認容されない（商法第

７９３条第２項）。 

これに対し，ＹＡＲでは，ＹＡＲ１９２４以後は，甲板積みの積荷についても，そ

れが商慣習となっている場合には共同海損として認められており，この場合には，運

送契約上も甲板積みの運送が許容されているものと考えられる。 

本研究会において，本文イのように改めることにつき検討を行ったところ，ロッテ

ルダム・ルールズ第２５条でも，運送契約上甲板積みが認められる場合について詳細

な規律を設けているとの指摘があり，特段の異論はなかった。 

 

５ 期間制限 

共同海損によって生じた債権の消滅時効に関する規律（商法第７９８

条）を維持し，ＹＡＲ２００４第２３条⒜のような期間制限の規律は，設

けないこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，共同海損によって生じた債権は，その計算終了の時から１年の経過によ

り時効消滅する（商法第７９８条）。 

これに対し，ＹＡＲ２００４第２３条⒜は，期間の制限に関する国内法上の強行規

定が適用される場合を除き，共同海損精算書の発行時から１年，航海が終了した時か

ら６年という２つの期間制限を設けている。 

２ 本研究会において，ＹＡＲ２００４第２３条⒜のような規律を設けるべきか否かに

つき検討を行ったところ，ＹＡＲ２００４がほとんど普及していないこともあり，商

法第７９８条を維持することで問題ないとの指摘があった。 

 

６ 準共同海損 

船舶が不可抗力により発航港等において停泊をするために要する費用に

ついて共同海損に関する規定を準用する商法第７９９条は，削除すること

としてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法第７９９条は，船舶が不可抗力（検疫，公的処分等）により停泊を余儀なくさ

れた場合について，当該不可抗力が船舶及び積荷に対する共同の危険に当たるとはい

い難い（単独海損に当たる）ものの，その停泊費用を船舶所有者だけが負担すること

は酷であるとして，共同海損に関する規定を準用している。 

この規律については，一般法理によれば，不可抗力によって支出した費用はその者
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の負担となるのが原則であること，船舶所有者は，不可抗力の発生を想定して運賃を

定め，特約し，保険に付すれば足りること等から適当でない旨の見解があり，ドイツ

でも，２０１３年の商法改正において，準共同海損は実務上の意義に乏しいとして同

旨の規定を削除している。 

２ 本研究会において，商法第７９９条を削除することにつき検討を行ったところ，特

段の異論はなかった。 

 

第４ 船舶の衝突 

１ 条約との関係 

船舶の衝突については，基本的に，船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関ス

ル条約と同様の規律を商法に設けることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 船舶の衝突について，商法は，２か条（第７９７条及び第７９８条）を設けるのみ

であり，その他の規律は，不法行為一般の規律に委ねている。他方，我が国は，船舶

衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約（大正３年条約第１号。以下「衝突条約」とい

う。）を批准しており，我が国の裁判所において，全ての利害関係人が我が国に属す

る場合には，民商法が適用されるが，日本船舶と他の締約国に属する船舶とが衝突し

た場合には，衝突条約が直接適用される。 

民商法の規律と衝突条約の規律には，消滅時効の期間を始め，少なくない差異があ

るところ，現行制度では，衝突船舶の船籍という偶然の事情によって適用される規律

が異なり得ることとなっている。 

２ 本研究会において，現行制度の当否につき検討を行ったところ，基本的に，商法に

衝突条約と同様の規律を設けるべきであるとの意見で一致した。 

（注）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「船舶衝突ニ関スル規定ハ船舶衝突ニ付テノ

規定ノ統一ニ関スル条約ニ基キ適当ニ之ヲ改正スルコト」とされている。 

 

２ 双方の過失による衝突の場合における財産上の損害の取扱い 

双方の過失により船舶が衝突した場合において，船舶，積荷又は船舶内

に在る者の財産に損害が生じたときについて，商法に次に掲げる規律を設

けることとしてはどうか。 

⑴ 民法第７１９条第１項の特則として，各船舶所有者は，その負担部分

についてのみ損害賠償責任を負うこと。 

⑵ 民法第７２２条第２項の特則として，裁判所は，被害者の過失を考慮

して，損害賠償の額を定めるべきこと。 

（補足説明） 

１ 双方過失による衝突の場合における財産上の損害の取扱い 

⑴ 双方過失の場合における各衝突船舶の損害賠償債務については，民法第７１９条

第１項によれば，不真正連帯債務の関係に立つ（大審院明治４４年１１月６日判

決・民録１７輯６２７頁）が，衝突条約第４条第２項では，船舶，積荷又は船舶内
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に在る者の財産に生じた損害に限っては分割債務とされている。 

また，この場合の過失相殺については，民法第７２２条第２項によれば，裁判所

は被害者の過失を考慮することができるとするが，衝突条約第４条第１項では，必

要的に双方の過失の軽重によって判断するものとされている。 

⑵ 本研究会において，現行制度の当否につき検討を行ったところ，本文⑴について

次のような指摘があり，本文⑵については異論がなかった。 

・ 実務上は，衝突条約と同様に，分割責任として処理している。 

・ 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（以下「船主責任制限法」とい

う。）第５条においても，船舶所有者等が制限債権者に対して同一の事故から生

じた債権を有する場合には，その債権額を差し引いた残余の制限債権について同

法の適用があるとされており，ある船舶に係る責任制限手続に衝突の相手船が参

加する場合には，実質的に本文⑴と同様の規律となっている。 

・ 運送契約上航海過失免責の対抗を受ける積荷の所有者が，衝突の相手船に対し

てその負担部分を超える額を請求すると，相手船がその全額の賠償を余儀なくさ

れ，そうすると，当該負担部分を超える額の求償を本船に対して請求し，本船の

上記運送契約に係る航海過失免責が無意味なものになるという問題があるが，本

文⑴の規律は，これを回避し得る点で意味がある。 

⑶ 以上によれば，本文のように改めることが相当であると考えられる。 

２ 双方過失による衝突の場合における人身損害の取扱い 

⑴ 衝突船舶の双方過失により船舶内に在る者の生命又は身体を侵害したときは，各

船舶所有者は，不真正連帯債務を負う（民法第７１９条第１項，衝突条約第４条第

３項）。 

この場合について，衝突条約第４条第４項は，「船舶内ニ在ル人ニ対スル船舶所

有者ノ責任ヲ制限スル契約上又ハ法律上ノ条項カ如何ナル範囲ニ於テ如何ナル効力

ヲ有スルカハ内国法ノ定ムル所ニ依ル」と規定しており，このような条項（以下こ

の項目において「責任制限条項」という。）が，被害者と他の船舶所有者との間や，

損害を賠償した他の船舶所有者とその者から求償を受ける船舶所有者との間でどの

ような効力を有するかについては，内国法に委ねられている。 

この点について，特段の規定のない現行法の下では，契約上の責任制限条項の存

在をもって，被害者が契約外の他の船舶所有者の責任をも追及しない意思を有して

いると認めることは困難であること（ 高裁平成１０年９月１０日第一小法廷判

決・民集５２巻６号１４９４頁参照）等を踏まえると，被害者は，他の船舶所有者

に対し，上記の不真正連帯債務の全額を請求することができ，また，損害を賠償し

た他の船舶所有者は，負担部分を超える賠償額につき求償することができる（求償

を受けた船舶所有者は，契約上の責任制限条項を抗弁として主張し得ない）ものと

解される。 

⑵ 本研究会においては，上記⑴の規律の在り方に関し，①人身損害については全額

の賠償の確保が優先されるべきであること，②他の船舶所有者は，契約上の責任制

限条項の存在及び内容を予見し得ないこと，③実務上，人身損害について契約上の
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責任制限条項が設けられることが多いとはいえないこと，④ドイツやフランスにお

いても特段の規定は設けられていないこと等に照らすと，上記⑴の規律を変更する

ような特段の規定を設けるべきではないのではないかという観点から検討を行った

ところ，これについて，特段の異論はなかった。 

⑶ 以上によれば，衝突条約第４条第４項所定の何らかの規律については，基本的に

これを設けないことが相当であると考えられる。 

 

３ 消滅時効 

⑴ 商法第７９８条第１項の規律を改め，船舶の衝突によって生じた債権

は，財産上の損害に関するものであるかどうかを問わず，事故発生の日

から２年間行使しないときは，時効によって消滅することとしてはどう

か。 

⑵ 双方の過失により船舶が衝突し，船舶内に在る者の生命又は身体を侵

害した場合において，民法第７１９条第１項の規定により責任を負う船

舶所有者の一人が自己の負担部分を超えて損害を賠償したことにより取

得する求償権は，１年間行使しないときは，時効によって消滅すること

としてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

⑴ 商法第７９８条第１項は，船舶の衝突によって生じた債権につき，１年の短期消

滅時効を定めているが，判例は，同項は財産上の損害に関する債権について定めた

規定であると解している（大審院大正４年４月２０日判決・民録２１輯５３０頁）。

また，同項は時効の起算点を明示していないが，判例は，民法第７２４条前段の原

則に従い，被害者が損害及び加害者を知った時が起算点となると解している（ 高

裁平成１７年１１月２１日第二小法廷判決・民集５９巻９号２５５８頁）。 

これに対し，衝突条約第７条第１項は，多数の利害関係人との間で権利関係を早

期に画一的に確定させる等の趣旨から，損害の種類を限定することなく，事故発生

の日から２年の経過による時効消滅を定めている。 

⑵ 本研究会においては，上記⑴の規律の在り方に関し，消滅時効期間を１年から２

年に伸長する場合には，被害者が損害賠償請求に及ぶことを期待し得ない間に時効

期間が満了するおそれは軽減するところ，衝突条約の上記趣旨を重視して，民法第

７２４条前段の特則として，商法に本文⑴のような規律を設けてもよいのではない

かという観点から，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 昨今の技術革新に照らせば事故原因の究明等に要する期間も短縮化されている

と思われるため，単純に時効期間を１年から２年に延長することは，反対である。 

・ 判例のように，損害及び加害者を知った時から１年の消滅時効制度とするより，

衝突条約のように，事故発生時から２年の消滅時効制度とする方が，船社側にと

っては債権管理が容易である。 

・ 上記平成１７年判例の事案では，平成１１年６月に衝突事故が発生し，平成１
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２年５月頃，海難審判庁の呼出手続において被害者は衝突相手船を察知すること

ができ（的確な把握はできていなかった。），同年１０月頃，業務上過失往来妨害

被疑事件の取調べが行われ，被害者は衝突相手船についてほぼ間違いないという

認識を有するに至り，平成１３年８月，被害者は損害賠償の支払を催告し，その

後６か月以内に訴えを提起したという時系列である。 

・ 被害者にとっても，事故から２年の期間があれば，何らかの措置をとることが

可能なのではないか。 

⑶ 以上によれば，時効の起算点及び時効期間に関する民法第７２４条前段の特則と

して，商法に本文⑴のような規律を設けることが相当であると考えられる。 

（注）本研究会においては，２年の時効期間につき，合意による期間の延長制度を設ける

ことが望ましいとの指摘もあったが，これに対しては，国際条約の規定のない箇所で，

消滅時効についてそのような制度を導入するためには，民事法全体との関係も考慮す

る必要があり，法制審議会民法（債権関係）部会の審議の動向を踏まえることが相当

であるとの指摘があった。 

２ 本文⑵について 

衝突船舶の双方過失により船舶内に在る者の生命又は身体を侵害し，複数の船舶所

有者が不真正連帯債務を負う場合に，船舶所有者の一人が自己の負担部分を超えて損

害を賠償したことにより取得する求償権の消滅時効期間については，商法には規定が

なく，民法第１６７条によれば１０年とされているが，衝突条約第７条第２項では１

年とされている。 

本研究会において，上記１⑴の衝突条約の趣旨を踏まえて，商法にこれと同様の規

律を設けることにつき検討を行ったところ，異論はなかった。 

以上によれば，商法に本文⑵の規律を設けることが相当であると考えられる。 

３ 衝突条約第７条第４項について 

衝突条約第７条第４項は，原告所在国の領海内で被告船舶に対する差押えをするこ

とができない場合につき，内国法によって同条第１項及び第２項の期間の伸長事由と

することを留保事項としている。この規定は，時効の制度を有せず，中断や停止に関

する規律を備えていない英米法系の国に配慮したものとされる。 

本研究会において，このような内国法の規律の必要性につき検討を行ったところ，

現在は，衝突の相手船が見つからないケースはあまりなく，相手方の寄港地を調査し

て差押えをしているので，期間の伸長制度を設ける必要性は高くないとの指摘があっ

た。 

以上によれば，衝突条約第７条第４項所定の時効期間の伸長事由について，これを

設ける必要性が高いとはいえないと考えられる。 

 

４ 船舶の衝突に関する規律の適用範囲 

船舶の衝突に関する商法の規律を，次に掲げる場合にも及ぼすこととし

てはどうか。 

⑴ 船舶の準衝突の場合（船舶の衝突が発生しなくても，船舶がその運用
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上の作為・不作為又は規則の違反により他の船舶又はその船舶内に在る

者若しくは財産に損害を生じさせた場合） 

⑵ 船舶と内水航行船（端舟，ろかい舟及び公用船を除く。）との間の衝突

又は準衝突の場合 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

商法には，船舶の準衝突の場合に関する規律はないが，衝突条約第１３条では，船

舶の準衝突の場合も，船舶の衝突に関する規律が及ぶとされている。 

本研究会において，商法に衝突条約と同様の規律を設けることにつき検討を行った

ところ，異論はなかった。 

２ 本文⑵について 

⑴ 現行法において，商法上の船舶の衝突に関する規律は，商行為をする目的で航海

の用に供するもの（端舟及びろかい舟を除く。同法第６８４条）に適用され，この

規律は，商行為をする目的のない航海の用に供する船舶（公用船を除く。）に準用

されている（船舶法第３５条）。 

これに対し，衝突条約第１条，第１１条及び第１３条では，航海船及び内水航行

船（公用船を除く。）の衝突及び準衝突の場合にも，船舶の衝突に関する規律が及

ぶとされている。 

⑵ 上記の衝突条約の趣旨に照らすと，例えば，商法の規律としては，一方当事者を

同法第６８４条所定の船舶とし，相手船を内水航行船（端舟，ろかい舟及び公用船

を除く。）とする場合にも適用範囲を拡大し，この規律を船舶法第３５条において

準用することが考えられる。 

（注１）端舟及びろかい舟の取扱いにつき，衝突条約に明示的な規定はないが，これらの

小舟が被害船である場合にまで消滅時効等の特則の適用があるとすると，被害船の保

護に欠けることから，これらの小舟を除外することが考えられる。 

（注２）内水航行船同士の衝突の取扱いについては，陸上の場合に近いと取り扱われてき

た（商法第５６９条参照）ところ，規律を及ぼす必要性が高いとはいえないと考えら

れる。 

⑶ 本研究会において，上記⑵の考え方につき検討を行ったところ，特段の異論はな

かった。 

 

第５ 海難救助 

１ 条約との関係 

海難救助については，基本的に，１９１０年の海難ニ於ケル救援救助ニ

付テノ規定ノ統一ニ関スル条約及び１９８９年の海難救助に関する国際条

約を参考にして，同様の規律を商法に設けることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 海難救助については，商法第３編第５章に規定がある。 

他方，我が国は，１９１０年の海難ニ於ケル救援救助ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル
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条約（大正３年条約第２号。以下「１０年救助条約」という。）を批准しており，我

が国の裁判所において，全ての利害関係人が我が国に属する場合には，商法が適用さ

れるが，日本船舶が他の締約国に属する船舶に救助された場合には，１０年救助条約

が直接適用される。さらに，１９８９年には，１０年救助条約に環境保護等の観点を

加え，ＩＭＯにおいて海難救助に関する国際条約（以下「８９年救助条約」とい

う。）が成立している（我が国は未批准）。 

商法の規律とこれらの条約の規律には，消滅時効の期間を始め，少なくない差異が

あるところ，現行制度では，救助船舶の船籍という偶然の事情によって適用される規

律が異なり得ることとなっている。 

２ 本研究会において，現行制度の当否につき検討を行ったところ，実務上利用される

ＬＯＦ（ロイズ・オープン・フォーム）２０１１や日本海運集会所作成の救助契約書

等も，８９年救助条約に則った規律とされているとの指摘があり，基本的に，これら

の条約を参考にして，同様の規律を商法に設けるべきであるとの意見が大勢であった。 

（注）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「海難救助ニ関スル規定ハ海難ニ於ケル救援

救助ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約ニ基キ適当ニ之ヲ改正スルコト」とされている。 

 

２ 任意救助及び契約救助 

商法第８００条の規律に代えて，海難を救助した者は，その結果に対し，

義務なく救助した場合にあっては相当の救助料を，契約に基づき救助した

場合にあっては契約に定める救助料を，請求することができることとして

はどうか。 

（注）あわせて，海難救助に関する商法の規律について，基本的に，任意救助及

び契約救助の双方に適用があるものとする方向で，その適用関係を検討すべ

きである。 

（補足説明） 

１ 海難救助に関する商法の規律は，基本的には，義務なく任意に救助した場合（同法

第８００条）を念頭に置くとされるが，海難の発生後に遭難船と締結した救助契約に

基づき救助した場合も同条の適用があるとする裁判例があることや，さらに，同法第

８０２条において契約で救助料を定めた場合につき明示的な規律があることとも相ま

って，同法の規律が任意救助又は契約救助のいずれに適用されるかは，必ずしも明ら

かでない。 

この点について，１０年救助条約は，任意救助を規律するとされる（ 高裁昭和４

９年９月２６日第一小法廷判決・民集２８巻６号１３３１頁参照）が，８９年救助条

約第６条及び第７条は，契約救助についても同条約の規律が適用されることを前提と

している。 

実務上は，保険会社が手配した職業的な救助業者との間で救助契約を締結し，当該

救助業者が救助行為を行うことが通常であるといわれている。 

２ 本研究会においては，任意救助のみならず，契約救助についても商法の規律を及ぼ

すという観点から，同法第３編第５章（海難救助）の規定につき，次に掲げる規定を
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除き，任意救助及び契約救助の双方に適用があるものとすることにつき，検討を行っ

た。 

① 商法第８０２条（契約で定めた救助料が不相当である場合の増減請求） その

性質上，任意救助には適用されない。 

② 商法第８０５条から第８０８条まで（船舶所有者・船長・海員間の救助料の分

配手続） 後記本文４のとおり，職業的な救助業者のする救助には適用しないも

のとする。 

③ 商法第８１１条（船長の救助料に関する代理権等） 後記本文５のとおり，契

約救助には適用しないものとする。 

上記の点に関し，契約救助についても商法の規律を及ぼすことについては，特段の

異論はなかったが，さらに，次のような指摘があった。 

・ 実際には，一般の商船が救助作業を行うことは不可能であり，任意救助が行われ

ることも想定し難い。 

・ 世界的には，曳船業者が救助契約を締結しないで任意救助を行う場合もある。 

・ 任意救助を行う曳船業者が海難救助制度を悪用しているケース（アレジド・サル

ベージ）もあるのではないか。制度を見直すのであれば，契約救助を中心とした規

律とすべきである。 

３ 以上によれば，契約救助についても商法の規律を及ぼすことが相当であると考えら

れ，規定の適用関係について引き続き検討すべきである。 

（注）救助料の額の決定に関し，１０年救助条約第８条第１項は，救助の目的の価額を副次

的な考慮事由としているのに対し，８９年救助条約第１３条第１項は，列挙された各事

由を順序にかかわりなく考慮することとしているところ，本研究会においては，８９年

救助条約を前提とするＬＯＦの実務では，救助の目的の価額が事実上重視されることが

多く，救助料の額が高額化する傾向にあるため，船舶所有者側としては危惧を抱いてい

るとの指摘があった。 

 

３ 救助の目的 

救助料請求権の発生に係る救助の目的（商法第８００条，第８０３条第

１項）について，船舶及び積荷のほか，船舶上の物及び積荷の運送賃を加

えることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 救助料請求権の発生に係る救助の目的について，商法第８００条は，船舶又は積荷

を掲げているが，１０年救助条約第１条は，危難に在る船舶，船舶内の物，積荷の運

送賃及び旅客の運送賃を掲げている（ただし，８９年救助条約では，旅客の運送賃は

除外された。）。 

救助料の額は，原則として救助の目的の価額を超えることができない（商法第８０

３条第１項，１０年救助条約第２条第３項，８９年救助条約第１３条第３項）ところ，

船舶等の救助に際し，燃料，貯蔵品その他の船舶上の物や積荷の運送賃が救助された

場合には，その価額をも考慮して救助料の額の上限を定めることが合理的であること
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から，これらの条約を踏まえ，商法に本文のような規律を設けることが相当と考えら

れる。 

２ 本研究会において，上記１の考え方につき検討を行ったところ，ＬＯＦ２０１１及

び日本海運集会所書式のいずれによる場合も，積荷以外の財貨や積荷の運送賃を救助

の目的として取り扱っており，この考え方に問題はないとの指摘があった。 

３ 以上によれば，本文のように改めることが相当であると考えられる。 

 

４ 救助料の分配 

⑴ 救助船所有者・船長・海員間の救助料の分配に関する規律（商法第８

０５条）は，任意救助及び契約救助の双方につき適用されるが，救助を

行うことを業とする者については適用されないこととしてはどうか。 

⑵ 商法第８０５条第１項の規律を改め，救助料の分配につき汽船と帆船

とを区別する規律を廃止し，救助料の［３分の２］を救助船所有者に，

［各６分の１ずつ］を船長及び海員に支払うべきこととするが，その割

合が著しく不相当であるときは，当事者は，その増減を請求することが

できることとしてはどうか。 

⑶ 商法第８０５条第２項及び第８０６条から第８０８条までの規律を改

め，海員に支払うべき救助料の分配手続は，船長ではなく，救助船所有

者が行うこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１⑴ 現行法上，救助料の分配については，船舶所有者が，汽船にあっては３分の２を，

帆船にあっては２分の１を取得し，船長及び海員がその残額を折半するとされる

（商法第８０５条第１項）。この点につき，１０年救助条約第６条第３項は，船舶

の本国法によると規定する。 

⑵ また，海員に支払うべき救助料の分配手続は，船長が行うものとされる（商法第

８０５条第２項，第８０６条から第８０８条まで）。 

⑶ 上記⑴⑵に反する契約は，無効とされる（商法第８０５条第３項）。 

（注）イギリスでは，画一的な割合を定めずに具体的な事情に基づき割合を定めることとさ

れている。 

ドイツ商法第５８１条第１項では，帆船・汽船の別を問わず，船舶所有者が，救助に

より救助船に生じた損害及び一定の費用の補塡を受けるほか，救助料からこれらを控除

した残額の３分の２を取得し，船長及び海員がその残額を折半すると規定するとともに，

同条第３項では，同条第１項に反する特約で船長及び海員に不利なものは，無効とする

とされ，同条第４項では，これらの規定は，救助行為がサルベージ船又は曳航船により

行われた場合には適用しないとされている。 

２ 本研究会において，救助船が汽船か帆船かで区別するような上記の規律の在り方に

つき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ サルベージ会社が行う通常の契約救助について，法律で船員に対する救助料の分

配を規定することは，適切でない。 
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・ 我が国では任意救助の事例がほとんどなく，デフォルト・ルールを定めることが

難しいので，具体的な割合を規定しない方がよい。 

・ デフォルト・ルールを定めずに，当初から一切の判断を裁判所に委ねるというの

では，裁判所の裁量が広過ぎる。 

・ 船長と海員の分配割合が平等というのでは，理解が得られないのではないか。 

・ 船長は現場対応に追われており，船長が分配案を作成するというのは，現実に即

していない。現在の通信技術に照らすと，救助船の所有者が分配手続を行えば足り

るのではないか。 

３⑴ 以上によれば，商法上，何らかのデフォルト・ルールがあることが望ましいもの

の，現時点において，現行法の分配割合を変更する具体的な提案をすることも困難

であり，適切な分配割合については，今後，諸外国の仲裁や実務処理の在り方を含

めて，引き続き調査・検討すべきである。そして，一定の割合のデフォルト・ルー

ルを定めたとしても，具体的な事案において著しく不相当となる余地があるから，

柔軟な判断の余地を残すべく，当事者にその増減請求権を認めることが相当である

と考えられる。 

⑵ 海員に支払うべき救助料の分配手続については，航海を終了するまでの間に分配

案を作成し海員に告示するなど，船長の協力が不可欠ではあるが，法的主体として

は，船長ではなく，救助船の所有者が行うとすることが考えられる。 

⑶ 上記⑴⑵の規律を前提とすると，これらの規律は，船員保護の観点から，任意救

助にも，職業的救助業者以外の者がする契約救助にも，片面的強行規定として適用

すべきであるが，職業的救助業者については，会社の事業として救助行為を行うと

いう性質上，その適用がないものと整理することが考えられる。 

 

５ 救助料の支払に関する船長の権限 

⑴ 被救助船の船長が，救助料の債務者のために，救助料の支払に関する

代理権等を有することについては，基本的に任意救助の規律として，維

持してはどうか。 

⑵ 救助船の船長が，救助料の債権者（船舶所有者及び海員）のために訴

訟の当事者となることができるか否かについては，引き続き検討しては

どうか。 

（補足説明） 

１⑴ 現行法上，被救助船の船長は，救助料の債務者（被救助船の積荷所有者等）のた

めに，救助料の支払に関する一切の裁判上又は裁判外の代理権を有し，救助料に関

する訴えについて，法定訴訟担当として自ら当事者適格を有している（商法第８１

１条）。 

⑵ これに対し，救助船の船長が救助料の債権者（救助船所有者及び海員）のために

同条第２項の権限を有するかは，文言上必ずしも明らかでないところ，判例（大審

院昭和８年１月２４日判決・法学２巻９号１０４頁）は，これを肯定する。この点

については，船長に当事者適格を認めて救助料の支払に関する法律関係を簡易・迅
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速に処理する観点から，救助料の債権者のためにする場合と救助料の債務者のため

にする場合とを別異に考えるべきでないという考え方がある一方で，権利者の意思

によらずに船長に権利行使を許すことが適当かどうか懸念があること，選定当事者

の制度によって対処することも比較的容易であること等から，判例に反対する考え

方もあり得る。 

２ 本研究会において，上記の規律の在り方につき検討を行ったところ，特に契約救助

の場合について，次のような指摘があった。 

・ そもそも，被救助船の船長が，その判断によって，積荷所有者のために，その負

担すべき救助料の額に関する和解をすることができるというのは，積荷所有者から

見ると違和感があるのではないか。コンテナの数が多い場合でも，船長は，内部的

には全ての荷主から同意を得なければならず，船長の負担は大きい。 

・ 契約救助の場合は，貨物保険者から保証状を入手し，荷主からもアベレージ・ボ

ンド（荷主が一連の共同海損行為に関わる当事者として必要な負担を船会社に約束

するもの）を入手するのが通常であり，これらと引換えでなければ，貨物の引渡し

をしない。大きな事故の場合には，貨物の引渡しまで数か月を要するケースもある。 

・ ＬＯＦに基づき貨物保険者が保証状を出すということは，その貨物に係る救助報

酬額の支払を保証することに加え，ロンドンで手続を行い，和解ができなければ仲

裁を行うことや，貨物保険者が仲裁申立てを受け，これに応ずる権限を引き受ける

ことをも意味している。 

・ 外航における契約救助の実務では，積荷所有者から見て，救助料の支払に関する

法律上の代理権を船長に認める必要はない。 

・ 任意救助において，船長に積荷所有者のための法律上の代理権等を認めないこと

とすると，救助料の回収が事実上困難になり，救助をしようとする者が躊躇するの

ではないか。 

３ 以上によれば，上記１⑴のような被救助船の船長の権限については，内航における

契約救助の在り方につき留意する必要はあるものの，外航における契約救助に適用す

る必要はなく，もっぱら任意救助の規律とすることが考えられる。 

また，上記１⑵のような救助船の船長の権限については，任意救助と契約救助（職

業的な救助業者による救助を除く。）とを問わず，権利者の個別の同意なくして船長

において救助料を請求することが当事者の意思に沿うかどうかや，個別の同意を得る

ための手続の煩雑さ等を踏まえつつ，引き続き検討すべきである。 

 

６ 救助料を請求することができない事由 

救助料を請求することができない事由（商法第８０９条）から，①過失

によって海難を発生させた場合，②救助した物品を隠匿し又はみだりに処

分した場合を削除し，これらを救助料決定の際の事情（同法第８０１条

等）として考慮することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法第８０９条は，本文①②の場合には，救助者が救助料を請求することができな
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いと定めているが，１０年救助条約第８条第３項は，過失によって救助を必要とする

に至らせ，又は盗取，隠匿その他不正の行為をしたときは，裁判所が報酬額を減額し，

又はその請求を許さないことができると定めており，事案に応じた柔軟な処理を可能

としている（８９年救助条約第１８条も同旨）。 

２ 本研究会において，これらの条約を踏まえ，商法の規律を本文のように改めること

につき検討を行ったところ，異論はなかった。 

 

７ 消滅時効 

救助料の請求権は，救助の作業が終了した日から２年間行使しないとき

は，時効によって消滅することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 商法第８１４条は，救助料の請求権につき，「救助ヲ為シタル時」から１年の短期

消滅時効を定めているが，１０年救助条約第１０条第１項は，「救援救助ノ仕事ノ終

リタル日」から２年の経過による時効消滅を定めている（８９年救助条約第２３条第

１項も同旨）。 

２ 本研究会において，これらの条約を踏まえ，商法の規律を本文のように改めること

につき検討を行ったところ，コンテナ船の場合には荷主が数百社に及ぶことがあり，

解決に時間を要するケースが増えているとの指摘があり，特段の異論はなかった。 

 

８ 環境損害に関する規律 

環境損害に関する規律として，商法に次に掲げる規律を設けることとし

てはどうか。 

⑴ 救助料決定時の裁判所の考慮事由（商法第８０１条）として，環境損

害の軽減又は防止のための措置の内容等を追加すること。 

⑵ア 海難の発生に際し，船舶から排出された物により環境損害を及ぼす

おそれがある場合において，救助者が環境損害の軽減又は防止をしよ

うとしたときは，救助者は，特約があるときを除き，船舶所有者に対

し，①環境損害の軽減・防止措置に要した費用（合理的に必要と認め

られるものに限る。）から②救助料の額を控除した額の支払（特別補

償）を請求することができること。 

イ 上記アにおいて環境損害を軽減・防止した場合には，上記ア①の額

は，その３０％（特別の事情がある場合にあっては，１００％）に相

当する額の範囲内で増額することができること。 

（補足説明） 

１ ８９年救助条約第１３条第１項⒝は，救助料決定の際の考慮事由として環境損害を

軽減・防止するための救助者の技能及び努力を掲げ，また，同条約第１４条は，本文

⑵のとおり，救助料とは別に，特別補償の規律を定めている。 

これは，海難に伴う油その他の化学製品の流出による環境破壊の増加を背景に，環

境損害の軽減・防止のために多大な費用を支出した救助者において，救助行為が奏功
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せずとも特別補償による塡補を受けられるようにすることにより，環境損害の軽減・

防止措置を促進する趣旨で設けられた規律とされる。 

商法には，このような規律は存しない。 

２ 本研究会において，８９年救助条約の締約国となるか否かにかかわらず，商法に上

記の規律を設けることとすべきかどうかにつき検討を行ったところ，次のような指摘

があった。 

・ 先進国を始めとする多くの諸外国は８９年救助条約を批准しており，本年７月末

現在で，締約国は６３か国に達している。同条約は，高まる環境意識に配慮した特

別補償の規律を設けているが，これは，環境損害が生じ得るケースで救助対象物の

価値が低い場合に，困難な救助活動を躊躇するのではないかとの心配から生まれた

救助者への補償制度であって，重要である。 

・ 海難救助と深い関わりがある国際条約としては，２００８年に発効したバンカー

条約があり，本年７月末現在で，締約国は７２か国に達している。このほか，未発

効のものとして，危険物質・有害物質に関するＨＮＳ条約や，海難残骸物の除去に

関するナイロビ条約がある。これらの条約においても，環境損害の防止等のために

合理的な措置がとられたときは，船舶所有者がその費用を負担することとされてお

り，このような私法ルールは，現在の国際標準であるというべきである。 

・ 日本海運集会所書式やＬＯＦにおいても８９年救助条約と同様の条項が設けられ

ており，世界標準として定着していることから，現在において商法の規律を見直す

のであれば，環境損害に関する規律を導入すべきである。 

・ この点に関する議論をする際には，契約救助又は任意救助のいずれを前提にする

かを明らかにする必要がある。実務上一般的な専門的救助業者による契約救助では，

当事者が特約をするので，特段の問題は生じていない。議論の中心は，任意救助に

関する規律をどのようにするかである。 

・ 内航の任意救助に与える影響等を踏まえて慎重に検討すべきである。 

・ 船舶所有者としては，費用の負担等の関係もあり，全てが賛成しているわけでは

ないと思う。 

３ 以上によれば，より広い関係者間において議論を継続する必要はあるが，基本的に

は，本文⑴⑵のような環境損害に関する規律を設けることが相当であると考えられる。 

 

９ 被救助者の担保提供義務 

救助料の債務者は，救助者の請求があるときは，利息と訴訟費用を含む

十分な担保を提供しなければならない旨の規律を設けるか否かについては，

立法の必要性に留意しつつ，引き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ ８９年救助条約第２１条第１項は，本文のような規律を定めている。 

これは，救助者が被救助財産に対して先取特権（海事リーエン）を有することを前

提としつつ（同条約第２０条），これを行使する手続に時間や費用を要することから，

実務上，ＬＯＦにおいても，救助者は，被救助財産側に担保を提供させて，それと交
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換に被救助財産を引き渡す方法が採られているところ，このような方法を条約上定め

たものである。さらに，同条約第２１条第３項では，被救助船舶等は，救助者の請求

に対して十分な担保が提供されるまでは，救助作業完了後 初に到着した港から，救

助者の同意なくして移動してはならないとされている。 

商法には，このような規律は存しない。 

２ 本研究会において，商法に上記のような規律を設けることの当否につき検討を行っ

たところ，次のような指摘があった。 

・ 現状では，船舶所有者の協力を得ながら，荷主から担保の提供を受けているが，

商法上も，８９年救助条約第２１条のような規律を設けることが望ましい。 

・ 契約救助では，主要な定型契約書式において８９年救助条約と同様の規律が既に

設けられているため，商法の規律が実際に適用される場面としては任意救助が想定

されるが，任意救助において，船舶先取特権による保護に加えて担保提供義務等を

設ける必要性はあるのか。 

・ 救助者が被救助財産の占有を有しているのであれば，留置権を行使することがで

きる。 

・ ８９年救助条約第２１条第１項は，「十分な担保」の提供義務を定めるが，この

ように金額の不明確な権利義務関係を創設することは，法律上は困難ではないか。 

３ 以上によれば，任意救助のケースで，更に救助者が被救助財産の占有を有していな

い場合を念頭に置き，担保提供義務に関する規律を設けるべきか否かについては，そ

の必要性に留意しつつ，引き続き検討すべきである。 

 

10 海難救助に関する規律の適用範囲 

海難救助に関する商法の規律を内水航行船（［端舟等を含み，］公用船を

除く。）の救助の場合に及ぼすこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１⑴ 商法には，内水航行船の海難救助に関する規律はない。 

これに対し，１０年救助条約第１条及び第１４条は，船舶及び内水航行船（公用

船を除く。）の間の救助の場合についても規律が及ぶ旨を定め，８９年救助条約第

１条⒞は，救助の目的である船舶（vessel）には，全ての船舶（ship），舟艇

（craft）又は航行可能な構造物を含むと定めている。 

⑵ 商法は，基本的に，商行為をする目的で航行の用に供する船舶につき規律を定め

るものであり，一定の制約はあるものの，これらの条約の趣旨に照らすと，例えば，

商法の規律として，内水航行船（端舟等を含み，公用船を除く。）の救助の場合に

も適用範囲を拡大することが考えられる。 

２ 本研究会において，上記１⑵の考え方につき検討を行ったところ，これに反対する

意見はなかったが，海難救助制度を悪用するケースを念頭に，端舟等についてまで規

律を及ぼす必要はないのではないかとの指摘もあった。 
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第６ 海上保険 

１ 海上保険に関する規律 

海上保険に関する商法の規律は，存置することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 保険に関する規律は，かつて，商法第３編第１０章（損害保険・生命保険）及び第

４編第６章（海上保険）に規定されていたが，平成２０年の保険法の制定により，商

法においては，第３編第１０章が削除され，保険法の特則としての海上保険に関する

規律だけが残っている。商法第３編第１０章には，損害保険の一つとして運送保険に

関する特則も定められていたが，運送保険は企業保険であることが多く，保険契約の

内容等は当事者間の合意に委ねることで足りることなどから，保険法において，運送

保険に関する特則の規律は設けられていない。 

この点について，諸外国の法制を見ると，英国では，１９０６年海上保険法によっ

て規律されているのに対し，ドイツでは，２００７年の保険契約法制定の際に商法か

ら規定が削除されている。 

２ 本研究会において，商法に海上保険に関する規律を存置する必要があるか否かにつ

き検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 海上保険は，英国法を中心とした長年の判例と実務の蓄積により，国際的な標準

が確立している領域であるところ，海上保険以外の運送保険も，海上保険の考え方

と実務を基礎として運用されている。海上保険に関する商法の規定は，これらの企

業保険の一般法に近い意義を有しており，契約当事者や裁判実務にとって参照すべ

きものとして，任意規定として，標準的な海上保険の規律内容を明らかにしておく

ことが有益である。 

・ 海上保険に関する取引は，国際的な市場において行われるが，我が国に実定法が

存しない場合には，海上保険に関する日本法の内容を対外的に予測可能性のある形

で示すことができず，準拠法や裁判管轄地の選択に際し，取引相手の理解を得るこ

とが困難になる。 

・ イギリス，カナダ，オーストラリア，フランスやアジア諸国（インド，シンガポ

ール，中国，韓国）などの主要な海運国では，基本的に，海上保険に関する実定法

を整備している。 

・ ドイツでは，海上保険に関する実定法が廃止されたが，広汎に利用されている標

準約款が古くから整備されている。これに対し，我が国では，独占禁止法等との関

係もあり，ドイツのような拘束力の強い標準約款を設けることは困難であり，その

規律を法律で示す必要性は大きい。 

・ 保険法の規律は，消費者保護に重点を置いており，国際的な海上保険の規律と異

なる部分が多い。 

３ 以上によれば，商法に海上保険に関する規律を存置することが相当であると考えら

れる。 

（注）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「保険ニ関スル規定ハ海上保険業者ノ現ニ使

用スル約款ヲ参酌シテ適当ニ之ヲ改正スルコト」とされている。 
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２ 海上保険の目的 

航海に関する事故による損害を塡補する旨の現行法の規律（商法第８１

５条第１項）に関し，その適用範囲の明確化が可能か否かについて，引き

続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 海上保険に関する商法の規律は，航海に関する事故（商法第８１５条第１項）をそ

の適用範囲としている。 

「航海に関する事故」の意味について，損害保険法制研究会作成の「海上保険契約

法改正試案理由書１９９５年確定版」（以下「改正試案」という。）では，海上危険

（maritime perils）と同義であり，広く航海に付随する危険をいうものとされている。 

２ 本研究会において，海上保険に関する商法の規律の適用範囲につき検討を行ったと

ころ，次のような指摘があった。 

・ 実務上，海上保険に係る保険種目は，海上や国際的な財産の移動という危険事情

におけるリスクを対象としており，具体的には，船舶や海洋石油掘削構築物等の海

上財産に関わる各種保険や，国際的に海上輸送・航空輸送・陸上輸送がされる貨物

の保険等がある。 

・ 船舶保険については，基本的に，外航船舶・内航船舶とも同じ約款によっている

が，外航船舶につきイギリスの協会期間（保険）約款を利用するものもある。船舶

の責任保険は，主として日本船主責任相互保険組合の相互保険（Ｐ＆Ｉ保険）によ

っているが，民間の保険会社が引き受けるものもある。 

・ 貨物保険については，外航海運の貨物は，市場の国際性に鑑み，イギリスの協会

貨物（保険）約款（ＩＣＣ約款）等を参照した契約条件に基づく貨物海上保険によ

っているが，内航海運の貨物は，国内陸上運送の運送保険と同一内容の貨物海上保

険によっている。なお，国際的な海上運送区間を含む複合運送の場合には，全運送

区間を通じて，外航貨物海上保険により引き受けられている。 

・ 実務の状況を踏まえ，海上保険に関する規律の適用範囲を明確化すべきである。 

・ 上記の実態によれば，海上保険に関する規律の適用対象について，「海上に所在

する財産又は海上運送を利用した売買目的物に関する危険その他の海上企業活動か

ら生ずる危険についての損害保険」などとすることが考えられるし，国際的な航空

運送や陸上運送をも対象とするために，更に「これらに関連した危険」という文言

を付加することも考えられる。 

・ 航空運送に関する保険についても，同様の規律とするのが望ましい。 

・ 改正試案では，航海に付随する危険か，又は純粋な陸上危険・航空危険かは，境

界が曖昧であり，その点を法律の規定により完全に除去することはそもそも困難で

あるとされている。 

・ 国際的な航空運送や陸上運送に係る貨物保険は，企業保険として保険法の片面的

強行規定の適用が除外されており（保険法第３６条第４号），約款により海上保険

と同様の規律を設けることが可能である。このような貨物保険について，諸外国の

法制では，明文で海上保険に関する規律の適用対象とされているのか。 
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・ 海上保険に関する商法の規定は，国内の運送保険その他の企業保険の一般法に近

い意義を有しているのであるから，その適用範囲を無理に広げる必要はないのでは

ないか。現行法の規律を改める場合には，適用範囲を相当に明確化することが求め

られるが，そのような明確化には成功していないように思われる。 

３ 以上によれば，航海に関する事故（商法第８１５条第１項）という適用範囲につい

て，保険実務に応じた見直しを求める意見が多かったが，具体的な適用範囲の明確化

が可能か否かについて，引き続き検討すべきであると考えられる。 

 

３ 海上保険の種類 

積荷の到達によって得られる利益又は報酬の保険に関する規律（商法第

８２０条）は，削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 希望利益保険 

⑴ 現行法上，海上保険の種類としては，船舶保険及び貨物保険のほか，積荷の到達

によって得られる利益又は報酬の保険（希望利益保険）が掲げられている（商法第

８２０条）。 

改正試案では，実務上，希望利益につき，貨物保険の一部として付保されるのが

通例であること等から，商法第８２０条の削除が提案されている。 

⑵ 本研究会において，この規律の在り方につき検討を行ったところ，希望利益や報

酬について独立の保険として付保されることは極めてまれであるし，仮に付保され

るとしても，目的物の評価額が変動したために差額を追加付保するものと考えられ

るから，貨物保険の一部として個別の約款の規律に委ねることが相当であり，独自

の類型として法律に規定する必要はないとの指摘があった。 

⑶ 以上によれば，商法第８２０条を削除することが相当であると考えられる。 

２ 貨物保険の保険価額 

本研究会においては，商法第８１９条の規律の在り方についても検討を行った。 

この点について，改正試案は，貨物の価額，運送賃及び保険料の額の合計額（ＣＩ

Ｆ価格）の１０％に相当する金額を希望利益相当分として加算すべきであるとすると

ころ，外航ではそのように加算するのが一般的ではあるが，内航貨物海上保険をも考

慮すると，必ずしも統一的な実務があるわけではなく，法律上１０％の加算を規定す

る必要はないとの指摘があった。 

以上によれば，商法第８１９条の規律については，上記のＣＩＦ価格を保険価額と

することが考えられるが，その１０％に相当する金額を加算する規律を設けることは

相当でないと考えられる。 

 

４ 保険期間 

船舶航海保険及び貨物保険の保険期間に関する規律（商法第８２１条及

び第８２２条）については，これを削除することにつき，実務に及ぼす影

響にも留意しつつ，引き続き検討してはどうか。 
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（補足説明） 

１ 現行法上，船舶航海保険については，保険者の責任は荷物等の船積みに着手した時

に開始し，到達港において荷物等の陸揚げが終了した時に終わるとされ（商法第８２

１条），積荷保険については，保険者の責任は積荷が陸地を離れた時に開始し，陸揚

港において陸揚げが終了した時に終わるとされている（同法第８２２条）。 

改正試案では，実務上多く見られる船舶期間保険について規律を設けることや，船

舶航海保険及び貨物保険について実務に即した詳細な規律に改めることが提案されて

いる。 

なお，実務上は，船舶保険及びＰ＆Ｉ保険は期間保険が多く，貨物保険は航海保険

が一般的である。 

２ この点に関連して，改正前商法第６４９条第２項第６号では，保険証券の記載事項

として，「保険期間ヲ定メタルトキハ其始期及ヒ終期」と規定され，保険期間の定め

がない場合があり得ることが前提とされていたが，保険法第６条第１項第５号では，

保険期間の約定があることを前提とする規定振りとされた。 

そうすると，商法に保険期間に関するデフォルト・ルールを定める必要はないもの

と考えられる。なお，保険期間は，保険料算定の基礎となり，保険契約に不可欠の要

素であって，実務上も約款の定めが設けられているところ，商法第８２１条及び第８

２２条を削除したとしても，このような約款の定めをすることは，当然に可能である。 

３ 本研究会において，商法第８２１条及び第８２２条を削除することの当否につき検

討を行ったところ，海上保険の独自性を示す観点からは，出航から到達までの１航海

を単位として保険期間や保険料を設定することができるという概念が重要であり，こ

の概念をデフォルト・ルールとして法律で示すことにより，これを前提としている他

の海上保険の規定の説明が容易になるとの指摘があった。 

４ 以上によれば，海上保険の保険期間に関する規律（商法第８２１条及び第８２２

条）については，削除することが考えられるが，なお実務に及ぼす具体的な影響にも

留意しつつ，引き続き検討すべきである。 

 

５ 海上保険証券 

保険証券の記載事項（商法第８２３条）について，基本的に，次のよう

に改めることとしてはどうか。 

⑴ 船舶保険にあっては，船舶の名称，種類，材質，建造年，総トン数及

び国籍，船舶所有者の氏名，商号又は名称並びに船舶の航行の範囲 

⑵ 貨物保険にあっては，積載船舶の名称並びに貨物の発送地，船積港，

陸揚港及び到着地 

（補足説明） 

１ 保険証券の記載事項 

⑴ 現行法上，船舶保険及び貨物保険の保険証券には，保険法第６条第１項各号に掲

げる事項のほか，商法第８２３条各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

改正試案では，保険証券の記載事項について，実務を参考にして追加や削除をす
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べきであるとして，おおむね，本文のように改めることが提案されている。 

⑵ 本研究会において，商法第８２３条の規律の在り方につき検討を行ったところ，

次のような指摘があった。 

・ 現在の実務の取扱いでも，本文⑴⑵の事項は，保険証券の記載事項とされてい

る。 

・ 船舶保険に関し，商法第８２３条第１号所定の船長の氏名については，船長が

誰であるかにより航行の安全性が左右されるおそれは少ないため，これを削除し

てもよい。 

・ 貨物保険に関し，同条第２号及び改正試案では，積載船舶の国籍及び種類（鋼

鉄船，木造船等の別）を記載事項としているが，保険契約者にとってアクセスが

困難な情報であり，むしろ，積載船舶の名称さえ特定することができれば，保険

者において情報を取得することは可能であるため，これらを削除すべきである。 

⑶ 以上によれば，保険証券の記載事項について，基本的に本文のように改めること

が相当であると考えられる。 

なお，改正試案では，「塡補の範囲」も法定記載事項とすべきであると提案され

ているが，この点については，現在の保険法及び商法に規定がなく，海上保険にの

み特有なものといえるか否かを踏まえる必要があると考えられる。 

２ 予定保険についての商法第８２３条の適用の在り方 

⑴ 本研究会においては，本文の検討に際し，包括予定保険における保険証券につき，

次のような指摘があった。 

・ 実務上は，包括予定保険の形で保険契約を締結することが多く，保険契約締結

時に包括予定保険証券（open policy）を交付し，予定事項が確定した際にも個別

の保険証券を交付しているところ，保険法第６条により契約締結後遅滞なく保険

契約者に交付すべき書面に該当するのは，前者の保険証券である。しかし，包括

予定保険証券には，概括的な記載しかされないため，船舶の名称や船積港等の名

称を法定記載事項とする商法第８２３条を保険法第６条の特則と位置付けること

に意味があるのか，疑問がある。 

・ いずれの証券も保険法第６条に基づくものと整理する考え方については，一つ

の保険引受けにおいて，契約締結時の法定書面を２通発行するというのは，違和

感がある。 

・ 予定事項が確定した際に交付すべき個別の保険証券は，契約締結の証拠という

より，保険契約者に保険内容を了知させる書面を交付することに主眼がある。 

⑵ 予定保険についての商法第８２３条の適用の在り方について，引き続き検討する

必要がある。 

３ 有価証券としての保険証券に関する規律 

⑴ 本研究会において，指図式又は無記名式の保険証券に関する規律を設けるべきで

あるとする見解についても検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 判例（大審院昭和１０年５月２２日判決・民集１４巻９２３頁）は，保険証券

を指図式により発行することができるとする明文の規定がないこと等を理由とし
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て，指図式の保険証券につき裏書によって譲渡することができないとしているた

め，指図式の保険証券の有効性に懸念があり，規律が設けられることが望ましい。 

・ 貨物保険であっても，保険証券を被保険利益と無関係に移転することは困難で

あり，権利の行使及び移転のいずれか又は双方に証券を要するとする有価証券性

を否定する見解が多いのではないか。 

⑵ 上記の点については，学説上も，保険証券は有価証券に当たらないとする見解が

多いようであり（江頭憲治郎「商取引法（第７版）」４４５頁参照），規律の新設に

は困難が多いと考えられる。 

 

６ 告知義務 

海上保険契約における告知義務について，保険法第４条の特則として，

保険契約者又は被保険者が自発的申告義務を負うこととしてはどうか。 

（補足説明） 

１⑴ 現行法上，海上保険については，商法のほか，保険法の適用もあるため，告知義

務に関するデフォルト・ルールとしては，保険契約者又は被保険者になる者は，保

険契約の締結に際し，危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求め

たものについて，事実の告知をしなければならないとされている（同法第４条。質

問応答義務）が，海上保険については，片面的強行法規性を定める同法第７条の適

用が除外され（同法第３６条第１号），必要な約款の定めを設けることが可能にな

っている。 

（注）そもそも，保険法制定前の商法第６４４条第１項では，保険契約の締結に当たり，

保険契約者が悪意重過失により重大な事実を告げず，又は重要な事項につき不実を告

げたときは，保険者は，契約の解除をすることができるとされ（自発的申告義務），海

上保険についても，この点に関する特則がないために，同項の適用があった。 

保険法の制定により，同法上のデフォルト・ルールが自発的申告義務から質問応答

義務に改められたが，商法中に海上保険に関する特則がないために，上記のとおり，

保険法の規律が及ぶこととなっている。 

⑵ この点について，内航で用いられる貨物海上保険普通保険約款（和文）には，告

知義務に関し質問応答義務の定めがある。外航で用いられる貨物海上保険証券（英

文）には，保険金請求に対する責任及びその決済に関してのみ，英国の法律及び慣

習に準拠する旨の定めはあるが，告知義務に関する直接の定めはない。 

他方，船舶保険普通保険約款（和文）には，保険者の保険引受けの諾否又は保険

契約内容の決定に影響を及ぼすべき重要な事項につき告知義務を課す旨の定めがあ

る。 

２ 本研究会において，上記１の規律の在り方につき検討を行ったところ，次のような

指摘があった。 

・ 海上保険は，他の損害保険と異なり，対象となる危険が主として国外の事情に関

係し，個別性が強く，危険の内容及び程度を一般的に推定することが困難であるた

め，質問応答義務の規律によることはできない。海上保険は，同種のケースが大量
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に存在する消費者保険や，一定の想定が可能な国内分野の保険と異なり，引受けの

前提となる危険事情が多様であり，迅速かつ低廉な合理的取引を進める上で，自己

責任原則に基づく自発的申告義務の規律による必要がある。 

・ イギリスでは，海上保険において自発的申告義務の規律によることは当然である

と考えられており，フランスも，同様である。 

・ 我が国は，世界の貨物保険のシェアの１割程度を占めているが，我が国の規律が

世界中の規律と異なることは不合理であり，国際的な再保険の関係で支障が生じな

いよう，自発的申告義務の規律とすべきである。 

・ 現行法の規律の下で，約款により自発的申告義務を定めることも可能ではあるが，

外航では，国際的な定型約款が用いられており，我が国のみが独自の特約を設けて

定型約款の規律を修正するというのでは，過誤の危険性が高まり，そのために日本

法の利用が避けられ，保険料率が割高となりかねない。 

・ 現状では，外航の貨物海上保険証券には，保険金請求に対する責任及びその決済

に関してのみ，英国の法律及び慣習に準拠する旨の定めを設けているところ，告知

義務違反は保険者の責任の問題であるとする英国の考え方によれば，我が国の保険

法の質問応答義務の規律の適用はないことになるが，他方で，告知義務違反は契約

成立の問題であるとする我が国の裁判例もあり，この考え方によれば，現在の規律

は，実務に混乱をもたらしかねない。このような混乱が生ずる前に，速やかに，海

上保険について自発的申告義務の規律をデフォルト・ルールとすべきである。 

３ 以上によれば，海上保険契約における告知義務について，商法に自発的申告義務の

規律を定めることが相当であると考えられる。 

 

７ 危険の変更又は増加 

海上保険において危険の変更又は増加があった場合に関する規律（商法

第８２４条から第８２７条まで）については，基本的に現行法の規律を維

持しつつ，船長の変更があった場合に関する規律（同法第８２６条）は削

除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，海上保険における危険の変更又は増加に関しては，航海の変更（商法第

８２４条），発航・航海継続の懈怠，航路の変更その他著しい危険の変更・増加（同

法第８２５条），積荷保険における船舶の変更（同法第８２７条）等の規律があり，

契約の失効や以後免責という効果が定められ，保険法第２９条の特則となっている。 

（注）危険の増加について，保険法第２９条では，告知事項に係る危険の増加の客観的程度

により規律が整理され，①引受範囲内の危険増加の場合には，保険者は原則として保険

契約を解除し得ないものの，契約で定めた通知義務違反等の要件があれば解除は可能で

あり，②引受範囲外の危険増加の場合には，契約の定めに従い解除し得るとされた（危

険の変更に関する規律は設けられていない。）。 

なお，保険法制定前は，商法において，危険の著しい変更又は増加があった場合につ

いて，保険契約者又は被保険者に帰責事由があるときは保険契約が失効し，帰責事由が
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ないときは保険者は保険契約を解除し得るとされていた。 

２ 本研究会において，上記１の規律の在り方に関し，一般法である保険法第２９条の

規律に従うように改めるべきか，それとも，基本的に現行法の規律を維持し，規定の

整理をするにとどめるべきかにつき，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 実務では，危険の変更や増加について，約款上，契約の失効，以後免責，免責事

由，約定解除権等を組み合わせて詳細な規律を設けているところ，現行法の規律で

問題は生じておらず，イギリス法の規律とも平仄が合っていることから，基本的に

現行法の規律を維持することでよい。 

・ 商法第８２４条第１項では，責任開始前の航海の変更の場合に，保険契約が失効

する旨を定めており，改正試案では，責任開始の前後で規律を異にする理由はなく，

以後免責の規律に改めるべきであると提案されているが，実務上は，この点を含め，

あえて契約を継続させる規定とする必要はなく，現行法の規律を維持することでよ

い。 

・ 商法第８２５条ただし書及び第８２７条ただし書の規律（危険の変更と事故との

因果関係がない場合の取扱い，危険の変更につき保険契約者の帰責事由がない場合

の取扱い）についても，基本的には，現行法の規律を維持することでよい。 

・ 船長の変更が契約の効力に影響しないこと（商法第８２６条）は，現在において

は当然であり，これを削除しても問題はない。 

３ 以上によれば，海上保険における危険の変更等について，基本的に現行法の規律を

維持し，規定の整理をするにとどめつつ，商法第８２６条は削除することが相当であ

ると考えられる。 

 

８ 予定保険 

⑴ 貨物保険の予定保険（商法第８２８条第１項）について，積載船舶が

未定の場合の規律に加え，貨物の数量，保険期間の始期その他の事項が

未定の場合の規律を設けてはどうか。 

⑵ 予定保険に係る未確定事項が確定した場合に保険契約者が通知を懈怠

すると保険契約が失効する旨の規律（同条第２項）の適用については，

通知の懈怠が故意又は重大な過失による場合に限ることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

⑴ 商法第８２８条第１項は，予定保険として，積載船舶未定の場合に限り規律を定

めている。 

改正試案では，貨物の数量を確定しない場合についても，予定保険に関する規律

を設けることが提案されている。 

⑵ 本研究会において，上記の規律の在り方につき検討を行ったところ，次のような

指摘があった。 

・ 実務上は包括予定保険が多く利用されており，積載船舶のほか，貨物の数量，

保険期間の始期，船積み時の金額，航路等の様々な事項の全部又は一部を確定し
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ないまま，保険の引受けがされる例が多い。 

・ 包括予定保険は，それ自体で集合的な保険契約が成立しているのであり，個々

の目的物についての保険契約の予約がされているわけではない。 

・ 予定保険では，ＣＩＦ価格の１１０％という保険金額の定め方や，どのような

事故の場合にどのような範囲で補塡するかという保険条件及び保険料率等の保険

契約当事者間で決められる事項については，事前に定めているが，保険契約者と

取引相手のビジネスの関係で決定する事項については，未確定のままであること

が多い。 

・ 商法第８２８条第１項は，積載船舶未定の場合の予定保険における通知事項と

して，船舶の名称のほか，その国籍を掲げているが，国籍の通知は実務上行われ

ていないから，通知事項から削除すべきである。 

⑶ 以上によれば，予定保険の未確定事項について，本文⑴のように改めることが相

当であると考えられる。 

２ 本文⑵について 

⑴ 現行法上，保険契約者等が予定保険に係る未確定事項が確定したことを知ったと

きは，遅滞なく，保険者に対して通知をする必要があり，保険契約者がこの通知を

懈怠すると，保険契約は失効するとされている（商法第８２８条第２項）。 

改正試案では，通知義務違反の規律について，故意又は重大な過失によって通知

をしなかったときに限定することが提案されている。 

⑵ 本研究会において，改正試案の提案につき検討を行ったところ，そのように改め

ることにつき異論はなかった。 

⑶ 以上によれば，本文⑵のように改めることが相当であると考えられる。 

 

９ 保険者の免責 

⑴ 保険者の免責に関する規律について，次のように改めることとしては

どうか。 

ア 責任保険については，保険契約者又は被保険者が故意の場合に限り

免責事由とすること（商法第８２９条第１号）。 

イ 商法第８２９条第３号及び第４号の免責事由を削除すること。 

ウ 戦争その他の変乱を免責事由に追加すること（保険法第１７条）。 

エ 小損害免責の規律を削除すること（商法第８３０条）。 

⑵ 遅延による損害を免責事由に追加するかどうかについては，引き続き

検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

⑴ 海上保険における保険者の免責については，保険法第１７条第１項に代えて，商

法第８２９条及び第８３０条の規律の適用があり，様々な免責事由が掲げられてい

る。 

改正試案では，約款の定め方や諸外国の法制等を参考にして，詳細な免責事由の
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規律を置くことが提案されている。 

⑵ 本研究会においては，現在の約款の定めを踏まえて商法に基本的な規律を設ける

という観点から，検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 保険契約者又は被保険者の故意又は重過失によって生じた損害（商法第８２９

条第１号）については，保険法第１７条第２項と同様に，責任保険につき故意に

限ることとすべきである。 

・ 保険の目的の性質若しくは瑕疵又はその自然の損耗によって生じた損害（商法

第８２９条第１号）については，保険法第１７条には掲げられていないが，海上

保険に典型的な免責事由であり，規律を維持すべきである。 

・ 貨物保険における傭船者，荷送人又は荷受人の悪意又は重過失によって生じた

損害（商法第８２９条第３号）については，外航の約款やイギリス法には見られ

ない規律であり，保険法第３０条の重大事由解除の規律によっても対処すること

ができるから，商法第８２９条第１号とは別に規律を残す意義や必要性に乏しい。 

・ 水先案内料，入港料，灯台料，検疫料等（商法第８２９条第４号）については，

事故による損害ではないから，規定を削除すべきである。 

・ 商法第８２９条は，戦争その他の変乱によって生じた損害を掲げていないが，

保険法第１７条第１項や約款の定め方を踏まえ，これを明示的に規定しても問題

は生じない。 

・ 保険価額の２％以下の小損害につき保険者が責任を負わない旨の規律（商法第

８３０条）については，実務上一般的でないから，規定を削除しても問題は生じ

ない。 

⑶ 以上によれば，本文⑴のように改めることが相当であると考えられる。 

２ 本文⑵について 

⑴ 本研究会においては，上記のほか，遅延による損害を法定免責事由とすることに

つき検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 貨物保険で利用される保険約款では，遅延による損害を免責事由とするのが一

般的であり，航海遅延による逸失利益や拡大損害を排除することにより，紛争コ

ストの削減と適切な保険料率の設定に役立っていることから，これをデフォル

ト・ルールとして規定することが望ましい。 

・ イギリスの協会貨物（保険）約款（ＩＣＣ約款）では，被保険者の故意の違法

行為，保険の目的物の通常の漏損・減少・自然の消耗，梱包・コンテナの不完全，

保険の目的物の性質又は固有の瑕疵，遅延，船会社の経済的破綻，原子力を使用

した兵器・装置の使用，船舶が貨物の安全輸送に適しないことを免責事由として

規定している。 

・ 遅延による損害は，塡補の範囲の問題ではないのか。例えば，遅延による拡大

損害の発生及びその額は，保険金請求における請求原因に当たるべき事実であり

（契約に定めがなければ，請求原因事実の主張立証ができない。），保険契約者又

は被保険者が抗弁として主張する事実ではないのではないか。 

・ 運送は，一般に時間を保証するものではないので，到着時にダメージがあった
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事案では，それを請求原因として主張し，保険者が抗弁として当該ダメージは遅

延によるものであると主張することになる。 

・ 例えば，食料品のように，消費期限の設定された貨物が到着遅延により無価値

になった場合に，その損害に係る保険金請求が排除されるケースや，カビやさび

のように，運送中の事故により生じた貨物の損傷が到着遅延により拡大した場合

に，拡大部分に係る保険金請求が排除されるケースがある。 

・ 海上保険では，商法第８１６条で包括責任主義が採用されており，実務上も，

一般的にオールリスク担保条件の下で，「全ての偶然な事故によって生じた損

害」を対象に保険金を支払う旨の表現が用いられている。そのため，遅延による

免責の規律は，重要である。 

・ 延着による損害については，塡補の範囲に含まれていないとの主張や，保険の

目的の性質による損害であって他の免責事由に該当するとの主張もあり得るが，

伝統的には，遅延免責による説明がされることが多い。 

・ 担保危険の範囲外の保険事故と免責事由に該当する保険事故との区別は，実際

には判別し難い場合も多く，両者を免責事由として契約に定めることも少なくな

い。 

⑵ 以上によれば，基本的には，遅延による損害を免責事由に追加することが相当で

あると考えられるが，塡補の範囲との関係や，諸外国の法制等にも留意しつつ，引

き続き検討すべきである。 

 

10 保険者による塡補等 

⑴ 保険の目的である貨物に損傷等があった場合における保険者の塡補額

の計算方法（商法第８３１条）につき，正確な規定振りに改めることと

してはどうか。 

⑵ 航海の途中に不可抗力により保険の目的である貨物を売却し，買主が

代価を支払わないときは，保険者がその支払義務を負う旨の規律（商法

第８３２条第２項）は，削除することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

貨物保険の分損計算方法について，商法第８３１条の規定は，次のように解される

おそれがある。 

       Ａ Ａ：損傷等がある状態の価額 
保険価額 × ―― 
       Ｂ Ｂ：損傷等がない場合に有したであろう価額 

改正試案では，この点につき，ＡとＢの差額が損害であるから，次のように改める

ことが提案されている。 

       Ｂ － Ａ 
保険価額 × ――――― 
        Ｂ 

本研究会において，改正試案の提案につき検討を行ったところ，そのように改める
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ことにつき異論はなかった。 

以上によれば，本文⑴のように改めることが相当であると考えられる。 

２ 本文⑵について 

本文⑵の規律について，このような処理の実例は見られないことから，改正試案で

は，この規律を削除することが提案されているところ，本研究会においても，異論は

なかった。 

３ 船主責任相互保険における損害の塡補 

本研究会においては，Ｐ＆Ｉ保険は，被保険者である組合員が賠償義務を先履行し

て初めて保険金請求権が発生するという方式を採っており，国際Ｐ＆Ｉクラブによる

再保険スキーム等の関係もあり，世界標準であるところ，保険法第２２条の規律（被

害者が加害者の保険金請求権について先取特権を有するというもの）の適用除外規定

を設けるべきであるという意見についても，検討を行った。 

この意見に対しては，保険法第２２条は，被害者保護の観点から必要とされるもの

であり，海上保険のうち特にＰ＆Ｉ保険についてのみ例外を認めるのは困難ではない

かとの指摘があった。 

 

11 委付 

保険委付に関する規定（商法第８３３条から第８４１条まで）は，削除

することとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，海上保険については，保険委付の制度が定められており，被保険者は，

全損又はこれに準ずる損害が発生した場合に，保険の目的物について有する一切の権

利を保険者に移転することにより，保険金額の全部を請求することができるとされて

いる。 

しかし，このような場合には，船骸撤去等の付随的な義務の履行のために多大な費

用を要することがあるため，実務上，この制度は用いられず，保険者は，保険の目的

についての権利を取得せずに全損として保険金を支払ってきた。この実情を受けて，

我が国の実務上も，平成初期以降，約款において，委付することができない旨が明記

されている。 

改正試案では，保険委付の制度を廃止し，現実全損及び解釈全損（船舶が６０日間

存否不明の場合等に全損として解釈するもの）の規定を設けることが提案されている。 

本研究会において，保険委付の制度の廃止につき検討を行ったところ，異論はなか

った。 

２ 解釈全損 

解釈全損の規律については，次のような指摘があった。 

・ 保険会社は約款で対応することができると思われるが，委付の規定が削除される

ことを前提とすると，法律上の規定があった方がよい。 

・ 解釈全損につき法律上の規定がないときは，厳密には，全損を認定し得ない時点

で全損処理をすることが利得禁止原則の観点から許容されるかが問題となる。 
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・ 法律で約款の定めのような基準を規定することは困難ではないか。 

この点については，約款により全損の取扱いをすることについて具体的な問題が生

じているか等を踏まえつつ，引き続き検討すべきであると考えられる。 

３ 残存物代位 

改正試案では，全損の場合に，被保険者に保険の目的物につき負担する債務の内容

等に係る通知義務を課すとともに，保険者に残存物代位に係る代位権を放棄するかど

うかの選択権を与えることが提案されているが，特約により放棄を原則とする実務が

定着しており，上記と同様の内容を定める約款による実務の取扱いに問題を生じてい

ないことから，規律を設ける必要はないとの指摘があった。 

 

第７ 船舶先取特権 

（注）以下では，船舶の先取特権及び抵当権に関する１９２６年，１９６７年又は１９９３

年の国際条約をそれぞれ「２６年条約」，「６７年条約」又は「９３年条約」という。 

１ 条約との関係 

商法に９３年条約の規律の一部を取り入れることとしてはどうか。ただ

し，その範囲については，今後，より広い関係者間において議論を継続す

べきである。 

（補足説明） 

１ 船舶先取特権を生ずる債権については，商法制定当初は，現行商法が規定するもの

のほか，委付が許された債権（船員の職務執行に起因する損害賠償請求権）も対象と

されていた（改正前の商法第８４２条第９号）。その後，昭和３２年には，国際海上

物品運送法の制定に際し，傭船者が第三者と再運送契約を締結した場合における運送

品に関する損害に基づく一定の債権について船舶先取特権が認められた（同法第１９

条。これは，再運送契約の履行責任を船舶所有者に負わせる商法第７５９条を準用し

ない代わりの措置とされる。）。昭和５０年には，船主責任制限法の制定に際し，委付

主義から金額責任主義に移行し，商法第８４２条第９号の規定は削除されたが，責任

制限の対象となる債権につき船舶先取特権が認められた（船主責任制限法第９５条。

船舶油濁損害賠償保障法第４０条も同様）。 

これに対し，９３年条約は，商法第８４２条第６号及び第８号に相当する債権（船

用品供給による債権等）には船舶先取特権を認めていない。これは，船舶先取特権が

公示されない権利であるのに，船舶抵当権に優先するという強力な効果が与えられて

おり，船舶金融の妨げになるためその範囲を狭めるべきであること，契約債権につい

ては保険により損失を補塡し得ること等を理由とするといわれる。 

（注）国際条約及び諸外国の法制の比較については，末尾の「【船舶先取特権】条約及び各国

法制（日，独，仏，英，米，韓，中）比較表」のとおりである。 

２ 本研究会において，船舶先取特権の見直しの基本方針として，多様な諸外国の法制

（船舶先取特権を認めるものの抵当権に劣後するとする法制，船舶先取特権を認めな

いものの留置権を認めるとする法制等）も念頭にしつつ，現行法の規律を維持すべき

か，又は基本的に９３年条約に合わせるべきかを中心に，検討を行った。 
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この点については，商法の規律を一切見直すべきではないとの意見はなかったが，

次のような指摘があった。 

・ ９３年条約は，貨物損害については，保険により損害を補塡し得るとして船舶先

取特権を認めないとしているが，貨物保険に入っていないこともあるし，保険者が

保険代位により求償するに当たり，船舶先取特権が認められないこととなると，保

険料に影響が生ずるおそれもある。 

・ イギリスやアメリカでは，船舶先取特権がなくても船舶のアレストが容易である

が，我が国では，そのような法制ではなく，貨物損害に対しても船舶先取特権を認

める必要がある。 

・ 船舶先取特権については，国際私法上，どのような場合に我が国の規律の適用が

あるのか見解が分かれており，立法により解決すべきである。 

・ 国際私法については，近時全面的な見直しがされ，平成１８年に法の適用に関す

る通則法が制定されたが，その際の法制審議会国際私法（現代化関係）部会におい

ては，諸外国においても法定担保物権の準拠法について明文の規定を設けている国

は見当たらないこと等を理由として，これに関する特段の規定を設けないこととさ

れたようである。 

３ 以上によれば，貨物損害に関する船舶先取特権などの点において，９３年条約の規

律を商法に取り入れることには慎重に検討する必要があるが，本研究会においては，

船舶抵当権者や船用品供給業者等の意見を聴取することができなかったため，今後，

より広い関係者間において議論を継続すべきである。 

（注）昭和１０年の法制審議会の改正要綱では，「船舶債権ニ関スル規定ハ海上先取特権及ビ

抵当権ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約ヲ参酌シテ適当ニ之ヲ改正スルコト」とされて

いる。 

 

２ 船舶先取特権を生ずる債権の範囲 

⑴ 商法第８４２条各号の船舶先取特権 

ア 「航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権」（同条第６号）及び「船舶

カ其売買又ハ製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買又ハ製造

並ニ艤装ニ因リテ生シタル債権及ヒ最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤

装，食料並ニ燃料ニ関スル債権」（同条第８号）について，次のいずれ

かの考え方とする方向で，引き続き検討してはどうか。 

【甲案】現行法の規律を維持する。 

【乙案】船舶先取特権を生ずる債権として認めつつも，その順位につ

いては，船舶抵当権に劣後するものとする。 

（補足説明） 

１ 現行法上，本文所定の債権を有する者は，船舶先取特権を有する（商法第８４２条

第６号及び第８号）。 

これは，かつて，船舶所有者が船舶を担保に資金を借り入れ，船舶が目的地に到着

した場合には通常より高い利率の利息を付して借入金を返済するが，到達しなかった
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場合には元本・利息の支払義務を免れるという契約（冒険貸借）が行われ，貸主には

船舶に対する優先権が認められていたようであり，その名残といわれている。 

これに対し，９３年条約は，これらの債権を有する者に船舶先取特権を認めていな

い。 

これらの船舶先取特権については，現在では，金融業等の発達や通信技術の発展に

伴い冒険貸借が利用されなくなったこと，６７年条約以後の条約は，契約債権につき，

抵当権に優先する船舶先取特権を認めていないこと等から，これを認める必要はない

のではないかとも指摘されている。 

２ 本研究会において，本文所定の船舶先取特権について，抵当権に劣後するものとす

ることや，船舶先取特権を認めない（留置権の限度で保護する）こととすることの当

否を中心に検討を行ったところ，次のような指摘があった。 

・ 少なくとも内航の場合は，燃料の供給業者は，船舶所有者（又はオペレーター）

との関係が密接で，その経営状態をある程度は把握し得るのであり，掛けで燃料を

供給し続け，未払の燃料代金債権が多額となってから船舶先取特権を主張するよう

な濫用的なケースもみられる。 

・ 定期傭船契約において燃料代は定期傭船者が負担しているところ，定期傭船者が

破綻すると，返船後，相当期間が経過した後に，燃料の供給業者が船舶所有者に対

して船舶先取特権を主張するケースがある。 

・ 裁判例では，商法第８４２条第６号の要件を狭く解し，新たな航海の開始のため

に必要なものを含まず，既に開始された航海を継続するために必要なものに限ると

されている。 

・ 外航の場合は，内航と異なり，特定の業者からではなく，立ち寄った寄港地で燃

料を供給するのが通常である。 

・ 燃料代金債権の金額は大きいが，通常の運航費用というべきであり，燃料の供給

業者に対してしかるべき保護を与える必要がある。 

・ 世界的に見た場合には，本文所定の船舶先取特権は，必ずしも船舶抵当権に優先

していないのであり，このような考え方については妥協の余地があるのではないか。 

・ ９３年条約の審議過程では，北欧諸国は，船用品の供給業者に船舶先取特権を与

えるべきでないと主張し，これに対し，アメリカ・日本・イタリアは，信用力に乏

しい船舶運航会社の状況に照らし，船舶先取特権を認めるべきと主張した経緯があ

る。 

３ 以上によれば，本文所定の船舶先取特権については，濫用的なケースへの懸念を重

視してこれを削除する考え方もあり得るが，濫用的な個別事案については司法の判断

により対処することも考えられ，燃料等の供給業者に対する相応の保護という観点や

従前の経緯等に照らすと，現時点では，本文の【甲案】又は【乙案】によることが現

実的であると考えられる。 

この点については，船舶抵当権と船舶先取特権との優先関係等を中心に，今後，よ

り広い関係者間において議論を継続すべきである。 
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イ 「雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権」について（商

法第８４２条第７号及び第８４７条） 

雇用関係の船舶先取特権を生ずる債権の範囲，その順位及び除斥期

間の起算点については，近時の具体的な問題状況等に留意しつつ，引

き続き検討してはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，雇用関係の船舶先取特権については，雇用契約によって生じた船員の債

権について生じ，船舶先取特権中第７順位とされ，その発生後１年の経過により消滅

する（商法第８４２条第７号，第８４７条）。これは，労働債権の保護という社会政

策的考慮や，船舶の保存・維持が船長その他の船員の労務に負うところが大きいこと

等を踏まえる一方で，除斥期間を設けて船舶先取特権の被担保債権が累積することを

回避するものといわれている。 

これに対し，９３年条約では，この船舶先取特権は，当該船舶への雇入れに関して

受領すべき船員の賃金その他の債権について生じ，船舶先取特権中第１順位とされ，

債権者が船舶から下船した時から１年の経過により消滅する（同条約第４条第１項，

第５条第２項及び第９条）。 

２ 本研究会において，雇用関係の船舶先取特権の規律の在り方につき検討を行ったと

ころ，次のような指摘があった。 

・ 船舶先取特権を生ずる債権の範囲について，商法第８４２条第７号の規定振りで

は退職金債権が含まれると解釈されるおそれがあるが，船員が１日しか乗船してい

ないにもかかわらず多額の退職金債権につき船舶先取特権が認められることは，不

当である。なお，同号の雇用契約は，沿革的には船員法所定の雇入契約を指すもの

と考えられるし，９３年条約第４条第１項⒜において船舶先取特権を認める範囲も，

「employment on the vessel」と規定されているところ，これらは，特定の船舶との

牽連性を有する賃金債権を念頭に置くものである。 

・ 上記債権の範囲について下級審の裁判例は分かれており，福岡高裁昭和５２年７

月７日判決・判例時報８７５号１０６頁は，給料のほか，各種手当及び退職金も，

当該船舶への乗組期間の割合に応じた限度で含まれるとした上で，算出基礎となる

乗組期間は，過去１年以内に雇止めとなった乗組に限られると判示している。これ

に対し，大阪高裁昭和５２年１０月２８日判決・判例時報８８５号１６０頁は，商

法第８４２条第７号の被担保債権には発生上の限定がないから，退職金債権を含め，

船員らにつき雇用契約によって生じた全ての債権が同号の保護の対象となると判示

している。 

・ 明治３２年の商法制定時には，船員の雇入れ期間は１年に制限されていた。また，

当時，退職金制度は普及しておらず，退職金債権が船舶先取特権の被担保債権にな

るとの認識はなかったのではないか。 

・ 今日では，船員の雇用契約は，一航海単位ではなく，継続して船舶所有者等に雇

用されており，陸上労働者の雇用形態と異なるところはない。船員の労働債権に限

って特別の保護を与える必要はないのではないか。 
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・ 我が国においては，退職金債権の額が比較的大きいことに留意する必要がある。

例えば，竣工後７年の船舶に対して，勤続年数３０年の船員がこれに対応する退職

金請求をしたケースもある。 

・ 船舶の建造に際しては，建造資金の８割程度を銀行から借り入れ，残余の２割程

度は船舶所有者の自己資金で支出する例が多いようであるが，実務上，船舶先取特

権の被担保債権となる退職金等の額は，船価の何割程度にまで達するのか。 

・ この規定の趣旨につき，労働政策の側面だけを強調すれば，全ての退職金債権に

船舶先取特権を認めることとなるが，船舶所有者の債権者の共同の利益のために生

じた債権という側面をも考慮すると，乗船期間に見合った期間に生じた債権に限る

との結論を導くこともできる。 終的には，政策判断の問題である。 

・ 船舶先取特権の順位や除斥期間の起算点については，上記のような債権の範囲と

合わせて議論すべきではないか。 

・ 平成１５年改正前の民法第３０６条第２号及び第３０８条では，「雇人ガ受クベ

キ 後ノ六ケ月間ノ給料」につき一般の先取特権を認めていたところ， 高裁昭和

４４年９月２日第三小法廷判決・民集２３巻９号１６４１頁は，給料の後払いとし

ての性格を有する退職金債権について，その 後の６か月間の給料相当額について

一般の先取特権があると解している。 

３ 以上によれば，特に，雇用関係の船舶先取特権を生ずる債権の範囲について考え方

の対立があるようであるが，その一方で，近時の裁判例は見られないところであり，

今後の検討に当たっては，現状においてどのような事案がどの程度発生し，具体的な

問題が生じているのかどうかや，退職金の保全措置その他の政策等に十分に留意しつ

つ，より広い関係者間において議論を継続すべきであると考えられる。 

 

ウ その他の商法上の船舶先取特権について 

商法第８４２条第１号，第２号，第４号（曳船料に係る部分に限

る。）及び第５号（共同海損に係る部分に限る。）は，削除することと

してはどうか。 

（補足説明） 

１ 現行法上，次に掲げる債権についても，船舶先取特権が認められている。 

① 船舶及びその属具の競売に関する費用並びに競売手続開始後の保存費（第８４

２条第１号） 

② 後の港における船舶及びその属具の保存費（同条第２号） 

③ 水先案内料及び曳船料（同条第４号） 

④ 救助料及び船舶の負担に属する共同海損（同条第５号） 

これに対し，９３年条約では，上記①②のほか，上記③のうち曳船料に係る部分及

び上記④のうち共同海損に係る部分については，船舶先取特権が認められていない。 

２ 本研究会において，９３年条約の規律に合わせるという観点や，上記①②について

は，競売の手続費用等として優先弁済を受け得る範囲で保護すれば足りるとも考えら

れること等を踏まえ，本文のように削除することにつき検討を行ったところ，特段の
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異論はなかった。 

 

⑵ 船主責任制限法第９５条の船舶先取特権 

ア 人身損害に基づく債権 

船舶の運航に直接関連して生ずる人身損害に基づく債権について，

制限債権か否かを問わず，船舶先取特権を認めることとしてはどうか。 

イ 財産上の損害に基づく債権 

船主責任制限法において船舶先取特権が認められる債権について，

次のいずれかの考え方とする方向で，引き続き検討してはどうか。 

【甲案】現行法の規律を維持する（制限債権について船舶先取特権を

認める。）。 

【乙案】船舶の運航に直接関連して生ずる物の滅失又は損傷による損

害に基づく債権（同法第３条第１項第１号）に限り，船舶先取特

権を認めることとする。 

（補足説明） 

１ 本文アについて 

⑴ 船主責任制限法は，船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人身損害に基

づく債権を制限債権としつつ，船舶先取特権を認めている（同法第９５条，第３条

第１項第１号）が，自船の旅客及び被用者の人身損害に基づく債権については，制

限債権から除外し，船舶先取特権を認めていない（同法第３条第４項，第４条）。

この船舶先取特権の順位は，商法上の船舶先取特権に次ぐ第９順位とされている。 

これに対し，９３年条約は，船舶の運航に直接関連して生じた人の死亡又は身体

傷害に関する債権について，制限債権か否かを問わず，船舶先取特権を認めており，

その船舶先取特権の順位は，第２順位とされている。 

⑵ 本研究会において，人身損害に関する船舶先取特権の規律の在り方につき検討を

行ったところ，９３年条約の規律と同様に，自船の旅客等を含めた保護という観点

から，本文アのように改めることについては，特段の異論はなく，その順位につき，

財産権侵害に関する船舶先取特権と差異を設けることもあり得るのではないかとの

指摘があった。 

⑶ 以上によれば，本文アのように改めることが相当であると考えられ，引き続きそ

の船舶先取特権の順位をより高い順位とすることを検討すべきである。 

２ 本文イについて 

⑴ 船主責任制限法は，財産権侵害に基づく債権について，①船舶上で又は船舶の運

航に直接関連して生ずる当該船舶以外の物の滅失又は損傷による損害に基づく債権，

②延着損害に基づく債権，③船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害に基づく債

権に船舶先取特権を認めている（同法第９５条第１項，第３条第１項第１号から第

３号まで）。 

これらの船舶先取特権の順位は，商法上の船舶先取特権に次ぐ第９順位とされて

いる。 
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（注）船主責任制限法は，制限債権を生ずべき損害の防止措置により生ずる損害に基づく

債権等で海難救助の要件に該当しないものについても，船舶先取特権を認めている

（同法第３条第１項第４号，第５号，第４条）。 

これに対し，９３年条約は，財産権侵害に基づく債権について，船舶の運航によ

り生じた物理的な滅失損傷に関する不法行為に基づく債権（運送品・コンテナ・手

荷物の滅失損傷を除く。）に船舶先取特権を認めている。これは，契約債権（不法

行為債権であっても，下請運送の場合における荷主の実運送人に対する債権は，同

様に取り扱う。）や，延着損害又は権利侵害に基づく債権については，船舶先取特

権を認めない趣旨である。 

この船舶先取特権の順位は，第５順位とされている。 

⑵ 本研究会において，財産上の損害に関する船舶先取特権の規律の在り方につき，

９３年条約と同様の規律を設けることの当否を中心に検討を行ったところ，次のよ

うな指摘があった。 

・ イギリスやアメリカでは，積荷損害がある場合の船舶のアレストが容易であり，

船舶先取特権による保護がなくても問題は生じないが，そのような前提のない我

が国では，船舶先取特権による保護が必要である。 

・ 貨物損害について，保険により損害を補塡し得るので船舶先取特権を認める必

要はないといわれることがあるが，実際には，Ｐ＆Ｉ保険の保険者が保証状を発

行して，後日争うのが実務であるし，保険者が保険代位により求償するに当たり，

船舶先取特権が認められないこととなると，保険料に影響が生ずるおそれがある

から，上記のような主張は適切でない。 

・ 船主責任制限法第９５条の船舶先取特権は不法行為に基づく請求権も含まれる

ため，実務上は同条による主張が多く，国際海上物品運送法第１９条の船舶先取

特権を主張することはあまりない。 

・ 運送品の遅延やその他の権利侵害による損害（船主責任制限法第３条第１項第

２号，第３号）について，船舶先取特権を認める必要はあるのか。 

⑶ 以上によれば，財産上の損害に関する船舶先取特権については，本文イの【甲

案】のように，現行法の規律を維持する考え方と，【乙案】のように，積荷の滅失

損傷に関する部分は現行法の規律を維持するものの，遅延やその他の権利侵害に関

する船舶先取特権を削除し，９３年条約の規律に近付ける考え方とがあるところ，

どのような規律が適切かにつき，引き続き検討すべきである。 

なお，【乙案】による場合には，９３年条約と同様に，制限債権を生ずべき損害

の防止措置により生ずる損害に基づく債権等で海難救助の要件に該当しないもの

（同法第３条第１項第４号，第５号）については，船舶先取特権を認めないことに

なると考えられる。 

 

⑶ 国際海上物品運送法第１９条の船舶先取特権 

再運送契約において一定の場合に荷送人等に船舶先取特権を認める規

律（国際海上物品運送法第１９条）は，削除することとしてはどうか。 
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（補足説明） 

１ 現行法上，再運送契約の場合に，運送品に関する損害で船長の職務に属する範囲内

で生じたものに係る賠償請求権については，船舶先取特権が認められている（国際海

上物品運送法第１９条）。 

これは，国際海上物品運送法の制定に当たり，商法第７５９条を準用せず，再運送

契約の荷送人等は船舶所有者に対し直接の履行請求権を有しないとされたところ，①

船舶所有者による通常の運送の場合に荷送人等が船舶先取特権を有することとの均衡

を取るべきこと，②船荷証券統一条約では対物訴訟制度がある国を前提に，船舶に対

する権利行使を認めており，同様の効果をもたらすことが同条約の趣旨に沿うこと等

を踏まえたものといわれている。 

９３年条約では，一般的に，契約債権については船舶先取特権を認めていない。 

２ 本研究会において，国際海上物品運送法第１９条を削除することにつき検討を行っ

たところ，次のような指摘があり，特段の異論はなかった。 

・ 実務上，契約責任と不法行為責任の双方を含む船主責任制限法第９５条の船舶先

取特権による主張が多く，国際海上物品運送法第１９条の船舶先取特権を主張する

ことはあまりない。 

・ 国際海上物品運送法第１９条の船舶先取特権は，同法が商法第７５９条を準用し

ないために設けられたという経緯があるところ，本研究会において同条の削除が検

討されていることに照らすと，その存在意義を説明することが困難になる。 

３ 以上によれば，国際海上物品運送法第１９条を削除することが相当であると考えら

れる。 

 

３ 船舶先取特権の目的 

⑴ 船舶先取特権の目的（商法第８４２条）について，未収運送賃を削除

することとしてはどうか。 

⑵ 数回の航海について生じた船舶先取特権間の順位について，後の航海

によって生じたものが優先するとの規律（商法第８４４条第３項）を削

除するとともに，救助料の船舶先取特権は，救助の作業前に生じていた

他の船舶先取特権に優先する旨の規律を設けることとしてはどうか。 

（補足説明） 

１ 本文⑴について 

⑴ 現行法上，船舶先取特権の目的は，船舶，その属具及び未収運送賃であるとされ

る（商法第８４２条。ただし，国際海上物品運送法第１９条の船舶先取特権にあっ

ては，未収運送賃は目的とされていない。）。 

未収運送賃に対する船舶先取特権は，６７年条約以後の条約では，定められてい

ない。 

この点について，一般に，債権に対する船舶先取特権には追及効がないという見

解が有力であるところ，現行法の制度には，運送賃請求権の譲渡によって，容易に

船舶先取特権による追及を免れるという問題があるし，これを避けるために運送賃
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請求権の譲渡制限を法定すること（保険法第２２条第３項参照）は，過剰な規制と

考えられる。 

⑵ 本研究会において，船舶先取特権の目的から未収運送賃を削除することにつき検

討を行ったところ，実務では，未収運送賃の特定ができないため，これに対して船

舶先取特権を行使する事例はないとの指摘があり，本文⑴のように改めることにつ

き異論はなかった。 

２ 本文⑵について 

⑴ 現行法上，船舶先取特権が数回の航海について生じたときは，船舶先取特権間の

順位は，後の航海によって生じたものが優先するとされる（商法第８４４条第３

項）。これは，船舶先取特権の目的に運送賃が含まれ，順位が航海単位で決定され

ることと関係があるといわれている。 

この点につき，２６年条約は，現行法と同様の規律であったが，６７年条約以後

の条約では，船舶先取特権の目的に運送賃を含めず，商法第８４４条第３項に相当

する規律を廃止した（基本的には，航海の順序を問わず，船舶先取特権のリストに

従った順位に従うこととなった。）。そして，これに伴い，新たに，救助料の船舶先

取特権については，救助を促進する等の目的から，救助の作業前に生じていた他の

船舶先取特権に優先する旨の規律を設けている。 

（注）ドイツにおいても，１９７４年の商法改正により，６７年条約と同様の改正が行わ

れている。 

⑵ 本研究会において，本文⑵のように改めることにつき検討を行ったところ， 実

務では，船舶先取特権が認められるか否かは極めて重要であるが，実際に船舶の競

売・配当にまで至ることは少なく，船舶先取特権間の順位が問題になることはあま

りないとの指摘があり，特段の異論はなかった。 

３ 保険金請求権に対する物上代位 

⑴ 本研究会においては，船舶先取特権の保険金請求権に対する物上代位の可否につ

いても，検討を行った。 

この点について，９３年条約は，保険金請求権に対する物上代位を否定している

が，我が国では，民法第３０４条の解釈として，これを肯定する見解が有力であり

（大審院大正２年７月５日判決・民録１９輯６０９頁），実務上も，船主責任制限

法第９５条の船舶先取特権に関して保険金請求権に対する物上代位を認めた裁判例

（東京地裁平成４年１２月１５日判決・判例タイムズ８１１号２２９頁）を前提と

しているとの指摘があった。 

⑵ 以上によれば，我が国においては，民法第３０４条による現在の実務を変更しな

いことが相当であると考えられる。 

 

４ 船舶先取特権の消滅事由 

一定の場合に船舶先取特権の追及効を制限する規律（商法第８４６条）

を維持することとしてはどうか。 

（補足説明） 
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１ 現行法上，船舶が譲渡された場合において，譲受人が登記をした後に船舶先取特権

者に対して公告をし，一定期間内に申出がないときは，船舶先取特権が消滅するとさ

れる（商法第８４６条）。 

各条約には，同旨の規定はなく，船舶先取特権は追及効を有するものとされる。 

２ 本研究会において，商法第８４６条の規律の在り方につき検討を行ったところ，船

舶の売買の際に，この規定により公告をし，船舶先取特権を消滅させるための手続を

とったことがある旨の指摘があった。 

３ 以上によれば，商法第８４６条の規律を維持することが相当であると考えられる。 

 

５ 船舶賃貸借における民法上の先取特権の効力 

船舶賃貸借の場合において，船舶の利用について生じた民法上の先取特

権が船舶所有者に及ぶか否か（商法第７０４条第２項）については，燃料

の供給や修繕工事の際の与信の在り方等を踏まえつつ，次のいずれかの考

え方とする方向で，引き続き検討してはどうか。 

【甲案】判例のとおり，民法上の先取特権も船舶所有者に及ぶとする現行

法の規律を維持する。 

【乙案】同項の先取特権を船舶先取特権に限定し，民法上の先取特権は船

舶所有者には及ばないこととする。 

（補足説明） 

１ 商法第７０４条第２項は，船舶賃借人が商行為をする目的で船舶を航海の用に供し

たときは，船舶の利用につき生じた先取特権は船舶所有者に対しても効力を生ずる旨

を定めているところ，判例によれば，この先取特権には，商法所定の船舶先取特権の

ほか，民法上の先取特権も含まれるとされる（ 高裁平成１４年２月５日第一小法廷

決定・判例時報１７８７号１５７頁）。 

この判例は，船舶安全法上の法定検査に伴い必要となった修繕費に関する事案であ

るが，商法第８４２条第６号の「航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権」には該当せ

ず船舶先取特権は成立しないものの，民法第３２０条の動産保存の先取特権が成立す

ることを前提として，商法第７０４条第２項の趣旨につき，「賃借人が船舶を所有し

ている場合と同様の効力を認めることによって債権者を保護しようとするもの」と判

示して，上記の判断を示したものである。 

この判例に対しては，①商法第７０４条第２項の先取特権は，債務者以外の所有物

に対して成立する点で，海商法に特有な法理であること，②船舶先取特権は１年の経

過により消滅するのに，民法上の先取特権はより長期の消滅時効に服するため，長期

間先取特権が付着した状態が継続し，差押え等を受ける船舶所有者の負担が重過ぎる

こと，③現在は，融資者が形式上船舶の共有持分を取得するような船舶金融の形態も

あるところ，商法第７０４条第２項の先取特権の範囲を広く解すると，上記の船舶金

融に悪影響を及ぼすこと等の理由から，その結論に反対する考え方がある。 

２ 本研究会において，上記の規律の在り方につき検討を行ったところ，次のような指

摘があった。 
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・ 船舶所有者以外の者の債務につき先取特権が生ずるというのは，例外的な規律で

あるので，限定的に解釈すべきである。 

・ 動産保存の先取特権は，商事消滅時効の適用があるときは５年間存続するところ，

登記による公示機能を有しない動産保存の先取特権がこのように長期にわたり存続

することは，債権者保護に偏り，船舶所有者の負担が重過ぎる。 

・ 仮に，本文の【乙案】による場合には，修繕業者は，注文者が船舶の賃借人か否

かを調査し，賃借人であるときは，修繕費の支払を担保する措置を講ずる必要に迫

られるのではないか。発航前の燃料の供給についても，同様ではないか。 

・ 少なくとも内航の場合は，燃料費や修繕費につきその都度の現金払になるのでは

なく，船舶所有者が破綻するまで未払金が累積するのではないか。また，修繕費に

関する留置権も，船舶所有者が事業の継続を諦めるような段階にならないと行使さ

れないのではないか。 

・ この論点は，転用物訴権に関する判例（ 高裁平成７年９月１９日第三小法廷判

決・民集４９巻８号２８０５頁）と密接な関係にある。判例では，賃借人から請け

負って修繕工事をした者が所有者に対して不当利得の返還を請求することができる

場合を狭く解している。商法第７０４条第２項の規律の在り方との関係では，船舶

賃借人の債務について，船舶所有者が責任を負うべき範囲を広げる根拠は何かが問

題となるのではないか。 

・ 本文の【乙案】の前提として，船舶について民法上の先取特権が成立するか否か

も問題となる。 

３ 以上によれば，本文の【乙案】によるべきとする意見もあったが，上記平成１４年

判決後に具体的な問題が生じているのかどうかや，燃料の供給業者や修繕業者等の債

権の保全措置に関する実務上の取扱い等に十分に留意しつつ，今後，より広い関係者

間において議論を継続すべきであると考えられる。 
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